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　 こ のたび、 松阪市は新たな総合計画～和で結び みんなで築く  松阪市～を 策定いた

し まし た。

　 私たちのまち松阪は、 豊かな自然、 歴史ある 文化、 多様な産業に恵まれています。

こ のすばら し い資源を次世代に引き継ぐ と と も に、人口減少や少子高齢化が進むなか、

さ ら なる発展を し ていける よう 、 今回の総合計画では、「 若者定住・ 福祉社会の実現」

と「 公民連携の推進」を施策横断的な取組と し て位置づけています。

　「 若者定住・ 福祉社会の実現」と し て、 若者にと っ て魅力的な就労機会や住みやすい

まち の整備を 進めると と も に、 高齢者や障がいのある方々が安心し て生活でき る 福祉

サービスの充実を図るこ と で、 魅力のあるまちづく り をめざし ます。

　 また、「 公民連携の推進」と し て、 市民の皆さ まや住民自治協議会、 地域企業、 N PO

団体等と 連携を 更に深め、 共にまち づく り を 進める 取組を 強化し ます。 一人ひと り の

意見を 尊重し 、 協働の力で松阪市の発展を めざすこ と で、 よ り 活力ある 地域社会を 築

いていきます。

　 そし て、 本計画が市民の皆さ まの道し るべと なり 、「 こ こ に住んで良かっ た…みんな

大好き 松阪市」と 感じ ら れるよう なまちづく り を進めていき ます。 一人ひと り のご協力

と 積極的な関わり が、 こ のめざすべき 将来像を 実現する鍵と なり ます。 地域の未来を

と も に築く ため、 引き 続き ご理解と ご協力を 賜り ますよう 、 どう ぞよろ し く お願い申

し 上げます。

　 最後になり ますが、 こ の計画策定に際し 、 市民の皆さ まから のご意見に真摯に耳を

傾けさ せていただき まし た。 市民3 0 0 0 人を 対象と し た市民意識調査、 直接ご意見を

う かがっ た「 松阪市の未来を 語る会」、 そし て「 松阪市総合計画審議会」等、 多く の方か

ら ご意見をいただき まし たこ と に、 あら ためて深く 感謝申し 上げます。

令和７ 年２ 月　

松阪市長　 　 竹上　 真人　

は じ め に

■ 総合計画に込めた思い…
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第１ 章　 序　 　 論

総合計画と は１
　 こ の総合計画は、 私たち が将来像と し て思い描く 松阪市を めざ し 、 その実現に向けてどのよ う に

取り 組んでいく かを まと めた基本と なる 計画であり 、 市の最上位計画です。 またこ の計画は、 過去

から 学び得た経験を 踏まえ、 急激な社会情勢の変化への対応や次世代へと つなぐ 持続可能な社会の

実現に向けた、 松阪市の進むべき 方向性を 示し た道し る べと なり ます。

　「 市民意識調査（ 3 ,0 0 0 人アン ケート ）」、「 松阪市の未来を 語る 会」、「 総合計画中間案に対する パ

ブ リ ッ ク コ メ ン ト 」では、 松阪市に対する 想いや多様化する 市民ニーズを お聞き し て、 こ れから の

市の方向性について市民と の共有を はかり まし た。 また「 松阪市総合計画審議会」においては、 各分

野の有識者に、専門的な知見から 検証いただいており ます。こ う し てたく さ んの人の思いを 結集し て、

こ の総合計画は創り 上げています。

　 松阪市は、 令和７ 年１ 月１ 日に市制2 0 周年を 迎えます。 先人たち が作り 上げた松阪市を 後世へ

と 継承し ていく ためにも 、 こ れまで以上に市民と 行政と が一体と なり 、 新し い総合計画の実現に向

けて取り 組んでまいり ます。

総合計画の構成２
　 総合計画は大き く 分ける と「 基本構想」「 基本計画」「 実施計画」の３ つに分かれています。 また、 こ

の総合計画には、 デジタ ル技術の活用によ り 人口減少対策等を 図る「 デジタ ル田園都市国家構想総

合戦略」に基づく 地方版総合戦略（ 以下、「 地方創生総合戦略」）を 組み込み、 一体的に取り 組んでい

く 構成と なっ ています。

基本構想（ 第２ 章）

　 総合計画の基本理念と 松阪市がめざ す将来像、

それを 実現する ための７ つの政策を 体系化し て示

し ています。

地方創生総合戦略（ 第４ 章）

　 将来の人口推計を 加味し 、 人口減少に歯止めを かける ための取組を 示し ています。

実施計画（ 別冊）

　 基本計画の施策にかかる具体的な事業を 、 別冊と し てまと めています。 計画期間は４ 年間ですが、

財政状況や社会情勢などを 見ながら 毎年度改定を 行います。

基本計画（ 第３ 章）

　 基本構想で示し た７ つの政策を 実現する ための

3 3 の施策について、 1 0 年後のめざす姿や現状の

分析と 課題、 主な取組、 数値目標、 市民の立場から こ の施策についてでき る こ と を 具体的に示し て

います。 期間は市長の任期に合わせた４ 年間と なっ ています。

基本構想

基本計画

実施計画

人口ビジョ ン

地方創生
総合戦略

― 2 ―



第１ 章    序　   論

基本構想の期間３
　 こ の総合計画の基本構想の期間は、 2 0 2 4（ R6 ）年度から 2 0 3 3（ R1 5 ）年度までの1 0 年間ですが、

基本計画を 策定する たびに見直し を 行います。

総合計画の進捗管理５
　 総合計画には、 誰も がその政策・ 施策の進捗がわかる よ う に、 それぞれの施策に対し ていく つか

の数値目標を 定めています。

　 施策及び各事業の進捗管理については、 こ の数値目標を 用いて行います。 予算化さ れた事業を 実

施（ Plan･D o ）し 、 各部局長の実行宣言や施策評価システムを 用いた内部評価や、 市民意識調査・ 有

識者によ る外部評価（ Check）を 行い、 その結果を 検証する こ と で事業計画の方向性や内容の見直し

（ Actio n）を 行いま す。 こ のよ う に PD CA サイ ク ルを 繰り 返すこ と で、 現状を 正確に把握し 、 行政

運営の軌道修正を 行いながら 、 総合計画に掲げる 将来像によ り 合理的に、 スピ ード 感を 持っ て実現

し ていく こ と を めざし ています。

総合計画と 地方創生総合戦略と の関係４
　 総合計画は、市の最上位計画であり 、今後1 0 年間の方向性を 基本構想と し て掲げる も のです。一方、

地方創生総合戦略は、 2 0 1 4（ H2 6 ）年1 1 月に制定さ れた「 ま ち・ ひと ・ し ご と 創生法」に基づき 、

東京圏への一極集中の是正と 人口減少対策と し て、「 まち」「 ひと 」「 し ごと 」に着目し 、 策定さ れた計

画です。 松阪市においては、 2 0 1 6（ H2 8 ）年３ 月に、「 松阪市ま ち・ ひと ・ し ごと 創生総合戦略（ 松

阪イ ズム）」を 策定、 2 0 2 0（ R2 ）年に改訂を 行っ ており 、 今回は国の計画が「 デジタ ル田園都市国家

構想総合戦略」と なっ て初めての改訂と なり ます。 こ の総合戦略においては、 人口の現状と 将来展

望を 示す「 人口ビ ジョ ン」を 前提に、 本市が抱える 課題への対応と 持続可能なまち づく り を 実現する

ための目標や、 めざす方向、 具体的な施策を 示し ており 、 今回も 総合計画と 一体的に策定を 行っ て

います。

　 下記の表では、 総合計画の基本構想、 基本計画、 実施計画、 また地方創生総合戦略及び人口ビジョ ン

の期間についてまと めてあり ます。

令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和１０年 令和１１年 令和１２年 令和１３年 令和１４年 令和１５年

２０２４年 ２０２５年 ２０２６年 ２０２７年 ２０２８年 ２０２９年 ２０３０年 ２０３１年 ２０３２年 ２０３３年

基本構想

基本計画

実施計画

総合戦略

（ 人口ビジョ ン）

1 0 年間

2 0 7 0 年まで

4 年間

1 年間

2 年間

3 年間

4 年間

4 年間

1 0 年間

2 0 7 0 年まで

4 年間

1 年間

2 年間

3 年間

4 年間

4 年間
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第１ 章　 序　 　 論

松阪市の現況と 現状６

　 松阪市は、 三重県のほぼ中央に位置し ており 、 総面積6 2 3 .5 8 ㎢で東西約5 0 k m 、 南北約3 7 km

と 東西に長く 延び、 県内で２ 番目に大き く 約1 0 .8 ％を 占めています。

　 北には雲出川を 隔てて津市、 南は明和町・ 多気町・ 大台町、 東は伊勢湾と 沿岸の伊勢平野、 西は

台高山脈と 高見山地を 境に奈良県と 接し ており 、 一級河川である 雲出川と櫛田川が北部と 南部に流

れています。

　 気候はおおむね東海型の気候区に属し 、 西部は寒暖の差がやや大き く 内陸的な特性を 持っ ていま

す。 降水量は平野部で1 ,5 0 0 m m 、 山間部では2 ,0 0 0 ～2 ,5 0 0 m m と かなり 多く 、 年間の平均気温

は1 5 ～1 7 ℃と おおむね温暖でおだやかな気候と なっ ています。

　 こ う し た広大な市域と バリ エーショ ン 豊かな地勢のため、 山海の幸に恵まれる と と も に、 地形や

生産面で条件の不利な地域においては、 集落機能や生産機能の低下が著し く 、 過疎地域の持続的発

展の支援に関する 特別措置法や山村振興法などの条件不利地域の指定を 受けており 、 平野部を 中心

と し て都市機能を 形成し ています。

■地理と 気候

■松阪市位置図
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　 松阪市内には、 国内最古級の土偶が出土し た県指定史跡の粥見井尻遺跡や西日本最大級の祭祀場

と し て利用さ れたと 考えら れる 国指定史跡の天白遺跡があり ます。 こ のこ と はこ の地域一帯が縄文

時代から 繁栄し ていたこ と を 示し ており 、 古来、 市域が豊かな土地であっ たこ と を う かがい知る こ

と ができ ます。

　 ま た、 伊勢平野最大の前方後円墳である 宝塚１ 号墳から 出土し た船形埴輪等 2 7 8 点が、 2 0 2 4

（ R6 ）年に自治体所有の埴輪と し ては全国初と なる 国宝に指定さ れま し た。 他に例のない船上に威

儀具を 立て並べた船形埴輪や、 当時の最新技術を 取り 入れた古墳づく り などから 、 市域には５ 世紀

当時に伊勢平野の広い範囲に影響を 及ぼし ていた「 王」が存在し ていたと 推測さ れます。

　 奈良・ 平安時代には、 都と 伊勢を 結ぶ道が整備さ れ、 鎌倉時代以降も 伊勢街道や伊勢本街道は、

伊勢と 各要所を 結ぶ街道と し て重要な役割を 果たし、 多く の人々の往来によ り こ の地域の発展に大

き く 影響を 与えまし た。

　 1 5 8 8（ 天正1 6 ）年、蒲生氏郷は当時の四五百森（ よ いほのも り ）を 拓いて城を 築き 、こ の地を「 松坂」

と 名付けまし た。 海沿いを 通っ ていた伊勢街道を 新し い城下へ通し 、 商人や職人を 街道の周辺に集

めるなど城下町づく り に力を 注ぎ、 およそ 4 4 0 年経た現在も 残るまち なみの原型を つく り まし た。

　 江戸時代には、 紀州や大和地方と 松阪を 結ぶ和歌山街道と 、 伊勢神宮への参拝道と し て整備さ れ

た伊勢街道が合流する 交通の要衝と し て多く の人がこ の地域を 往来し 、 宿場町と し ても 栄えまし た。

当時の伊勢街道沿いにある 市場庄地区にのこ る 家並みや、 和歌山街道の宿場町と し て栄えた波瀬本

陣跡周辺などは、 当時の賑わいを し のばせています。

　 こ う し た主要な街道の交わる 松阪の地は、 江戸や京都から の多く の人や情報が集まり 、 自由闊達

な商人気質と 、 江戸期の比較的安定し た時代背景と があいまっ て商人のまち と し て繁栄し まし た。

豪商と 呼ばれた三井高利の合理的な思考と 類まれな商才、 本居宣長の国学に対する 真摯な姿勢、 北

海道の名づけ親である松浦武四郎の飽く なき 探求心などは、そう し た松阪のまちで育まれたも のです。

　 今日、 そのよ う な街道は現代の道と し て 形を 変えつつも 、 依然と し て主要道路の結節点と し て

1 6 万人ほどが生活する地域を 形成し てき まし た。 2 0 0 5（ H1 7 ）年に１ 市４ 町による 合併によ り 現在

の松阪市と なり 、 南三重の中心都市と し ての役割を 担っ ています。

■歴史と 文化
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　 松阪市の総人口は、2 0 0 5（ H1 7 ）年に1 6 8 ,9 7 3 人でピ ーク を 迎えて以降、減少傾向に転じ ています。

2 0 2 0（ R2 ）年1 0 月１ 日時点の人口は1 5 9 ,1 4 5 人で、 ピーク 時と 比較する と 、 9 ,8 2 8 人（ 5 .8 1 ％）減

少し ており 、 今後、 更に加速する こ と が予測さ れています。

　 国立社会保障・ 人口問題研究所（ 以下、 社人研と いう ）の推計によ る と 2 0 5 0（ R3 2 ）年には2 0 2 0

（ R2 ）年の総人口の約3 /4（ 7 4 .0 ％）になると 予想さ れています。

■人口動態

■総人口の推移と 将来人口推計
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　 年齢３ 区分人口と 構成比の推移を 見る と 、 2 0 2 0（ R2 ）年1 0 月１ 日時点の年少人口は 1 9 ,7 0 7 人

で全体の1 2 .4 ％、生産年齢人口は9 1 ,3 6 4 人で全体の5 7 .4 ％であり 、共に、減少傾向にあり ます。一方、

老年人口は4 8 ,0 7 4 人で全体の3 0 .2 ％であり 、 1 9 9 5（ H7 ）年に年少人口の割合と 逆転し てから は、

増加の一途を たど っ ています。 今後も こ の傾向が続く こ と が予測さ れ、 2 0 5 0（ R3 2 ）年の年齢３ 区

分人口構成比は、年少人口1 0 .1 ％、生産年齢人口4 8 .8 ％、老年人口4 1 .2 ％と なる推計が出ています。

■年齢３ 区分人口と 構成比の推移
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　 出生と 死亡によ る 自然増減は2 0 0 3（ H1 5 ）年ま で は出生数が死亡数を 上回る 自然増で し た が、

2 0 0 4（ H1 6 ）年以降は死亡数が出生数を 上回る 自然減の傾向が強まっ ています。 一人の女性が生涯

に産むこ ども の数の平均値である合計特殊出生率は2 0 2 2（ R4 ）年で 1 .3 1 人と 、 2 0 0 5（ H1 7 ）年と 同

じ 最低水準と なっ ています。 こ の数値は全国平均の1 .2 6 人を 上回っ ている も のの、 三重県平均の

1 .4 0 人を 下回り 、 人口増減の境目と なる 人口置換水準の 2 .0 7 人には届いておら ず、 こ の状況が長

年続いています。

■自然増減（ 出生数・ 死亡数）の推移
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　 転入・ 転出に よ る 社会増減に つい て、 過去に お い て は転入が転出を 上回る 社会増で し た が、

2 0 0 8（ H2 0 ）年頃から 逆転し 、 おおむね社会減と し て推移し ています。 2 0 2 2（ R4 ）年には3 9 7 人の

社会減が発生し ており ます。 松阪市においては特に愛知県に対し て転出者数が転入者数よ り も 多い

転出超過が著し く 、 進学や就職にと も なう 転出が多く 発生し ている と 考えら れます。

■社会増減（ 転入・ 転出）の推移
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　 松阪市の人口は1 9 7 0（ S4 5 ）年以降増加し ていまし たが、その一方で合計特殊出生率は下降を 続け、

2 0 0 4（ H1 6 ）年以降、死亡数が出生数を 上回る 自然減の年が多く なり まし た。また1 9 9 0（ H2 ）年以降、

松阪市への転入超過が続いて いま し たが、 2 0 0 4（ H1 6 ）年を ピ ーク に転入超過数は縮小、 さ ら に

2 0 0 8（ H2 0 ）年以降は、 ほと んど の年が転出超過と なっ ています。 こ のよ う に自然減と 社会減が続

いた結果、 2 0 0 5（ H1 7 ）年の1 6 8 ,9 7 3 人を ピ ーク と し て松阪市の人口は減少に転じ まし た。 こ の傾

向は今後も 続く と 予測さ れます。

　 合計特殊出生率につい て は2 0 0 5（ H1 7 ）年の1 .3 1 人から 少し 上昇し 、 2 0 1 2（ H2 4 ）年、 2 0 1 5

（ H2 7 ）年に 1 .5 5 人と も っ と も 高く な り ま し た が、 近年は下降傾向にあり 、 2 0 2 2（ R4 ）年は再び

1 .3 1 人と 最低水準と なる など 、 人口置換水準に届かない状況は継続し ており 、 相対的に高齢化率

が上昇し ています。

■人口動態のまと め

2 005 年1 月に新市誕生

（ １ 市４ 町合併）
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■産　 　 業

　 松阪市の就業者は 2 0 2 0（ R2 ）年時点で 7 7 ,4 3 0 人と なっ ています。 産業別就業者の構成比につい

て 2 0 1 5（ H2 7 ）年と 2 0 2 0（ R2 ）年で比較する と 、 第１ 次産業は4 .1 ％から 3 .5 ％に、 第２ 次産業は

3 0 .2 ％から 2 9 .8 ％に 減少する 一方、 第３ 次産業は6 5 .7 ％から 6 6 .7 ％に 増加し て お り 、 2 0 2 0

（ R2 ）年時点では三重県平均より 1 .8 ポイ ン ト 高く なっ ています。

　 総生産額は約 5 ,7 8 1 億円で、 近年、 増加傾向にあり ます。 産業別生産額の構成比で比べると 近年

ほぼ変わら ず、 三重県平均と 比べる と 、 第２ 次産業は1 5 .3 ポイ ン ト 低く 、 第３ 次産業は1 5 .2 ポイ

ン ト 高く なっ ています。

■産業別就業者と 生産額

資料： 令和2 年度三重県の市町民経済計算より 作成
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　 市町内総生産額は、 平成2 8 年以降、 県内で第４ 位を 維持し ており 、 三重県の総生産額の７ ％程

度を 占めていますが、 対前年度増加率は0 .9 ％減と なっ ています。

　 １ 人当たり の市町民所得は県内で第1 3 位であり 、 僅かに上昇し たも のの、 三重県平均よ り 低い

額で推移し ています。

■市町内総生産額と １ 人当たり 市町民所得

市町内総生産額上位1 0 市町（ 過去5 年間）

2 0 1 5（ H2 7 ） 2 0 1 6（ H2 8 ） 2 0 1 7（ H2 9 ） 2 0 1 8（ H3 0 ） 2 0 1 9（ R1 ）

1 四日市市 1 ,9 03 ,32 2 1 四日市市 1 ,9 18 ,4 18 1 四日市市 2 ,1 8 2 ,2 75 1 四日市市 2 ,1 8 2 ,9 80 1 四日市市 1 ,8 5 6 ,8 47

2 津　 市 1 ,2 34 ,72 9 2 津　 市 1 ,2 44 ,8 65 2 津　 市 1 ,3 0 6 ,2 09 2 津　 市 1 ,3 3 5 ,4 10 2 津　 市 1 ,3 1 1 ,9 23

3 鈴鹿市 8 83 ,22 3 3 鈴鹿市 9 24 ,30 7 3 鈴鹿市 7 98 ,75 5 3 鈴鹿市 8 19 ,4 91 3 鈴鹿市 8 2 5 ,2 87

4 桑名市 5 43 ,48 1 4 松阪市 5 39 ,57 0 4 松阪市 5 78 ,42 3 4 松阪市 5 93 ,7 54 4 松阪市 5 8 3 ,3 78

5 松阪市 5 38 ,62 0 5 桑名市 5 19 ,96 3 5 桑名市 5 52 ,34 9 5 伊賀市 5 29 ,3 66 5 伊賀市 5 1 3 ,2 09

6 伊賀市 4 78 ,44 8 6 伊賀市 4 94 ,66 5 6 伊賀市 5 20 ,67 7 6 桑名市 5 18 ,8 48 6 桑名市 5 0 2 ,8 37

7 伊勢市 4 58 ,97 8 7 伊勢市 4 39 ,02 5 7 伊勢市 4 54 ,53 4 7 いなべ市 4 96 ,5 65 7 いなべ市 4 6 1 ,9 39

8 いなべ市 3 95 ,77 1 8 いなべ市 4 17 ,83 0 8 いなべ市 4 52 ,10 7 8 伊勢市 4 53 ,5 69 8 伊勢市 4 5 2 ,5 98

9 名張市 2 51 ,92 5 9 亀山市 3 00 ,42 4 9 亀山市 2 94 ,82 8 9 亀山市 2 75 ,8 58 9 亀山市 2 7 4 ,5 67

1 0 亀山市 2 31 ,82 9 1 0 名張市 2 54 ,33 0 1 0 名張市 2 67 ,65 4 1 0 名張市 2 67 ,3 82 1 0 名張市 2 4 9 ,3 44

資料： 令和2 年度三重県の市町民経済計算より 作成
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1 人当たり 市町民所得上位1 0 市町（ 過去5 年間）

資料： 令和2 年度三重県の市町民経済計算より 作成

※「 １ 人当たり 市町民所得」＝（ 雇用者報酬＋財産所得＋企業所得）÷対象地の人口

　 で算出さ れるも のであり 、 個人の所得水準や賃金水準を表すも のではない。

2 0 1 5（ H2 7 ） 2 0 1 6（ H2 8 ） 2 0 1 7（ H2 9 ） 2 0 1 8（ H3 0 ） 2 0 1 9（ R1 ）

1 川越町 3 ,7 2 9 1 川越町 3 ,7 7 4 1 川越町 3 ,9 0 7 1 いなべ市 4 ,0 0 7 1 川越町 3 ,5 1 0

2 四日市市 3 ,3 4 9 2 いなべ市 3 ,6 4 9 2 いなべ市 3 ,8 3 3 2 川越町 3 ,8 3 4 2 四日市市 3 ,3 6 8

3 いなべ市 3 ,3 0 5 3 四日市市 3 ,4 0 8 3 四日市市 3 ,7 1 5 3 四日市市 3 ,7 5 5 3 桑名市 3 ,2 0 6

4 桑名市 3 ,1 6 9 4 朝日町 3 ,2 4 4 4 朝日町 3 ,4 4 4 4 朝日町 3 ,4 7 3 4 津　 市 3 ,1 7 2

5 津　 市 3 ,1 0 7 5 桑名市 3 ,2 0 4 5 桑名市 3 ,3 5 8 5 桑名市 3 ,3 4 1 5 いなべ市 3 ,1 7 2

6 朝日町 3 ,0 7 3 6 津　 市 3 ,1 7 4 6 津　 市 3 ,3 1 8 6 津　 市 3 ,3 1 6 6 朝日町 3 ,1 6 3

7 菰野町 2 ,9 8 9 7 亀山市 3 ,1 2 3 7 亀山市 3 ,2 6 9 7 伊賀市 3 ,2 9 3 7 菰野町 3 ,0 3 4

8 木曽岬町 2 ,9 7 5 8 菰野町 3 ,1 1 0 8 伊賀市 3 ,2 5 4 8 菰野町 3 ,2 5 5 8 鈴鹿市 3 ,0 2 7

9 鈴鹿市 2 ,9 6 5 9 鈴鹿市 3 ,1 0 2 9 菰野町 3 ,2 2 2 9 亀山市 3 ,2 3 1 9 伊賀市 2 ,9 4 2

1 0 伊賀市 2 ,9 4 8 1 0 伊賀市 3 ,0 9 6 1 0 鈴鹿市 3 ,1 8 1 1 0 鈴鹿市 3 ,2 1 4 1 0 亀山市 2 ,9 0 7

1 5 松阪市 2 ,6 8 6 1 6 松阪市 2 ,7 3 4 1 5 松阪市 2 ,9 5 1 1 5 松阪市 2 ,9 5 1 1 3 松阪市 2 ,8 2 6
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財政見通し７
　 歳入面では人口減少に伴う 生産年齢人口の減少等によ り 税収減が予想さ れ、 今後、 税収等から の

歳入の増加は難し い状況にあり ます。

　 国から の普通交付税は、2 0 0 5（ H1 7 ）年の合併以来行われてき た優遇措置が2 0 1 9（ R1 ）年に終了し 、

大き な財源と し て 活用し て き た合併特例事業債も 、 2 0 2 4（ R6 ）年に発行期限を 迎えま し た。 ま た

2 0 2 0（ R2 ）年に発生し た新型コ ロ ナウイ ルス感染症の影響によ り 、 地方創生臨時交付金や財政調整

基金を 活用し 様々な施策を 実施し まし た。 こ のよ う な急激な社会情勢の変化に備え、 安定し た財源

の確保が求めら れます。

　 歳出面においては、 高齢化によ る 扶助費等の義務的経費の増加や学校施設・ 福祉施設などハード

面の老朽化への対応、 物価上昇によ る 経常経費の増大など、 今後、 財政負担は更に厳し く なる こ と

が予想さ れます。

　 こ のよ う な状況を 見据え、「 松阪市行財政改革推進方針2 0 2 1 」に掲げる「 前例にと ら われない事

務･事業の見直し 」「 デジタ ル化、 公民連携の実現」「 イ ノ ベーショ ン を 創出する 組織風土改革」の３ つ

の重点項目に基づき、 急激な社会情勢の変化にも 的確に反映し ながら 行財政改革を 進めていく 必要

があり ます。

（ 単位： 百万円）
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市民意識調査結果８
　 総合計画の策定にあたり 、 まちづく り に対する意見やニーズを調査し 、 把握するために市民3 ,0 0 0

人を対象と し たアンケート を実施し まし た。

　（ 調 査 対 象）　 松阪市に在住する 1 5 歳以上の方、 3 ,0 0 0 人

　（ 調 査 期 間）　 2 0 2 3（ R5 ）年1 1 月７ 日～ 2 0 2 3（ R5 ）年1 1 月2 4 日

　（ 有効回収数）　 1 ,3 2 7 人（ 回収率4 4 .2 ％）

　「 幸せだと 感じ る（ と ても 幸せ＋どち ら かと いう と 幸せ）」人の割合が 7 9 .9 ％、「 幸せでないと 感じ

る（ 幸せでない＋ど ち ら かと いう と 幸せでない）」人の割合が 8 .9 ％でし た。 前回調査（ 2 0 1 9（ H3 1 ・

R1 ）年度）では、「 幸せだと 感じ る 」人の割合が 7 7 .4 ％、「 幸せでないと 感じ る 」人の割合が9 .3 ％で、

わずかですが「 幸せだと 感じ る 」人の割合が増加し ています。

■市民の幸せ実感度
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　「 住みやすい（ 住みやすい＋ど ち ら かと いう と 住みやすい）」の割合が8 0 .8 ％、「 住みにく い（ 住み

にく い＋ど ち ら かと いう と 住みにく い）」の割合が5 .7 ％でし た。 前回調査（ 2 0 1 9（ H3 1 ・ R1 ）年度）

では、「 住みやすい」の割合が7 6 .7 ％、「 住みにく い」の割合が6 .9 ％で、「 住みやすい」の割合が増加

し ています。

■松阪市の住みやすさ

　「 満足（ 満足＋やや満足）」の割合が1 8 .2 ％、「 ふつう 」の割合が5 3 .4 ％、「 不満（ 不満＋やや不満）」

の割合が1 5 .8 ％でし た。 前回調査（ 2 0 1 9（ H3 1 ･R1 ）年度）では、「 満足（ 満足＋やや満足）」の割合が

1 6 .9 ％、「 ふつう 」の割合が6 0 .5 ％、「 不満（ 不満＋やや不満）」の割合が1 7 .4 ％で、わずかですが「 満足」

の割合が増加し ています。

■松阪市政の満足度

― 16 ―



第１ 章    序　   論

　 3 9 項目の施策について、「 満足度」と「 重要度」の観点から ど のよ う に感じ て いる かを お聞き し 、

市民が優先し て求めている「 最重要項目」を 分析し まし た。「 最重要項目」と は、満足度が平均よ り 低く 、

「 重要度」が平均より 高い施策です。

　 以下のＡ ◎に属する も のが、「 最重要項目」になり ます。

■施策の最重要項目

分 類

Ａ   満足度が低く 、 重要度が高い ⇒ 最重点項目（ 優先すべき 施策）

Ｂ   満足度が高く 、 重要度が高い ⇒ こ れまで通り 継続し て実施すべき施策

Ｃ   満足度が低く 、 重要度が低い ⇒ 施策内容等を見直し 、 検討を要する施策

Ｄ   満足度が高く 、 重要度が低い ⇒ こ れまで通り 継続し 、 将来に向けての検討が考えら れる施策

《 施策項目に対する考え方》
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まちづく り の今後の課題９
　 今後の持続可能なまちづく り に向けての課題には、 先に述べた市民意識調査から 導き 出さ れる 課

題、 市の1 0 年、 2 0 年先を 見据えた視点から の課題があり ます。

■市民意識調査から 導き 出さ れる課題

●安全・ 安心な生活

　 安全・ 安心に関する 施策が最重要項目と し て挙げら れています。 近年、 頻繁に発生する 大規模地

震の影響も あり 、 市民の防災に対する 意識は高まっ ていま す。 いつ起こ る か分から ないから こ そ、

被害を 最小限に抑える ための防災体制や基盤整備が求めら れます。

　 また道路の整備は、 交通事故のリ スク を 大幅に減ら すこ と にも つながり 、 地域における 交通事情

や課題に応じ て適切な対策を 講じ る 必要があり ます。

道路の整備交通安全対策 防災対策 浸水対策

●社会的弱者のサポート

　 高齢者や障がい者など社会的弱者に関する 施策が最重要項目と し て挙げら れています。 公共交通

の充実やバリ アフ リ ー社会の推進は、 誰も が快適で自立し た生活を 送るための基盤になり ます。 ま

た高齢者福祉・ 障がい者福祉の推進にあたっ ては、 社会参加の促進に向けての取組が求めら れます。

公共交通の充実 障がい者福祉の推進バリ アフ リ ー社会の推進 高齢者福祉の推進

●働く 場の確保

　 働く 場の確保に関する施策が最重要項目と し て挙げら れています。 市民が生活を 送る上で安定し

た収入の確保が必要であり 、 地域の魅力や資源を 生かし た産業振興や企業誘致など、 地域の特性や

ニーズに応じ て、 効果的で持続可能な雇用創出が求めら れます。

雇用・ 勤労者対策
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■市が現在抱えている課題

　 近年、 死亡数が出生数を 上回る 自然減と 、 転出者数が転入者数を 上回る 社会減によ る 人口減少が

問題と なっ ていま す。 特に 2 0 4 0（ R2 2 ）年には、 6 5 歳以上の割合が全人口の3 4 .8 ％を 占める こ と

が予測さ れ、高齢化率は全国のほぼ全ての地域において上昇を 続けています。松阪市も 例外ではなく 、

2 0 2 0（ R2 ）年時点で の割合は3 0 .3 ％であり 、「 超高齢社会」と 呼ばれる 2 1 ％には、 2 0 0 5（ H1 7 ）年

の時点で既に突入し ています。

　 高齢化率の上昇は、 医療・ 介護需要の増加につながり 、 こ れに対応する 施設やサービ スの拡充が

必要と なり ます。 一方で、 生産年齢人口が減少傾向にある こ と から、 労働力不足や社会保障制度の

負担が、 近い将来、 増大する こ と が予想さ れます。 また人口減少によ る 税収入の減少は、 市の財政

にも 影響を 与えます。

　 こ れら の問題は、松阪市だけでなく 日本全体が抱える 問題であり ますが、課題の解決にあたっ ては、

こ れから 1 0 年、 2 0 年先を 見据えた長期的な視点が必要であり 、 デジタ ル技術も 活用し ながら 、 持

続可能な社会の実現に向けた横断的な取組が必要と なり ます。

人口減少と 超高齢化
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10 年後の将来像１

　 こ の「 1 0 年後の将来像」は、 2 0 1 6（ H2 8 ）年に市民と 行政がめざすべき 道し る べと し て公募を 行い、

その中から 選考さ せていただいたも のです。 市民が「 こ こ に住んで良かっ た」と 感じ る こ と はも ち ろ

んのこ と 、 松阪で働いている 人も 、 松阪にルーツ がある 人も 、 松阪に観光で訪れた人も 、 様々な形

でご縁のある 全ての方々が「 大好き 松阪市」と 感じ ら れる まち にし ていき たいと いう 大き な想いが込

めら れた将来像と なっ ています。

　 松阪市を 形成する こ の地域には、 悠久の歴史があり ます。 古代から 水が豊富で肥沃な土地に人が

住み、 宝塚古墳や出土し た船形埴輪から も 想像さ れる よ う に力を 持っ た人物がこ の地に現れたと 考

えら れます。 中世から 近世においては、 各地を つなぐ 街道の結節点と し て人と 物が集まり 、 蒲生氏

郷の開明的なまち づく り を 基盤と し て商業と 文化の花ひら く まち と なり まし た。 こ う し た歴史のな

かに人々の営みの積み重ねがあり 、 今日の松阪市がかたち づく ら れています。

　 まち づく り と いう のは、 こ う し た過去から の人々の思いや叡智の積み重ねを 基盤にし ながら、 今

こ こ に住む人々が、 時代に即し た新たな考えを 採り 入れながら、 ど う すればよ り 良い地域になる の

かを 考え、 実現し ていく こ と にほかなり ません。 こ の基本構想においては、「 こ こ に住んで良かっ た

…みんな大好き 松阪市」と いう 将来像を 実現する ためにはど う し ていく べき か、 それを 更に具体的

に実現するための７ つの政策と 、 将来を 見据えた横断的な取組を まと めまし た。

「 こ こ に住んで良かっ た…みんな大好き松阪市」

７ つの政策２

　 こ ど も たち の人数が減っ てき ています。 そのよ う ななか、 将来の希望である こ ど も たち を 親世代

が安心し て産み育てる こ と 、 こ ども たち が健康で元気に育ち、 全てのこ ども が学ぶこ と ができ る ま

ち である こ と が必要です。

　 こ れまで、 妊娠中から 出産・ 子育て期まで切れ目のない支援を 構築し てき た「 松阪版ネウボラ 」を

更に進展さ せる ため「 こ ども 家庭セン タ ー」を 設置し 、 妊産婦やこ ど も 、 子育て家庭に対する 支援を

一体的に行う こ と で、こ ども を 安心し て産み育てるこ と ができ るための支援を 更に充実し ていき ます。

　 また、 次世代を 担う こ ども たち の学力向上を 保障し 、 長期休業期間における 児童の居場所づく り

にも 力を 入れる こ と で、 家庭以外の場所でも 豊かな人間性を 培い、 健康や体力の増進を 図る こ と で

バラ ン スのと れた成長を 遂げら れる こ と を めざし て、 様々な取組を 展開し“ 子育てする なら 松阪市”、

こ ども たちに“ こ こ に住み続けたい”と 思っ ても ら えるよ う なまち づく り を 進めます。

■1.  輝く こ ども たち

　 こ ど も から 高齢者まで障がいの有無に関わら ず、 日ごろ から 心身を 健康に保ち、 いつまでも 元気

で充実し た生活を 送る こ と ができ る 環境づく り が必要です。

　 新型コ ロ ナウイ ルス感染症の５ 類感染症移行に伴い、 あら ためて新興感染症対策を 見直し ます。

また健康づく り の推進や生活習慣病予防、一次・ 二次救急医療体制の維持、地域福祉、生活支援の充実、

障がい者が自立し 活動でき る ための環境整備や支援については、 コ ロ ナ禍で停滞し ていた分野につ

いて特に強化し ていき ます。 また、 超高齢社会が進むなか、 高齢者はも と よ り だれも が生き がいを

持っ て地域で暮ら し 続けるこ と のでき る「 地域共生社会」の実現を めざし 、 医療、 介護、 予防、 住まい、

■2.  いつまでも いき いき と
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　 市民が生涯を 通じ て松阪市に住み続ける ため、 また関係人口創出のためには、 地域のこ と を よ く

知る こ と で誇り や愛着を 育み、 文化活動やスポーツ を 通じ て普段から 人と 人と のつながり を つく っ

ていく こ と が大切です。

　 地域を かたち づく る のはそこ に住む人であり 、 人々の力が発揮さ れるこ と で地域の良さ が十分に

発揮さ れます。 一人ひと り の力や地域の一体感を 大切にし 、 人と 地域の力が発揮でき る まち づく り

が求めら れます。

　 そのために、 住民自治協議会や市民活動団体を はじ めと する 地域で活躍する 様々な主体と の連携

を 深め、 中山間地域の振興や社会教育の推進、 文化芸術の振興、 スポーツ と 連動し たまち づく り を

進めます。また、人権の尊重や性別・ 年齢・ 国籍などにと ら われない多様性のある 社会を めざし 、人々

の心が豊かで充実し た生活を 送るこ と ができ るよ う に努めていき ます。

■4.  人も 地域も 頑張る力

　 松阪市に住み続けたいと 願っ たと き に必要と なっ てく る のは働く 場です。 現状では若い世代の人

口流出が増加し ており 、 その一因と し て挙げら れる のが就職問題です。 働く 場を 確保する こ と は、

生涯を 通じ 市民が松阪市で生活し ていく ための土台を 築く こ と につながり ます。 さ ら に、 雇用･勤

労者福祉を 充実さ せ、 働き 方改革を 促進する こ と でウェ ルビ ーイ ン グの実現を めざし ます。

　 松阪市には、 豊かな自然に育まれた農林水産業にはじ まり 、 人や物の集まる 交通の要衝と し て商

工業の発展、 観光の充実など、 地域の特性に応じ た様々な産業があり ます。

　 新型コ ロ ナウイ ルス禍の影響を 大き く 受けたこ れら の既存産業の継続的な成長はも と よ り 、 今後

の社会経済状況の変化に対応する 事業分野への展開を 視野に入れた新たな産業の創出への支援、 企

業誘致・ 投資促進など に取り 組み、 地域経済の活性化及び地元企業の育成支援や求職と 求人のマッ

チングなどによ り 雇用の確保に努めていき ます。

　 また、 松阪市の誇る べき 松阪牛などの地域特産品については、 ブ ラ ン ド 力強化と 生産振興を 推進

し ます。 さ ら に、 データ の収集・ 分析によ り 旅行者のニーズを 的確に把握し 、 デジタ ルツ ールを 積

極的に活用する と と も に、 国内外の旅行者に向け、 歴史・ 文化・ 食を いかし たプロ モーショ ン を 展

開し ます。

■3.  活力ある産業

　 南海ト ラ フ 巨大地震や近年の異常気象によ る 水害と いっ た自然災害への備えはも と よ り 、 交通事

故や犯罪など市民の日常生活は様々な危機にさ ら さ れています。

　 市民意識調査の結果から も 、 市民が最も 重要と 考える 施策の上位に「 防災対策」「 浸水対策」「 防犯

対策」「 交通安全対策」が挙げら れており 、 安全・ 安心に生活を 送る こ と ができ る よ う 環境を 整える

こ と が重要視さ れています。

　 そのため、 ハード ・ ソ フ ト の両面から 防災・ 交通安全・ 防犯対策を 推進する と と も に、 関係機関

及び団体と の連携を 更に深める こ と によ り 、 市民が安全・ 安心に生活を 送るこ と ができ る まち づく

り を 進めます。

■5.  安全・ 安心な生活

生活支援など が重層的・ 包括的に提供でき る よ う 、 全世代型の「 地域包括ケアシステム」の深化・ 推

進に取り 組みます。
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　 人口減少や少子高齢化、 自然災害や新型コ ロ ナウイ ルスの影響など、 社会情勢が急速に変化し 、

市民ニーズが多様化する 中、 市民への積極的で双方向な情報発信が重要です。 こ れによ り 、 市民の

行政への理解と 関心が深まり 、 市民参加や民間の活力を 引き 出し 、 市民目線の行政運営を 実現し 、

利用し やすい窓口機能を 提供する こ と ができ ます。 さ ら に、 デジタ ル技術やナッ ジの手法等を 活用

し ながら 、 多様化し 複雑化する 課題に対応し 、 サービ スデザイ ン（ 顧客視点でのサービ スの創造を

継続し て提供でき る 仕組みの構築）体制を 確立し つつ、 市民に寄り 添っ た行政を 追求し ていき ます。

　 また、 EBPM（ 証拠に基づく 政策立案）の考えを 取り 入れながら 、 職員一人ひと り の経営感覚と 政

策形成能力の向上を 図り 、 PD CA サイ ク ルによ り 限ら れた資源の「 選択と 集中」を 行い、 計画的で健

全な行財政運営を めざし ます。

■7.  市民に寄り 添う 市役所

　 市民意識調査において、 市民の感じ る 松阪市の良いと こ ろ と し て「 自然環境に恵まれている」が上

位にき ています。 こ の松阪市の良さ を 多く の人で分かち 合う と と も に、 こ の財産を 次世代に引き 継

いでいく こ と が大切です。

　 また快適な生活環境を実現する ために、 日常生活に密接に関わる 上下水道や道路などが整備さ れ

る こ と 、 また、 2 0 3 0 年のSD G s（ 持続可能な開発目標）達成を 見据えながら 、 カ ーボン ニュ ート ラ

ルを 推進し 、 資源循環型社会が実現さ れた快適なまちである こ と が必要です。

　 そのために、 市民が環境にやさ し い生活を 送る と と も に、 都市基盤の重要イ ン フ ラ である 道路や

上下水道、 憩いの場と し ての公園を 整備し 、 また、 新たな視点にたっ た公共交通への取組や、 市民、

関係機関と 連携し ながら 3 Rを 推進し ていく など、 環境にやさ し いまち づく り を 進めます。

■6.  快適な生活

横断的な取組３

　 人口減少が全国的な傾向と なっ ており 、 将来の人口推計においても 人口減少は不可避の未来であ

る と 言えます。 2 0 1 9（ R1 ）年に立ち 上げた松阪市超高齢社会対策検討委員会において、 生産年齢人

口の減少によ る 人材不足、 高齢者の増加によ る 福祉サービ スに要する 経費の増加、 市の税収の減少

など、 市民生活や産業、 市の財政など、 様々なと こ ろ に影響を 与える こ と について検討し 、 前総合

計画においては施策を またぐ 取組と し てき まし た。

　 こ れまでの超高齢社会対策の取組については、「 福祉社会の実現」と し て継続し て取り 組むと と も

に、こ れら の考えを 更に進め、人口が減少する なかでも まちの活性化や地域の活力を 維持する ために、

若者が定住し たいまち づく り を どう し ていく のかと いう 視点に立ち、 若者定住の取組についても 新

たに横断的取組と し て位置づけ、 活力があっ て住みやすい、 若者定住と 福祉社会の実現を めざし た

まちづく り を 進めます。

●若者定住・ 福祉社会の実現

　 こ れまで施策の一つと し て位置づけていた公民連携の推進については、 人口減少社会においては

選択肢と し て必要不可欠なも のと なっ てき ています。 こ れら を 施策の一つと する のではなく 、 各施

策においてそれぞれが検討、 考慮すべき 事項と し て新たに横断的取組と 位置づけて、 連携によ り 適

切な効果が見込まれる 分野については、 積極的な推進を 図っ ていき ます。

●公民連携の推進
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変化する社会情勢への対応４
　 新型コ ロ ナウイ ルス禍は、 急激に社会情勢や人々の価値観を 変化さ せまし た。 その影響は感染症

対策だけでなく 、 こ ども たち の教育環境の整備、 雇用の維持や経済活動の回復に向けた支援など 多

岐に渡り まし た。 今後も こ う し た急激な社会変化には、 こ の経験を 糧と し て柔軟かつスピ ード 感を

も っ て対応でき る体制を 引き 続き めざし ます。

　 新型コ ロ ナウイ ルス感染症は2 0 2 3（ R5 ）年５ 月８ 日から ５ 類感染症と なり 、 様々な物事について

「 こ れは何のために行っ ている のか」と 問い直す機会と なり まし た。 それを 契機と し て、 例えば感染

症対策の中で ICT の活用が進むと いっ た、 本来の目的以外の副次的な効果が表れる など、 常に一つ

ひと つ再定義を し ながら 、 問題意識を 持っ て、 変化する 社会情勢への対応を 行っ ていき ます。

　 D X については、 自治体情報システムの標準化やセキュ リ ティ 対策などの基盤的な面と 、 行政手続

き のオン ラ イ ン 化、 生成AI 活用研究、 テ レ ワーク の推進など 各業務改善の面において引き 続き 推

進し ていき ます。 人口減少社会が進む中で公民連携の推進と 同様に必要不可欠なも のであり 、 サー

ビ スを 受ける 市民にと っ て優し い D X を めざし ます。

●D X（ デジタ ルト ラ ンスフ ォ ーメ ーショ ン）の推進

重点プロジェ ク ト について５
　 松阪市の人口減少は、 2 0 0 5（ H1 7 ）年にすでに始まっ ています。 生産年齢人口が減少し 、 高齢者

の割合が増加し ていく 社会情勢において、 よ り 少ない労力で結果を 出すこ と 、 限ら れた資源を 有効

に活用し ていく こ と 、 また既成概念にと ら われない発想の転換が求めら れています。

　 こ れら を 実現する ために、 民間活力の活用を 検討し たり 、 ICT を 積極的に導入し 人的資源を 有効

に活用する など合理化を 進める 一方、 急激な社会変化に迅速に、 柔軟に対応する 施策も 求めら れて

います。 時代の流れを 機敏に捉え、 対応する こ と は松阪市がこ れから めざすべき 将来像を 実現する

う えで重要と なり ます。

　 重点プロ ジェ ク ト と は、 こ う し た松阪市の一歩先を 見据えた事業に対し 、 限ら れた予算を 優先的

に配分する「 選択と 集中」が具現化し た事業です。 先進自治体の事例研究などを 行いながら 職員自ら

が提案し たり 、「 松阪市なら では」と いっ た独自性を 追求し た事業、 また未来への投資と し て必要な

事業に対し 、 予算を 重点配分し ていき ます。

　 2 0 2 3（ R5 ）年２ 月に策定し た「 松阪市ゼロ カ ーボン ビ ジョ ン」においては、 2 0 5 0（ R3 2 ）年の脱炭

素社会の実現を めざし 、「 ゼロ カ ーボン シティ 宣言」を 表明し ています。 こ れまでも 地域新電力会社

によ る 電力の地産地消、 公共施設への太陽光発電の導入や豊かな森林資源を 生かし た CO 2 吸収量

の拡大、 中小企業の脱炭素対策の支援など に取り 組んでき まし たが、 それら を 更に加速さ せていき

ます。

●脱炭素（ ゼロカ ーボン）の実現
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「 チャ レンジ！10 年後のめざす姿」について６
　 基本計画においては「 チャ レ ンジ！1 0 年後のめざす姿」と し て、施策の旗印と なる 具体的なイ メ ー

ジを 掲げています。 こ れはめざ す姿を わかり やすく 示し たも ので、 市が取り 組む意気込みである と

同時に、 市民と 共有し て一緒にめざ し たい姿を 示し ており ます。 また、 施策が1 0 年後のめざ す姿

に向けてどの程度近づいている のかを 把握し 、 毎年の政策決定や市政運営にいかすために、 各施策

において数値目標を 設け、 進捗管理を 行っ ています。

― 26 ―





第３ 章　 基　 本　 計　 画

政策体系１

■政策施策体系

【
将
来
像
】

　こ
こ
に
住
ん
で
良
か
っ
た…

み
ん
な
大
好
き
松
阪
市

1 . 輝く こ ども たち

① こ ども ・ 子育て支援の推進

② 未就学児への支援

③ 学校教育の充実

2 . いつまでも いき いき と

① 健康づく り の推進

② 地域医療の推進

③ 地域福祉・ 生活支援の充実

④ 高齢者福祉の推進

⑤ 障がい福祉の推進

3 . 活力ある産業

① 農業・ 水産業の振興

② 林業の振興

③ 商工業の振興

④ 企業誘致・ 連携の推進

⑤ 観光・ 交流の振興

⑥ 松阪牛・ 地域ブラ ンド の振興

⑦ 雇用・ 勤労者福祉の充実

4 . 人も 地域も 頑張る力

① 市民活動･社会教育の推進

② 中山間地域の振興

③ 文化の振興

④ スポーツと 連動し たまちづく り の推進

⑤ 人権尊重・ 多様性社会の推進

5 . 安全・ 安心な生活

① 交通安全対策の充実

② 防犯対策と 消費者保護の充実

③ 防災・ 危機管理対策の充実

④ 浸水対策の充実

6 . 快適な生活

① 自然と 生活の環境保全

② 資源循環型社会の推進

③ 地域公共交通の充実

④ 都市空間・ 住環境の整備

⑤ 道路等の整備

⑥ 上下水道の整備

7 . 市民に寄り 添う 市役所
① 行政サービ スの充実

② 情報発信・ プロモーショ ンの充実

③ 健全な財政運営

（ 子育て・ 教育）

（ 福祉・ 健康づく り ）

（ 産業振興）

（ 地域づく り ）

（ 防犯・ 防災）

（ 生活基盤の整備）

（ 行政経営）

【 政策名】 【 施策名】

【
横
断
的
な
取
組
】
公
民
連
携
の
推
進

若
者
定
住
・
福
祉
社
会
の
実
現
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【 基本計画の施策の見方】

7 つの【 政策名】

施　 策　 名

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

該当する施策によ り 、 1 0 年後に松阪市がめざすべき 理想の姿を 示し ています。

■ 現　 　 状

● 施策に関する 2 0 2 4（ R6 ）年度当初の社会状況を 示し ています。

■ 課　 　 題

●「 現状」を 踏まえ、 施策を 進めていく う えでの課題や改善点を 示し ています。

■ 関連計画

● 施策に関する市の策定し た計画を 記載し ています。

■ 主な取組

● 現状や課題を 受けて、 松阪市が行う 取組を 示し ています。

なお、 　 　 　 　 　 　   が付記さ れたは取組は下記のよう な取組と なっ ています。

※　 　 ： 2 0 2 4（ R6 ）年度以降の新たな取組

※　 　 ：「 超高齢社会」の課題解決や「 若者定住」を 促進する取組

※　 　 ： 市と 民間と が協働し て行う 取組

感染症N ew ! !

N ew ! !

若者・ 福祉 公民連携

若者・ 福祉

公民連携

● 数 値 目 標 ●

施策の効果を はかる ために指標を 設定し 、 基本計画の終了年度である 2 0 2 7（ R9 ）年

度にめざすべき 数値目標を 示し ています。

なお、 目標種別については

　  ： 現状と く ら べ4 年後の値を 上げる 目標

　  ： 現状と く ら べ4 年後の値を 下げる 目標　

　  ： 現状を 維持する 維持目標　 　 を 表し ています。

●公民連携の推進
■ 市と 民間と が協働し ている、 またはこ れから 協働を 行う 予定の部分について記載し ています。

●若者定住･福祉社会の実現
■「 超高齢社会」の課題解決や「 若者定住」を 促進する 部分について記載し ています。

横断的取組

再定義の視点
◆ 他の施策に副次的な効果を も たら し ている部分について記載し ています。

市民ができ るこ と
◆ 市のめざす姿を 達成する ために、 市民みんなででき る こ と を 記載し ています。
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輝く こ ども たち

子育て・ 教育
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１ ． 輝く こ ども たち  【 子育て・ 教育】

①こ ども ・ 子育て支援の推進

■ 現　 　 状

●

●

●

●

●

●

物価高騰も 相まっ て、 子育てにかかる 経済的負担感の高まり やこ ど も の貧困問題など の社会

問題が増加し ています。

児童虐待に関する 社会の関心の高まり や家族形態、 家庭環境の変化など から 児童虐待等の相

談数が増加し ています。 また、 関係者が把握し ていないヤン グケアラ ーが潜在し ている 可能

性も あり 、 実態把握を 進めていく 必要があり ます。

子育てを する中で抱える 不安や悩みが多様化し ています。

発達に心配がある こ ど も に関する 相談内容が多様化し ており 、 こ ど も を 見守る 機関の専門性

が増し ています。

放課後や長期休業中における放課後児童ク ラ ブの利用希望者が増えています。

働く 女性が仕事を し ながら 産み育てる のにまだ多く のハード ルがあり ます。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

●

●

妊娠・ 出産・ 子育てにかかる経済的負担の軽減、 多子世帯への経済的支援が必要です。

児童虐待やヤン グケアラ ーなど 、 こ ど も 、 児童、 家庭に関わる 相談に迅速かつ適切に対応す

る 必要があり ます。

こ ども ・ 子育て支援に関する 多種多様化し た相談ニーズに対し て、 各種機関と の連携を 図り 、

迅速かつ適切に対応する 必要があり ます。

安心し て産み育てる ために妊娠から 出産、 子育てまで切れ目のない支援が重要です。

放課後児童ク ラ ブの利用に際し 、 保護者の負担を よ り 軽減する 必要があり ます。

家庭だけでなく 、 地域社会全体でこ ども を 育てる環境づく り が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

オールまつさ かで応援！「 こ ども まんなか」のまち
　 多様な価値観・ 考え方を 尊重し 、 自分ら し い妊娠・ 出産・ 子育ての希望を かなえら れる よ う 、 切

れ目なく こ ど も の成長を 支える と と も に、 オールまつさ かでそれぞれの立場から 子育てを 応援でき

る まち を めざし ます。

■ 主な取組

●

●

●

児童手当の支給要件を 拡充し て子育てにかかる 経済的支援を 強化し ます。

出産・ 子育てに関する 経済的支援（ たまごギフ ト ・ ひよ こ ギフ ト ）を 実施し て相談支援につな

げます。

第３ 子以降の児童生徒に対し 、 給食費の無償化を 行い経済的負担の軽減を 図り ます。

こ ど も 医療費助成・ 一人親家庭等医療費の助成によ り 、 子育て世帯への経済的負担の軽減に

取り 組みます。

母子保健と 児童福祉の一体的な体制で予防的視点を も っ た連携と と も に児童虐待等への専門

的相談対応、 関係機関と の連絡調整を 行い迅速かつ円滑な相談体制を 推進し ます。

こ ども と の関わり 方に悩みを 抱えている 保護者及びその児童に対し 、講義やグループワーク 、

ロ ールプレ イ 等を 通じ て、 親子間における適切な関係性の構築を 図る 講座を 実施し ます。

ふだん保育所等に通っ ていないこ ども を 対象に「 こ ども 誰でも 通園制度」を 実施し ます。

親と こ ども の交流の場と し て、 子育て支援セン タ ーの利用促進に努めます。

支援を 必要と する こ ども の就園就学等の相談支援を 早期から 他機関と 連携し て行います。

N ew ! !

N ew ! !

N ew ! !

N ew ! !

N ew ! !

N ew ! !

若者・ 福祉

若者・ 福祉

若者・ 福祉

若者・ 福祉

若者・ 福祉

若者・ 福祉

若者・ 福祉

若者・ 福祉

若者・ 福祉
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1 .  輝く こ ども たち

■ 関連計画

●

●

●

松阪市子ども ・ 子育て支援事業計画（ R7 年度よ り 松阪市こ ども 計画に包含）

松阪市障がい児福祉計画

松阪市教育ビ ジョ ン

●

●

●

●

N ew ! !

ひと り 親家庭に有益な情報を LIN Eで発信する LIN E公式アカ ウン ト「 松阪市ひと り 親家庭支援」

の運用を 開始し ます。

流産・ 死産の経験がある 方への相談窓口や、 産後ケアなど 受けら れる サービ スの情報提供を

行います。

療育を 必要と する こ ど も の保護者等を 対象と し たペア レ ン ト ・ ト レ ーニ ン グの充実を 図り

ま す。

放課後児童ク ラ ブの運営に指定管理者制度を 導入し ていき ます。

病児・ 病後児保育と 一時預かり 保育を 充実し ます。

仕事と 子育ての両立に積極的に取り 組む事業者を 増やすため、「 く る みん認定」（ 厚生労働省）

を 受けた事業者へ奨励金を 支給し ます。

積極的にこ ど も や子育てにやさ し い取組を し ている 事業所を「 松阪市子育てにやさ し い事業

所」と し て認証、 また授乳・ おむつ替え等の設備を 無償で使用でき る 事業所を「 赤ち ゃ んの駅」

と し て認証し 、 ホームページ等で周知し ます。

N ew ! !

若者・ 福祉

若者・ 福祉

若者・ 福祉

若者・ 福祉 公民連携

若者・ 福祉 公民連携

若者・ 福祉 公民連携

●公民連携の推進
■

■

放課後児童ク ラ ブ の運営について 、 民間事業者を 指定管理者にする こ と で 、 放課後児童

ク ラ ブ運営の合理化が期待でき ます。

事業所と 連携し て、 働き ながら 安心し て子育てでき る まち づく り に取り 組みます。

●若者定住･福祉社会の実現
■

■

安心し て子育てでき る まちになるこ と で、 子育て世代の定住につながり ます。

子育てにやさ し い事業所認定やく る みん認定取得奨励金によ り 、 事業主の取組を 促進す

る こ と で子育てと 仕事の両立が図ら れ、若者世帯の定住につながる こ と が期待でき ます。

横断的取組

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

妊娠届出時面談におけるサポート プラン作成率 ー 1 0 0 .0 %

児童虐待による死亡等重篤事例件数 0 件 0 件

就学時等における発達に関する相談についての個
別保護者アンケート 満足度

9 0 .0 % 9 5 .0 %

こども 誰でも 通園制度の実利用者数 ー 1 0 0 人

指定管理者制度に変更し た放課後児童クラブ数 0クラブ 1 0クラブ

N ew ! !

若者・ 福祉
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市民ができ るこ と
◆

◆

◆

◆

地域ぐ る みでこ ども を 育てまし ょ う 。

児童虐待防止やヤン グケアラ ーの把握のため、 気になる こ と や心配な様子があれば、 こ ど も

家庭セン タ ーや児童相談所等に通告し まし ょ う 。

子育てを する人同士の仲間づく り を し 、 相談でき る 人・ 場所を 見つけまし ょ う 。

こ ども と 一緒に地域イ ベン ト 等へ参加し まし ょ う 。

再定義の視点
◆

◆

こ ど も が生まれる 前から 大人になる まで切れ目ない育ち の環境を 支援する こ と で、 シビ ッ ク

プラ イ ド の醸成が図ら れ、 定住率の向上、 地域を 次世代につなげる 好循環が生まれます。

保護者の子育てに対する 不安解消や仕事と 子育ての両立を 応援する こ と で、 少子化対策や地

域経済の活性化が図ら れます。
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第３ 章　 基　 本　 計　 画

１ ． 輝く こ ども たち  【 子育て・ 教育】

②未就学児への支援

■ 現　 　 状

●

●

●

●

仕事を し ながら 子育てを するこ と にまだ多く のハード ルがあり ます。

多様な働き 方やラ イ フ スタ イ ルにより 様々な保育ニーズへの対応が求めら れています。

保育士の配置基準が見直さ れ今後、 更に保育士が不足するこ と が予想さ れます。

保育園・ こ ど も 園・ 幼稚園施設の老朽化や、 少子化に対応する ために、 施設の整備、 再編・

統廃合が必要と なっ ています。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

仕事と 育児を 両立でき る よ う 保護者の希望に沿っ た入園ができ る体制が必要です。

保護者の負担軽減のための充実し た保育サービ スが求めら れています。

将来にわたり 安定し た保育人材確保のため、 人材育成支援の取組が必要です。

保育園・ こ ども 園・ 幼稚園施設の整備、 再編・ 統廃合を 行う 必要があり ます。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

保育サービス充実でこ ども の笑顔1 0 0 ％のまち
　 大切な乳幼児期に質の高い教育・ 保育を 提供する こ と で、 こ ども の健やかな成長と 子育て中の保

護者を 支援し ます。

■ 主な取組

●

●

保護者が、 育児休業から 復職さ れたタ イ ミ ングで入園ができるよう 入園予約事業を行います。

家庭での保護者負担を 軽減する ため、エプロ ンや手口ふき のサブスク（ 定額でのサービ ス提供）

を 実施し ます。

入園申込みや子育てに関する手続き を オンラ イ ン化し ます。

安定し た保育所運営のため将来を 見据えた保育人材の確保対策を 行います。

保育園・ こ ども 園・ 幼稚園のあり 方を 検討し 施設の再編・ 統廃合等を 進めます。

● 数 値 目 標 ●

■ 関連計画

● 松阪市子ども ・ 子育て支援事業計画（ R7 年度よ り 松阪市こ ども 計画に包含）

N ew ! !

N ew ! !

N ew ! !

若者・ 福祉

若者・ 福祉

若者・ 福祉

若者・ 福祉 公民連携

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

保育園待機児童数（ 4 ／1 国基準） 0 人 0 人

育児休業明け入園予約申込みに対する利用児童
数の割合

ー 1 0 0 %

入園申込みのオンライン申請率 7 % 8 0 %

エプ ロン・ 手口ふき のサブ スク に関する保護者満
足度

ー 9 0 %

― 36 ―



第３ 章    基 本 計 画
1 .  輝く こ ども たち

再定義の視点
◆

◆

未就学児への支援を 充実さ せる こ と で仕事と 家庭の両立が図ら れ、 市民のワーク ラ イ フ バラ ン ス

の向上、 女性の活躍推進の実現につながり ます。

施設整備を 進めていく こ と で、 健全な行財政運営につながり 、 ゼロ カ ーボン シティ の実現に

寄与し ます。

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

地域ぐ る みでこ ども を 育てまし ょ う 。

保育士の多様な働き 方を 支援し まし ょ う 。

子育てに関する 手続き にオンラ イ ン申請を 利用し まし ょ う 。

●公民連携の推進
■ 保育人材確保のための、 保育施設の見学や就職相談会を 私立保育園と 連携・ 協力し なが

ら 進める こ と で市全体の保育環境の向上が図ら れます。

●若者定住･福祉社会の実現
■

■

■

保護者が、 育児休業から 復職さ れたタ イ ミ ン グで入園が希望どおり 実現する こ と で 、 仕

事と 子育ての両立の一歩が図ら れ、 子育て世代の定住につながり ます。

多様な働き 方やラ イ フ スタ イ ルが広まる 中で 、 いつでも ど こ から でも 子育てに関する 手

続き がオン ラ イ ン で行えたり 、 手ぶら で登園ができ る こ と で 、 子育て世代が便益を 感じ

定住率向上が期待でき ます。

未来の保育士を めざす若者を 対象に、 保育施設の見学や就職相談会を 開催し 地域で保育

士の夢を 実現でき るよ う 支援するこ と で、 若者の定住が期待でき ます。

横断的取組
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第３ 章　 基　 本　 計　 画

１ ． 輝く こ ども たち  【 子育て・ 教育】

③学校教育の充実

■ 現　 　 状

●

●

●

●

●

●

こ ど も たち の抱える 困難が、 多様化・ 複雑化し ており 、 地域社会の教育力の向上が求めら れ

ています。

様々な要因から 不登校児童生徒数が増加し ており 、 こ ど も たち が安全で安心し て学習でき る

環境の整備が引き 続き 必要です。

こ ども たちの健康課題が多様化し 、生活環境の変化が健康に与える影響が顕著になっ ています。

生活の多様化に伴い、 偏っ た栄養摂取や不規則な食事など 、 こ ど も たち の食生活には様々な

課題がみら れます。

学校施設（ 校舎・ 体育館等）の老朽化が進んでいる ため、 大規模な災害が発生し た際に、 学校

施設が使用でき なく なる 可能性があり ます。

学校における ICT の効果的な活用を 進める と と も に、 教育データ を 効果的に利活用し 、 エ ビ

デン スに基づいた取組や施策に生かし ていく 必要があり ます。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

●

●

こ ども たち の主体性や創造力を 育み、 持続可能な社会の創り 手の育成を 図る 必要があり ます。

地域と 学校の連携・ 協働体制の構築の取組である コ ミ ュ ニティ ・ スク ールと 地域学校協働活

動の一体的な取組を 更に進める 必要があり ます。

学校における健康教育・ 安全教育を 更に推進し ていく 必要があり ます。

学校給食を 通し て、「 食」に関する 正し い知識や情報を 学習し 、 自ら 判断でき る 能力を 身に付

ける こ と を 更に進めていく 必要があり ます。

大規模な災害が発生し た際に備え、 こ ど も たち が安全で安心し て教育を 受ける こ と ができ る

よ う 学校施設の防災機能強化を 図る必要があり ます。

学校における ICT の効果的な活用を 進める と と も に、 教育データ を 効率的に活用し 、 学習指

導や校務の効率化を 図る 必要があり ます。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

全てのこ ども が夢と 希望を持ち、 安全で安心し て学ぶこ と ができ るまち
　 家庭や地域、 学校が協働し 、 それぞれの教育力を 高め合い、 全てのこ ど も たち が安全で安心し て

生活し 、 社会の中で自立し よ う と 意欲的に学ぶこ と のでき る より 良い教育環境を つく り ます。

■ 主な取組

●

●

●

コ ミ ュ ニティ ・ スク ールの充実を 図り 、 地域と と も にある学校づく り を 進めます。

夢と 希望を 持ち、 可能性を 最大限に発揮でき る よ う 、 ICT の活用等によ り 個別最適な学びと

協働的な学びの一層の充実を 図り ます。

安全安心な学びの場を保障し 、 誰一人取り 残さ ない不登校児童生徒支援等の取組を推進し ます。

こ ども たち の健康的な生活習慣の確立に取り 組みます。

給食だよ り で給食のレ シピ を 掲載する など、 食育に関し ての啓発に取り 組みます。

非構造部材（ 内外装材、 照明設備等）の耐震化対策に取り 組み、 学校施設の防災機能を 強化し

ます。

データ の利活用によ り 指導力の向上や校務の効率化を 図り ます。

N ew ! !

N ew ! !

N ew ! !

N ew ! !

若者・ 福祉 公民連携

公民連携

公民連携

― 38 ―



第３ 章    基 本 計 画
1 .  輝く こ ども たち

再定義の視点
◆

◆

◆

◆

コ ミ ュ ニテ ィ ・ スク ールと 地域学校協働活動を 一体的に推進する こ と で、 学校を 核と し た地

域づく り につながり ます。

学校施設の防災機能を 強化する こ と は、 避難所の防災機能強化にも つながっ ています。

校務の効率化を 図る こ と で、 こ ど も たち と 向き 合う 時間が増加し 、 こ ど も たち の豊かな成長

につながり ます。

家庭や地域、 学校が連携協力し ながら 、 一体と なっ て地域のこ ど も たち を 育むこ と によ り 、

こ ども の豊かな育ち を 確保する と と も に、 地域の絆を 強め、 地域づく り の担い手を 育てます。

■ 関連計画

●

●

●

松阪市教育大綱

松阪市教育ビ ジョ ン

松阪市学校施設等長寿命化計画

●公民連携の推進
■

■

災害や緊急時を 想定し た献立に非常時用に提供さ れる 食品の活用を 図り ます。

大学や企業と の連携を 生かし 、 より 良い学びの環境づく り を 進めます。

●若者定住･福祉社会の実現
■

■

「 学び」を 通じ て人々の「 つながり 」や「 かかわり 」を 作り 出すこ と で、 自己実現や積極的な

社会参画につながり ます。

ICT 先進地「 まつさ か」と し てのモデルを 創出し 全国に発信し ます。

横断的取組

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

「 将来の夢や目標を 持っている」と 回答し た児童生
徒の割合

ばえいとからちど「」るまはて当「、で査調況状習学・力学国全※
　 当てはまる」と 回答した児童生徒の割合

7 4 .2 % 8 0 .0 %

「 自分にはよいと ころ がある」と 回答し た児童生徒
の割合

ばえいとからちど「」るまはて当「、で査調況状習学・力学国全※
　 当てはまる」と 回答した児童生徒の割合

8 3 .1 % 8 7 .0 %

学級満足度尺度調査（ Q -U ）の満足度
※学校生活・ 活動に満足し 、意欲的に取り 組んでいるこどもたち
　 の割合

6 7 .0 % 6 9 .0 %

「 毎日朝食を食べている」と 回答し た児童生徒の割合 小9 2 .8％ 中9 1 .0％ 小9 6 .0％ 中9 2 .0％

むし 歯のない児童生徒の割合 小5 9 .8 %  中6 5 .5 % 小6 9 .5 %  中7 1 .5 %

食文化や行事食などの給食献立回数 3 5 回 5 0 回

非構造部材の耐震対策実施済学校の割合 2 5 .5 % 3 8 .3 %

教育データ の利活用を 通じ て、 学習指導や校務
効率化に取り 組んだ学校の割合

ー 8 0 .0 %
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市民ができ るこ と
◆

◆

◆

◆

家庭・ 地域・ 学校が一丸と なっ て児童生徒の教育に取り 組みまし ょ う 。

学校支援ボラ ン テ ィ アに参加し 、 登下校の見守り や本の読み聞かせなど に関わっ たり 、 農業

体験や職場体験学習、 探究的な学習に協力し たり し まし よう 。

体調管理や健康増進に努め、 健康について自ら 考え実践し ていき まし ょ う 。

こ ども と 過ごす時間を 大切にし まし ょ う 。
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第３ 章　 基　 本　 計　 画

２ ． いつまでも いき いき と  【 福祉・ 健康づく り 】

①健康づく り の推進

■ 現　 　 状

●

●

●

生活習慣病に起因する三大疾病「 がん・ 心疾患・ 脳血管疾患」死因が、 約4 割と いう 状況です。

健康づく り アン ケート によ ると 、 がん検診の受診率は約５ 割で、 半数の人が、 がん検診を 受

けていない状況です。

望まし い食習慣や生活習慣を 実践でき ている 人は、 まだ少ない状況です。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

ラ イ フ ステージ別の課題に応じ た、 健康づく り の取組が重要です。

暮ら し の中で、 自然に健康になれるまち づく り が求めら れます。

がん検診等の受診率向上の取組が必要です。

感染症予防対策を 継続する こ と が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

健康寿命の延伸
　 ８ 割以上の市民が、 幸福な生活のために必要なこ と に「 健康である こ と 」と 感じ ており 、 健康でい

き いき と 過ごせる期間の延伸を めざし ます。（ 健康寿命男性7 8 .5 歳、 女性8 0 .3 歳）

■ 関連計画

●

●

●

松阪市健康づく り 計画

松阪市歯と 口腔の健康づく り 計画

松阪市国民健康保険保健事業実施計画( データ ヘルス計画) 及び松阪市特定健康診査等実施計画

■ 主な取組

●

●

●

●

スポーツ と 連動し たま ち づく り を 進め、「 毎日カ ラ ダを 動かそう ！＋1 0（ 今よ り 1 0 分多く 身

体を 動かそう ）」に取り 組みます。

むし 歯予防のため、幼稚園・ 保育園・ 認定こ ども 園・ 小中学校でのフ ッ 化物洗口事業を 進めます。

特定健康診査・ がん検診の受診勧奨を 行い、 自身で健康管理ができ る よう 取り 組みます。 　

住民自治協議会と 連携し 、 地域の健康データ「 健康カ ルテ」を 活用し 、 地域の健康づく り 活動

を 進めます。

感染症予防のため、 予防接種事業と 感染症予防対策の普及啓発に取り 組みます。

N ew ! !

公民連携

プラステン

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

「 毎日カラ ダを動かそう！+ 1 0（ 今より 1 0 分多く 身体
を動かそう ）」の健康講座・ イ ベント に参加した人数

0 人 8 ,0 0 0 人

フッ 化物洗口を全学年で実施し ている小学校の割合 1 9 .4 % 8 0 .6 %

特定健康診査受診率（ 4 0 歳～7 4 歳） 4 0 .6 % 5 3 .6 %
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第３ 章    基 本 計 画
2 .  いつまでも いき いき と

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

毎日の食事を おいし く バラ ンスよ く 食べまし ょ う 。

今よ り 1 0 分多く 身体を 動かし まし ょ う 。

定期的に健（ 検）診を 受診し 、 自分にあっ た健康管理を し まし ょ う 。

●公民連携の推進
■ 企業と 連携し 、 自然に健康になれる まちづく り を 推進し ます。

横断的取組
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第３ 章　 基　 本　 計　 画

２ ． いつまでも いき いき と  【 福祉・ 健康づく り 】

②地域医療の推進

■ 現　 　 状

●

●

●

かかり つけ医を 持つ市民の割合は約７ 割と なっ ています。

地域の医療資源には限り があり 、 医療機関の機能分担が求めら れています。

超高齢社会の下では、 地域の医療・ 介護等の包括的な仕組みが必要と なっ ています。

■ 課　 　 題

●

●

●

普段から かかり つけ医を 持ち相談でき る よう に、 市民に普及啓発を 進めます。

地域の医療機関と 連携し 、 一次二次救急医療の機能分担を 進め、 救急医療体制を 守り ます。

医療需要のピ ーク 時の必要病床数と 比較し 、 急性期機能が過剰で、 回復期機能が不足の状況

です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

自分の身体について、 相談でき るかかり つけ医を 持つ
　 自分の身体について相談でき る かかり つけ医を 持ち、 住み慣れた地域で安心し て過ごせる 地域医

療体制を めざし ます。

■ 関連計画

●

●

松阪市健康づく り 計画

松阪市民病院経営強化プラ ン

● 数 値 目 標 ●

■ 主な取組

●

●

関係機関と 連携し 、 一次二次救急医療体制のあり 方について検討し 、 一次二次救急医療の機

能分担を 進めます。

かかり つけ医を 持つこ と や、 救急医療の適正利用について普及啓発を 行います。

松阪市民病院は、 今後の地域にふさ わし い機能への転換を めざ し 、 医療・ 介護等を つな ぎ

ま す。

N ew ! !

若者・ 福祉 公民連携

公民連携

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

「 かかり つけ医がいる」と 答えた人の割合 7 4 .1 % 7 5 .0 %

救急搬送患者のう ち 、傷病程度が軽症であった人
の割合

5 6 .8％ ※R5 年 5 3 .5 % 以下

救急医療対策を 目的に、多職種連携し た会議の開
催回数

５回 ５回以上
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再定義の視点
◆ 松阪市民病院の機能転換は、 地域包括ケアシステムの推進に寄与し ます。

市民ができ るこ と
◆

◆

一人ひと り が、 相談でき る かかり つけ医を も ち まし ょ う 。

適正に医療機関を 受診し まし ょ う 。

●公民連携の推進
■

■

医師会、 歯科医師会、 薬剤師会、 基幹病院と の連携を 強化し ていき ます。

急性期病院・ 慢性期病院・ 診療所・ 在宅医療・ 介護施設等を つなぎ、 住民の暮ら し を 守

り ます。

●若者定住･福祉社会の実現
■ 松阪市民病院の機能転換によ り 、 地域の医療・ 介護等の包括的な仕組みづく り に寄与し

ます。

横断的取組
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２ ． いつまでも いき いき と  【 福祉・ 健康づく り 】

③地域福祉・ 生活支援の充実

■ 現　 　 状

●

●

●

●

ヤン グケアラ ー、 8 0 5 0 世帯、 ダブルケアなど、 複雑化、 複合化し た課題が深刻です。

地域住民同士のつながり が希薄化し 、 ひき こ も り や子育ての孤立化など、 社会的つながり が

弱い方が増えています。

急激な物価高によ り 経済的に困窮し ている方が増加し ています。

民生委員・ 児童委員などの地域における 福祉活動の担い手が不足し ています。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

暮ら し を 支える ための専門職によ る包括的な支援体制の構築が必要です。

つながり と 支え合いの地域づく り が求めら れています。

誰一人取り 残さ ない、 誰も が大切にさ れる環境づく り が求めら れています。

支援関係機関と の連携体制構築のため、 つながり の強化を 進めていく こ と が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

地域の絆と 支援の輪でいき いき と 自分ら し く 暮ら せるまち
　 様々な福祉課題に対し て、 既存の専門支援機関が連携し た「 包括的・ 総合的な支援体制の確立」と

「 住民主体によ る 課題解決の仕組みづく り 」を 一体的に取り 組むこ と で、全ての人々が地域、暮ら し 、

生き がいを 共に創り 、 高め合う 地域共生社会の実現を めざし ます。

■ 主な取組

●

●

●

●

●

●

●

身近な相談窓口である「 福祉まる ごと 相談室」では、 個別支援と 地域における 支え合いに向け

た支援を 一体的に実施し 、 誰一人取り 残さ ない、 誰も が大切にさ れる 環境づく り を 進めます。

包括的相談支援、 多様な社会参加に向けた参加支援、 地域づく り に向けた支援を 一体的に実

施する支援体制（ 重層的支援体制整備事業）を 推進し ていき ます。

複雑化、 複合化し た問題に対応する ため、 支援関係機関によ る 連携体制を 充実し 、 課題解決

機能の強化を 図り ます。

地域を 見守る 民生委員・ 児童委員の活動を 支援する と と も に、 なり 手不足解消に向けた取組

を 進めます。

地域で取り 組む「 見守り 活動」「 居場所づく り 」などの地域福祉活動を 支援し ます。

ひき こ も り 地域支援センタ ー「 そ・ えーる」による多様な相談支援体制の充実を 図り ます。

生活困窮者等の自立に関する支援を 実施し ます。

■ 関連計画

●

●

●

松阪市地域福祉計画

松阪市重層的支援体制整備事業実施計画

松阪市生活困窮者等就労支援事業実施計画
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市民ができ るこ と
◆

◆

◆

◆

近所で困っ ている 方がいたら 、 福祉まる ごと 相談室につなげまし ょ う 。

地域活動に参加し 、 参加する側から お手伝いする側に一歩踏み出し てみまし ょ う 。

相手の立場を 思いやり 、 理解し 、 寄り 添っ て行動し てみまし ょ う 。

地域の中でつながり を 持っ て、 支え合える関係を つく り まし ょ う 。

● 数 値 目 標 ●

●公民連携の推進
■

■

■

地域が抱える 福祉課題の解決に向け、 住民自治協議会や民生委員児童委員、 福祉関連民

間事業者など、 各関係機関と 連携を 強化し ていき ます。

支援関係機関と の連携により 必要な支援にスムーズにつないでいき ます。

複雑化、 複合化し た問題に対し ても 、 支援関係機関等のチームアプローチができ ます。

●若者定住･福祉社会の実現
■

■

■

■

身近な相談窓口「 福祉まるごと 相談室」がある こ と で、 安心し て生活でき ます。

福祉制度の狭間でこ れまで支援が及ばなかっ た方にも 支援ができ ます。

誰も が社会参加でき 、 尊厳を 持っ ていき いき と 生活するこ と ができ ます。

生活に困っ たと き 、 相談支援を 受ける こ と で安心し て生活するこ と ができ ます。

横断的取組

再定義の視点
◆ 複雑化・ 多様化する 地域福祉課題へ対応でき る 体制を 整備、 実施する こ と で、 地域共生社会

の実現につながっ ています。

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

福祉まるごと 相談室の相談対応件数 1 ,7 0 9 件／年 5 ,0 0 0 件／年

多機関協働による対応件数（ 重層的支援会議等） 1 4 件／年 2 0 件／年

ひきこもり 支援推進事業における新規相談件数 6 3 件／年 7 0 件／年

生活困窮者自立支援相談プラン作成件数 8 0 件／年 8 5 件／年

民生委員・ 児童委員選出率 9 7％ 1 0 0％
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④高齢者福祉の推進

■ 現　 　 状

●

●

●

2 0 3 5（ R1 7 ）年まで 8 5 歳以上の人口が増加し 続けるこ と で要介護者数の増加が見込まれます。

同時に生産年齢人口が減少し ており 一層介護人材が不足する おそれがあり ます。

高齢者人口は2 0 4 0（ R2 2 ）年にピーク を 迎える と 予測さ れています。

2 0 2 5（ R7 ）年には6 5 歳以上の約５ 人に１ 人が認知症を 発症する と 見込まれています。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

●

高齢者人口がピ ーク を 迎える 2 0 4 0（ R2 2 ）年を 見据えて介護人材の確保が必要です。

高齢者世帯、 ひと り 暮ら し 高齢者が増加する 中で、 住み慣れた地域での生活を 支援する ため

には地域での支え合いの体制づく り や高齢者福祉サービ スの充実が必要です。

高齢者が生き がいを 持ち 過ごすこ と ができ る よ う 、 社会参加の機会や活動の場の確保が求め

ら れます。

医療と 介護・ 福祉分野において、 自宅～入退院～看取り の場面での連携ができ る 仕組みづく

り が必要です。

認知症への理解を 深め、 地域の人々が中心と なり 認知症の方やその家族への支援体制を 構築

する 必要があり ます。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

在宅（ 自宅※や老人ホーム等）での看取り 率 3 0 ％
高齢者がいつまでも 安心し て自分ら し く 元気に地域で暮ら し 続ける こ と ができ る まち を めざし ます。
※自宅と は、 自宅のほか、 グループホーム・ サービス付き高齢者向け住宅を含みます。

■ 関連計画

●

●

●

●

松阪市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画

松阪市健康づく り 計画

松阪市地域福祉計画

松阪市障がい者計画

■ 主な取組

●

●

●

介護人材の確保については、 介護事業所等に対し て三重県等の支援策の情報を 提供し 活用促

進を 図り ます。

健康寿命延伸のために専門職の指導やデータ 分析を 取り 入れ、 効果的な介護予防に取り 組み

ます。

住民主体型生活支援サービ スの体制づく り と 、 活動に対する 支援を 行います。

松阪市版エンディ ン グノ ート と エンディ ングサポート 事業の連携と 有効活用を 進めます。

認知症の方と 家族等を 地域で支援する「 チームオレ ン ジ」の仕組みを 通じ て、 認知症への理解

を 深めていき ます。

成年後見センタ ーと 連携し 、 判断能力が十分でない方の権利を 守り ます。

N ew ! !

N ew ! !

N ew ! !
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市民ができ るこ と
◆

◆

◆

◆

介護予防に積極的に取り 組みまし ょ う 。

介護が必要な状態になっ ても 適切な医療、 介護・ 福祉サービ スを 利用し 、 身体能力と 生活の

質の維持向上に努めまし ょ う 。

も し も のと き の医療や介護の希望を 家族等と 話し 合い、 エ ン ディ ン グノ ート に記入し ておき

まし ょ う 。

地域の住民同士で、生活のちょ っ と し た困り ごと を 支援する仕組みづく り を 考えてみまし ょ う 。

● 数 値 目 標 ●

●公民連携の推進
■

■

松阪市介護サービ ス事業所等連絡協議会の人材確保の取組を 支援し ます。

従来の介護サービ スだけでは支援でき ない生活支援を 行う「 住民主体型サービ ス」の仕組

みづく り で地域と 連携を 強化し ていき ます。

●若者定住･福祉社会の実現
■ 介護人材の確保によっ て介護保険制度の安定性・ 持続可能性が確保でき ます。

横断的取組

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

松阪市版エンディ ングノ ート 活用方法を 学んだ市
民の数

3 ,0 1 3 人 3 ,5 0 0 人

認知症高齢者等個人賠償責任保険の加入者数 3 4 1 人 4 5 0 人

介護予防活動のリ ーダー
（ 介護予防いきいきサポータ ー）の数

8 2 6 人 9 0 0 人
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⑤障がい福祉の推進

■ 現　 　 状

●

●

●

障がい者一人ひと り のラ イ フ ステージに応じ た支援を 進めています。

障がい者の自立を 支援する ため、 グループホームの整備を 進めています。

障がい者医療費を 助成する こ と で、 障がい者の保健の向上と 福祉の推進を 図っ ています。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

●

多様なニーズに対応でき る 相談支援体制が必要です。

情報提供、 意思疎通支援の充実を 図る 必要があり ます。

障がい者の高齢化や障がいの重度化、 親亡き 後を 見据えた支援体制の構築が必要です。

障がい者や障がい児、 その家族等が安心し て生活でき る よ う 、 大規模災害時に的確な対応が

でき る体制を 整備し ていく 必要があり ます。

障がい者が安心し て医療を 受けら れる よ う 、 将来にわたっ て安定し た制度の運営が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

障害福祉サービス利用者のう ち、 在宅で生活し ている人の割合 9 0 ％以上
　 障がい者や障がい児、 医療的配慮が必要な人が地域で安心し て社会生活を 送る こ と ができ るよ う

支援体制の整備を 進めます。

■ 関連計画

●

●

●

松阪市障がい者計画

松阪市障がい福祉計画

松阪市障がい児福祉計画

■ 主な取組

●

●

●

●

●

●

障がい特性に応じ た相談支援体制の充実に取り 組みます。

ラ イ フ ステージに応じ た切れ目のない支援体制の充実に取り 組みます。

地域で自立し た生活を 実現する ため、 グループホームの整備に取り 組みます。

登録手話通訳者及び登録要約筆記者の確保と 資質の向上に取り 組みます。

福祉避難所の確保及び充実に取り 組みます。

障がい者医療費助成を 継続し ていき ます。

公民連携

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

計画相談支援利用者数（ 人／月） 3 5 9 人 3 9 5 人

グループホーム利用者数（ 人／月） 1 7 5 人 2 1 6 人

登録手話通訳者数（ 人） 1 4 人 1 6 人
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市民ができ るこ と
◆

◆

障がいや障がいのある人に関する 理解を 深めまし ょ う 。

ヘルプマーク を 身に着けた方を 見かけたら 、 思いやり のある 行動を 心がけまし ょ う 。

再定義の視点
◆ 障がいのある 人が参加する 事業にボラ ン テ ィ アなど で参加する こ と で、 障がいに関する 理解

にも つながっ ています。

●公民連携の推進
■ グループホームの整備により 障がい者の地域生活への移行が進みます。

●若者定住･福祉社会の実現
■ 福祉避難所の設置によ り 障がい者も 安心し て避難でき ます。

横断的取組
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３ ． 活力ある 産業 【 産業振興】

①農業・ 水産業の振興

■ 現　 　 状

●

●

●

●

農業・ 水産業従事者の減少と 高齢化が進んでいます。

中山間地域を 中心に担い手不足が深刻で、 耕作放棄地が拡大し ています。

野生鳥獣による 農作物への被害が続いている 状況です。

自然環境の影響などによ り 、 一部の水産資源が減少し ています。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

●

●

担い手への農地集積を 促進し 、 経営規模の拡大や作業効率を 上げる など 、 生産性の向上や経

営の安定化が必要です。

地域農業を 守る ため、 地域や農業者と の話し 合いなど を 通じ て「 地域計画」を 作成し 、 農地を

次世代に引き 継ぐ こ と が必要です。

野生鳥獣による 農作物被害の軽減に向けた対策が必要です。

水産資源の保護、 回復のため、 漁場環境の改善などの取組が必要です。

農地維持の負担を 軽減する と と も に、 持続可能な農業の推進が必要です。

農業・ 農村の有する 多面的機能の維持・ 発揮を 図る ため、 地域の共同活動に対する 支援が必

要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

持続可能な農業・ 水産業を推進するまち
　 農地の基盤整備や水産資源の保全活動など を 通じ て、 強い生産基盤を 維持し 、 持続的に農業・ 漁

業活動を 行える まち を めざし ます。

■ 関連計画

●

●

●

●

●

松阪市農業委員会「 農地等の利用の最適化の推進に関する指針」

松阪市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

松阪市農業振興地域整備計画

松阪市鳥獣被害防止計画

松阪市国土強靭化地域計画

■ 主な取組

●

●

●

●

●

●

●

●

利用状況調査を 毎年行い、 農地所有者及び地権者に農地の活用を 働き かけます。

地域や農業者と と も に 1 0 年後の農業を 描いた「 地域計画」を 作成し ます。

「 がんばる 認定農業者等支援事業補助金」によ る 機械等の導入を 支援し ます。

新たに営農を めざす方に対し て、 就農の情報提供や相談などを 行います。

有害鳥獣対策と し て、 捕獲や防護柵の設置、 獣害に強い作物の作付けなどを 支援し ます。

松阪漁協、県水産研究所などと 連携し 、種苗の放流などで資源回復や保護を 継続的に行います。

農業活動団体を 支援する こ と で農業環境を 保全し ます。

未整備農地の基盤整備を 促進し ます。

計画的な農業施設の長寿命化を 行います。

N ew ! !

公民連携
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市民ができ るこ と
◆

◆

◆

◆

◆

農業に関する話合いや地元での出会い作業の機会があれば参加し まし ょ う 。

野生鳥獣から 農地を 守る 防護柵を 設置し まし ょ う 。

限り ある 水産資源の保護に努めまし ょ う 。

農地を 維持管理し 、 耕作放棄地を 減ら し まし ょ う 。

地産地消に努めまし ょ う 。

● 数 値 目 標 ●

●公民連携の推進
■ 農業者と 連携し 、 地域における 農業の多面的機能を 維持し ます。

●若者定住･福祉社会の実現
■

■

高齢化によ る 離農が進む中、 担い手への農地集積を 促進する こ と で地域農業を 守っ てい

き ます。

若者が参加し やすい農業を 促進し ます。

横断的取組

項　 　 　 目 現状（ 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

耕作放棄地等のフォローアッ プ（ 改善指導等） 5 5 件（ R5 ） 5 5 件

市内耕地面積のう ち、担い手農家への農地集積率 5 5 .7 %（ R5 ） 6 6 .8 %

野生鳥獣による農作物被害額 1 1 ,1 2 0 千円（ R5 ） 1 0 ,5 0 0 千円

ガザミ など種苗放流種の漁獲量 1 0ト ン（ R4 ) 1 2ト ン

再定義の視点
◆ 農業・ 水産業など 第一次産業従事者への支援を 継続する こ と は、 農水産物など 食料の安定供

給や地産地消にも つながり ます。
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３ ． 活力ある 産業 【 産業振興】

②林業の振興

■ 現　 　 状

●

●

●

市内の森林の多く は収穫期を 迎えていますが、 木材需要や価格の低迷によ り 、 森林所有者の

林業に対する意識低下などから 、 未整備の森林が増えています。

森林組合や林業事業体によ り 、 森林の集約化を 行い効率的な森林整備に取り 組んでいます。

地元木材産業関係者などと 協力し ながら 、 地域材の販路拡大に向け取り 組んでいます。

■ 課　 　 題

●

●

●

所有者不明森林の増加などによ り 、 森林整備の基本と なる境界の明確化が重要と なり ます。

低コ スト 化に向けた高性能林業機械を 活用する ため、 林道・ 作業道の整備を 行う 必要があり

ます。

「 伐っ て、 使っ て、 植えて、 育て る」の森林サイ ク ルによ り 、 バラ ン スの取れた森林の状態を

維持し ていく 必要があり ます。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

木材の安定供給 5 0 ％アッ プ（ R5 年度 4 0 ,3 0 0 ㎥）

　 原木の安定供給（ 木材生産）、 森林の公益的機能（ 森林環境保全）、 地域材の需要拡大（ 地域材利用）

を ３ 本柱と し て、 林道整備や森林整備の促進、 森林資源の活用に向け取り 組みます。

■ 関連計画

●

●

●

松阪市森林整備計画

松阪市公共建築物等木材利用方針

松阪市バイ オマス活用推進計画

■ 主な取組

●

●

●

●

林道・ 作業道の開設や林業機械によ る 木材搬出を 支援し 、 素材生産量の増加に取り 組みます。

森林の持つ公益的機能を 発揮さ せるため、 手入れが進んでいない森林の整備に取り 組みます。

地域材を 活用し た木造住宅の建築促進及び製材製品などの販路拡大に取り 組みます。

未利用材を 木質バイ オマス発電の燃料と し て有効的に活用し ます。

カ ーボン ニュ ート ラ ルの実現に向けて、 適切な森林管理によ る CO 2 吸収機能の向上を 図り 、

J-ク レ ジッ ト の創出に取り 組みます。

N ew ! !

公民連携

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

間伐による森林整備面積（ 累計） 7 6 2 ha 3 ,8 0 0 ha

主伐による木材生産量（ 累計） 2 2 ,2 3 3㎥ 1 3 3 ,2 0 0㎥

適切な森林管理によるJ-クレジット 創出量（ 累計） 1 ,5 9 1 t-CO 2 1 4 ,2 6 0 t-CO 2
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●公民連携の推進
■

■

森林土木建設協会と 森林災害等復旧対策連携協定を 結ぶこ と で 、 災害時の復旧作業等が

迅速に行えます。

地元木材産業関係者などと 連携し 、 地域材利用を 推進する こ と によ っ て 、 需要拡大につ

ながっ ています。

横断的取組

再定義の視点
◆

◆

◆

森林整備は、 森林が有する 多面的機能（ 土砂災害の防止、 水源の涵養、 地球温暖化の防止、 生

物多様性の保全、 林産物供給など）の発揮につながっ ています。

こ ども の頃から 木に親し む機会を 創出するこ と によ り 、林業や木材産業への関心を 向けるき っ

かけ作り になり 、 雇用創出につながり ます。

整備さ れた森林は、 市民や観光客が気軽に訪れる こ と ができ 、 良好な管理状態は地域のイ メ ー

ジ向上になり 、 観光客の増加につながり ます。

市民ができ るこ と
◆

◆

森林が持つ役割について理解を 深めまし ょ う 。

木と のふれあいによ り 、 木の温も り や香り を 感じ まし ょ う 。
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３ ． 活力ある 産業 【 産業振興】

③商工業の振興

■ 現　 　 状

●

●

●

物価高騰によ り 、 様々な業種の経営に大き な影響を 及ぼし ており 、 特に中小企業・ 小規模事

業者においてその影響が深刻です。

中心商店街等にて長期間活用さ れていない店舗があり 、 今後も 同様の店舗が増えていく 可能

性があり ます。

事業承継の問題等、 事業の担い手と なる 人材の確保が困難と なっ ています。

■ 課　 　 題

●

●

●

中小企業、 小規模事業者の経営を 維持する ため、 個々のケースに対応し たき め細かな支援が

必要です。

中心商店街等の空き 店舗を 活用し たチャ レ ン ジショ ッ プ の開設等、 創業関連事業と 連携し た

支援が必要です。

創業予定者と 既存事業者と のマッ チン グによ る 事業承継の可能性検討が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

商工業者で活気あふれるまち
　 物価高騰等の影響を 受けている 市内中小企業・ 小規模事業者に対し 、 リ スク 対策や業務の効率化

などを 進め、 経営基盤の強化を 図り 、 地域経済の活性化を めざし ます。

● 数 値 目 標 ●

■ 主な取組

● 商工業事業者が抱える 個々の課題に対し 、 出張相談窓口等の開設も 含め相談から 解決まで事

業者に寄り 添う 支援に取り 組みます。

中心商店街等の空き 店舗・ 既存店舗への意向調査等、 実態調査を を 行う と と も に空き 店舗対

策と し て有効的な施策を 検討し ます。

N ew ! !

項　 　 　 目 現状（ 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

産業支援センタ ーへの相談件数
9 7 3 件

（ R1 ～R5 平均）
1 ,0 0 0 件

創業支援から 創業につながった人数（ 全体） 2 0 人（ R5 ） 3 5 人

創業支援から 創業につながった人数（ 若年層） 2 人（ R5 ） 1 0 人
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市民ができ るこ と
◆ 地元の企業・ お店を 活用し まし ょ う 。

●公民連携の推進
■ 空き 店舗の有効活用について 、 民間のアイ デア・ ノ ウハウ等を 生かし 地域活性化を 図る

ため、 民間と の連携強化が必要です。

●若者定住･福祉社会の実現
■

■

若者が創業し やすい環境整備を 行う と と も に、 松阪駅西の空間にて若者が集える 場を 創

出する こ と や、 若者にと っ て魅力ある 市内商業環境への支援を 行う こ と で若者定住へ寄

与し ます。

空き 店舗の有効活用によ り 、 地域活性化に寄与し ます。

横断的取組
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３ ． 活力ある 産業 【 産業振興】

④企業誘致・ 連携の推進

■ 現　 　 状

●

●

●

近年の国際情勢を 見据え、 製造業サプ ラ イ チェ ーン の国内回帰が進み、 新たな産業用地が求

めら れています。

少子高齢化が進む中、 人材確保が難し く なっ ています。

2 0 5 0（ R3 2 ）年カ ーボン ニュ ート ラ ルの実現に向けて、 企業活動の脱炭素化が進んでいます。

■ 課　 　 題

●

●

●

産業用地が不足する 中、 新産業用地の整備等を 行い、 的確な情報発信を 行う こ と が必要です。

労働力を 確保する ため、 働き 方改革やパーパス経営の浸透等の経営力向上が必要です。

中小企業における カ ーボン ニュ ート ラ ルに向けた取組を 促進するこ と が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

製造品出荷額等 1 0 ％アッ プ（ R4 年 4 ,6 3 2 億円）

　 成長産業における 新たな工場等の誘致や既存企業における 追加投資の促進、 産学官金の連携によ

り 地域経済の活性化・ 雇用確保を めざし ます。

再定義の視点
◆

◆

企業活動の活性化によ り 、市外から 営業活動や視察等を 目的と し た人を 呼び込むこ と ができ ます。

魅力的なふる さ と 納税返礼品が増える こ と によ る 財源確保も 期待でき ます。

市民ができ るこ と
◆ 市内企業の製品・ サービ スや社会貢献活動に興味を 持ち 応援し まし ょ う 。

■ 関連計画

● 松阪市企業立地戦略

■ 主な取組

●

●

●

●

新たな産業用地の候補地を 検討し 、 整備に向け取り 組みます。

新規企業の誘致や市内で操業中の企業が追加投資を 行いやすい環境整備を 行います。

市内企業の経営力向上のため、 産学官金連携のネッ ト ワーク を 活用し 、 ハン ズオン 支援を 行

います。

中小企業が行う 省エネ最適化診断や省エネ設備、 再生可能エネルギーの導入を 支援し ます。

公民連携

横断的取組

●公民連携の推進
■ 一定条件を備えた企業活動を市が一体と なっ てPRするこ と により 、相乗効果を発揮でき ます。

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

企業立地件数（ 累計） 2 件 1 2 件

市内事業者に対する連携支援件数（ 累計） 1 0 件 4 0 件
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３ ． 活力ある 産業 【 産業振興】

⑤観光・ 交流の振興

■ 現　 　 状

●

●

●

伊勢志摩方面への観光の立ち 寄り 場所に選ばれており 、 中心市街地の歴史・ 文化財施設の入

込客数は増加傾向にあり ます。

イ ン バウン ド 市場が新型コ ロ ナウイ ルス感染症の影響で落ち 込んだも のの回復の兆し があり

ます。

観光バスを 利用し た団体旅行から 個人や小グループ の旅行へと 旅行者の傾向に変化が見ら れ

ます。

■ 課　 　 題

●

●

●

日帰り 型が中心の観光のため、滞在時間の延長を 促し 、消費額を 高める施策の検討が必要です。

旅行者が関心を 持つ情報を タ イ ムリ ーに提供し 、 松阪市の認知度を 高める 必要があり ます。

イ ン バウン ド 戦略と し て、 松阪牛の知名度を 生かし 、 歴史・ 文化など を 併せた情報発信を 行

う こ と が求めら れています。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

行き たく なるまち「 まつさ か」
　「 松阪市に行こ う 」と 思っ ていただける よ う に、 松阪市が有する 観光資源を 磨き 上げ、 誰も が行き

たく なる よう な情報を 国内外に発信し ていき ます。

■ 関連計画

● 松阪市観光振興ビ ジョ ン

■ 主な取組

●

●

四季を 通じ てまち 歩き やイ ベン ト を 企画し 、 全国から の観光客誘致に取り 組みます。

滞在時間の延長を 促すイ ベン ト 企画や観光資源を 磨き 上げ、 消費額の増加を 図る と と も に宿

泊者の増加に取り 組みます。

デジ タ ルツ ールの活用によ る 旅行者ニーズを 反映さ せたW eb サイ ト やSN Sの積極活用を 通

じ 、 松阪市へ行き たく なる 情報を 発信し ます。

イ ン バウン ド 需要に対応するため、 環境整備を 進めます。

N ew ! !

N ew ! !

公民連携

公民連携

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

モニタリング対象1 0 施設入込客数増減率(平均) 1 0 0％ 1 1 0 .0 %

観光消費額(推計)増減率 1 0 0％ 1 1 0 .0 %

モニタ リ ン グ対象宿泊施設宿泊者数増減率 1 0 0％ 1 2 0 .0 %
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再定義の視点
◆ 観光資源（ ウオーキン グコ ース を 歩く ）を 生かすこ と によ っ て、 高齢者の健康増進に役立ち

ま す。

市民ができ るこ と
◆ 自分たち が住む松阪市に関心を 持ち、 まつり や観光イ ベン ト に参加する こ と で、 理解を 深め、

市外の方に松阪市を アピ ールし まし ょ う 。

●公民連携の推進
■ 交通事業社や旅行社等のノ ウハウを 生かすこ と によ っ て 、 国内外から の誘客につなげる

こ と ができ ます。

●若者定住･福祉社会の実現
■ 全ての人が安心し て楽し める ユニバーサルツ ーリ ズムを 推進し ます。

横断的取組
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３ ． 活力ある 産業 【 産業振興】

⑥松阪牛・ 地域ブラ ンド の振興

■ 現　 　 状

●

●

●

●

「 特産松阪牛」と なる 兵庫県産素牛（ 子牛）の価格高騰が続いています。

消費者に安全安心な松阪牛を 提供する ため、 松阪牛の独自システム「 松阪牛個体識別管理シス

テム」を 運用し ています。

優れた特産品が数多く ある も のの、 その魅力が効果的に伝えら れていない状況です。

他のブラ ン ド 牛に比べ、 ふるさ と 応援寄附金の受入額は少ない状況です。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

●

「 特産松阪牛」の出荷頭数を 維持し ていく こ と が必要です。

「 松阪牛個体識別管理システ ム」の安全安心な取組を 幅広く 周知し 、 松阪牛の魅力を 情報発信

する こ と が必要です。

特産品が保有する 付加価値の要素を 明確にする こ と が必要です。

松阪牛関連の返礼品数を 増やし 、 多様な寄附者ニーズに対応し ていく こ と が必要です。

松阪牛の価値や魅力を 更に高める ためのPRが必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

産品想起率市区町村ラ ンキング 全国１ 位
　 歴史と 伝統ある「 特産松阪牛」の生産振興と 松阪牛を 国内外で PRする こ と によ り 、 松阪牛ブ ラ ン

ド の維持と 認知度向上を 図り ます。 地域特産品のブ ラ ン ド 化戦略と し て、 松阪ブ ラ ン ド 認定制度を

活用し 地域特産品の認知度向上を 図り 、 生産振興と 消費拡大につなげていき ます。

■ 主な取組

●

●

●

●

市内の特産松阪牛肥育農家を 継続的に支援し ます。

国内外で松阪牛のPRを 継続し て取り 組みます。

松阪ブ ラ ン ド 認定制度によ り 、 地域特産品である 松阪茶やあおさ のり など の付加価値を 明確

化し 、 需要拡大に取り 組みます。

松阪牛を 主軸に寄附者ニーズを 捉えた返礼品の拡充に取り 組みます。

● 数 値 目 標 ●

若者・ 福祉 公民連携

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

飯南町深野（ 松阪牛発祥の地）における特産松阪
牛の肥育頭数

3 7 頭 5 0 頭

ふるさ と 応援寄附金の額 1 7 億円 2 3 億円

ふるさ と 応援寄附金の返礼品に「 松阪牛」を選ばれ
た方の人数

5 3 ,0 0 0 人 7 1 ,0 0 0 人
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再定義の視点
◆ ふる さ と 応援寄附金に伴う 返礼品は、 地域産業の活性化につながっ ています。

市民ができ るこ と
◆ 地域特産品の地産地消に努めまし ょ う 。

●公民連携の推進
■ ふる さ と 応援寄付金に伴う 返礼品は、 提供事業者と 連携し 、 松阪市の特産品等の魅力発

信につながっ ています。

●若者定住･福祉社会の実現
■ ふる さ と 応援寄附金を 契機に交流人口の増加ひいては将来の移住定住につながる こ と も

期待でき ます。

横断的取組
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３ ． 活力ある 産業 【 産業振興】

⑦雇用・ 勤労者福祉の充実

■ 現　 　 状

●

●

●

多く の若者が県外に進学し 、 地元に戻ら ずそのまま就職し ている状況です。

障がい者の法定雇用率の引上げにより 、 更なる 障がい者雇用推進が求めら れる状況です。

多く の女性が出産・ 子育てなどで仕事を 離職又は中断せざる を 得ない状況です。

■ 課　 　 題

●

●

●

地元企業の魅力を 発信し 、 若者の地元就職につながる 支援が必要です。

地元企業の求人活動への支援及び障がい者雇用への理解と 協力が必要です。

若者・ 中高年・ 女性・ 障がい者など、 求職者の状況に応じ た求職活動への支援が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

市民が地元で就職でき 、 勤労者が働き やすいまち
　 求職者の状況に応じ た就労支援に取り 組み、 地元企業においても 必要な人材の確保ができ る よ う

にする こ と で、 地元雇用の活性化につなげます。

●若者定住･福祉社会の実現
■

■

■

■

企業ガイ ド ブッ ク を 高校へ配布する こ と で地元高校生の地元就職を 促し ます。

就職マッ チン グ支援サイ ト を 活用する こ と で 、 地元就職を めざ す松阪市の求職者のみな

ら ず県外・ 市外から の若者のU IJタ ーン を 促すこ と で若者定住に寄与し ます。

ハローワーク 松阪と「 障がい者面接会」を 実施し 、 障がい者の地元就職を 支援し ます。

障がい者の雇用・ 就労促進フ ォ ーラ ムの開催や、 市内優良事業所等表彰と 講演会を 実施

するこ と で、 障がい者雇用の理解促進に寄与し ます。

横断的取組

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

高校生の地元就職率
4 5 .5％

（ H3 0 ～R4 平均値）
4 8 .0 %

障がい者雇用率 2 .2 8 %（ R5 ） 2 .7 0 %

就労の広場から つながった就職者数 5 0 人／年(R5 ) 5 5 人／年

南三重就活ナビから つながった就職者数 3 人／年（ R5 ） 1 0 人／年

■ 主な取組

●

●

●

●

●

就職マッ チング支援サイ ト を 活用し 、 若者の地元就職の増加に取り 組みます。

企業ガイ ド ブッ ク を 高校へ配布し 、 高校生の地元就職の増加に取り 組みます。

ハロ ーワーク 松阪や商工団体と 連携し 、 障がい者の就労増加に取り 組みます。

求職者に応じ た求職活動に対する 支援に取り 組みます。

勤労者福祉充実のための市内福利厚生実施事業者への支援に取り 組みます。

若者・ 福祉

若者・ 福祉

若者・ 福祉 公民連携

― 66 ―



第３ 章    基 本 計 画
3.  活力ある産業

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

障がい者雇用への理解を 深めまし ょ う 。

地元の良さ を 再認識し ても ら い、 地元愛や誇り を 育みまし ょ う 。

就職を 希望する 方は、 企業ガイ ド ブッ ク や南三重就活ナビを 活用し まし ょ う 。
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４ ． 人も 地域も 頑張る 力 【 地域づく り 】

①市民活動･社会教育の推進

■ 現　 　 状

●

●

●

●

●

●

住民自治協議会の認知度が上がり 、 地域主体のまち づく り が計画的に進んでいます。

市民活動セン タ ーを 中心に市民活動団体の育成と 相互交流から 、 地域活動の輪が広がっ てい

ます。

地域交流セン タ ーでは学校と 地域が施設を 有効に活用する こ と で、 学校を 核と する 新たな地

域づく り が進んでいます。

情報格差（ デジタ ル・ デバイ ト ）が広がれば、 教育格差、 緊急時の対応格差や高齢者の孤立な

ど社会に大き な影響を 与えると 問題視さ れています。

公民館に整備し た ICT 環境や図書館の電子図書が、 十分に活用でき ていない状況にあり ます。

公民館利用者に若者世代が少なく 、 世代間のばら つき があり ます。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

●

住民自治協議会の自律的な運営が持続でき る よ う 、 地域組織と 行政の役割を 整理する 必要が

あり ます。

市民活動を よ り 推進し ていく ため、 市民活動セン タ ーと 連携し 、 人材育成や市民活動団体の

相互の連携を 図る 必要があり ます。

地域資源を 生かし た特色ある 取組を 推進し 、 郷土への愛着を 高め、 地域の魅力を 情報発信し

ていく こ と が必要と なり ます。

スマート フ ォ ン やタ ブレ ッ ト などのICT 活用を 後押し する人材が必要です。

図書館の電子図書の利用方法について啓発し 、 電子図書の蔵書数を 増やし ます。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

住民自治協議会が主体と なっ たまちづく り
　 住民自治協議会を 中心に、地域と 行政が協働・ 連携し 、誇り と 愛着を 持てる地域づく り を めざし ます。

■ 主な取組

●

●

●

●

住民自治協議会を 中心と する地域活動の推進を 支援し ていき ます。

コ ミ ュ ニテ ィ セン タ ーが地域づく り の拠点と なり 、 様々な世代がその地域に応じ た利活用を

行い、 持続的に地域づく り 組織が運営を 行っ ていく 場所を 提供し ま す。 ま た、 地域づく り 活

動の支援及び生涯学習の普及振興かつ地域住民の福祉の増進に努めます。

市民活動団体の支援やネッ ト ワーク の拡充を図り 、 市民活動の活性化に取り 組みます。

高齢者対象のスマート フ ォ ン講座を 開催し ます。

公民館講座等を Z o o m 配信し て、 実施場所以外の公民館で も 講座受講ができ る よ う に環境

を 整備し ます。

夜間帯や土・ 日・ 祝日開催の公民館講座など 市民のニーズに応えら れる 講座を 企画し て 、 若

い世代も 受講ができ るよ う に進めます。

図書館の電子図書の利用方法の啓発を 行います。

N ew ! !

N ew ! !

N ew ! !

若者・ 福祉 公民連携

若者・ 福祉 公民連携

若者・ 福祉 公民連携

若者・ 福祉 公民連携

若者・ 福祉 公民連携

若者・ 福祉 公民連携
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再定義の視点
◆

◆

◆

地域づく り 活動は、 コ ミ ュ ニティ ・ スク ールの取組にも 好影響を も たら し ます。 また、 防災に対

する「 共助」の意識を 高め、 地域での自主防災活動にも つながっ ています。

デジタ ルデバイ ド を 解消する こ と で、 活動や学習の幅が広がり ます。 また、 市が情報発信し てい

る 紙媒体の減少につながり ます。

地域の活性化を 進める こ と で、 地域振興のみなら ず、 地域コ ミ ュ ニティ の充実やシビ ッ ク プラ イ

ド の醸成につながり ます。

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

◆

◆

住民自治協議会が取り 組む地域課題の解決に向けた市民活動へ積極的に参画し まし ょ う 。

地域づく り 活動へ積極的に参加し まし ょ う 。

ICT 機器を 積極的に操作し まし ょ う 。

公民館事業に参加し まし ょ う 。

同世代以外の仲間と も つながり まし ょ う 。

■ 関連計画

●

●

●

●

地域計画

松阪市教育大綱 

松阪市教育ビ ジョ ン

松阪市子ども 読書活動推進計画

●公民連携の推進
■

■

■

市民活動を つなげる活動の場を 提供するこ と で、 市民活動の活性化につながり ます。

市が連携協定を 結んでいる企業が展開する 講座を 活用し ていき ます。

松阪公民館においては、 入館し ている 商業施設と 協働し て、 活性化を 図っ ていき ます。

●若者定住･福祉社会の実現
■ コ ミ ュ ニティ セン タ ーを 様々な世代の方が地域交流・ 課題解決の場と し て活用する こ と

で、 地域の活性化につながり 、 若者定住、 高齢化社会対策に効果があり ます。

横断的取組

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

指定管理者制度導入コミ ュニティ センタ ー数 1 地区 1 0 地区

地域づく り 活動への参加率 5 0 .4 % 6 0 .0 %

市民活動センタ ー活動団体の新規登録件数 2 0 団体／年 2 0 団体／年

講座開設数 9 4 1 講座 1 ,0 0 0 講座

公民館講座満足度 8 6 % 9 0 %

図書館の電子図書の貸し 出し 人数 1 ,1 4 3 人 2 ,0 0 0 人
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②中山間地域の振興

■ 現　 　 状

●

●

中山間地域は、 人口減少と 少子高齢化によ っ て地域の担い手が減少し 、 防災対策や生活環境

の維持など、 集落機能の維持さ え危ぶまれています。

中山間地域は、 豊かな自然を はじ め、 歴史、 文化など の地域資源に恵まれており 、 地域なら

ではの魅力が豊富にあり ます。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

増加する 空き 家の有効活用に取り 組み、 移住・ 定住を 促進し ていく 必要があり ます。

豊かな地域資源を有効に活用し 、交流人口の増加と 関係人口を 創出するための取組が必要です。

中山間地域で就職でき る ための就業支援が必要です。

中山間地域の資源を 生かし たイ ベント を 開催し 、 交流人口の増加を 図るこ と が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

中山間地域への子育て世代の新規転入世帯 1 5 0 世帯
　 地域資源を 生かし た取組や情報発信の充実を 図り 、 交流人口の増加と 関係人口の創出に努め、 移

住者を 増やし ていく こ と で、 集落の維持と 地域の活性化を 図り ます。

■ 関連計画

● 松阪市過疎地域持続的発展計画

N ew ! !

N ew ! !

■ 主な取組

●

●

●

空家バン ク の活用によ る 更なる 移住の促進及び地域組織と の連携によ る 地域の雇用機会創出

と 定住の促進を 図り ます。

地域と 行政、 地域おこ し 協力隊が連携し 、 地域資源の掘り 起こ し と 情報発信を 行う と と も に、

地域を 担う 人材育成に取り 組みます。

「 松阪市香肌地域づく り 協同組合」等の地域組織と 連携し 、 人材派遣事業や移住促進事業を 充

実さ せます。

ト レ イ ルラ ン 大会やサイ ク リ ン グ大会など 地域資源を 活用し たイ ベン ト を 開催し 、 地域の魅

力を 発信し ていく 中で、 交流人口の増加につなげていき ます。

飯南高校と 連携し 、 中山間地域への若者の定住・ 定職の向上に努めます。

観光交流施設の維持修繕を 行い、 快適な観光施設の運営に努めます。

N ew ! !

若者・ 福祉 公民連携

若者・ 福祉 公民連携

若者・ 福祉 公民連携

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

空家バンク 契約成立件数（ 累計） 1 3 6 件 2 1 6 件

松阪市香肌地域づく り 協同組合　 派遣労働者数 0 人 5 人

観光施設の宿泊者数（ 飯南・ 飯高地域） 1 9 ,2 7 2 人 2 1 ,0 0 0 人

若者・ 福祉 公民連携
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再定義の視点
◆

◆

地域おこ し 協力隊や移住者によ り 、 過疎地域に新たな飲食店等が作ら れる こ と で、 地域の魅

力アッ プに好影響を も たら し ています。

地域の活性化を 進める こ と で、 地域振興のみなら ず、 地域コ ミ ュ ニティ の充実やシビ ッ ク プ

ラ イ ド の醸成につながり ます。

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

行政と 連携し て、 中山間地域の集落維持と 地域振興に取り 組みまし ょ う 。

豊かな自然や歴史、 文化など、 中山間地域の魅力を 広く 情報発信し まし ょ う 。

地域産業の活用や就職を 通じ て、 地域産業の活性化に努めまし ょ う 。

●公民連携の推進
■

■

地域おこ し 協力隊や移住者から 地域の魅力を 情報発信する こ と によ っ て 、 更なる 移住者

の獲得につながり ます。

地域振興局（ 松阪市）と 松阪市香肌地域づく り 協同組合の連携によ り 、 組合員への人材派

遣を 通じ て地域産業の維持・ 活性化が図ら れます。

●若者定住･福祉社会の実現
■

■

増加する 空き 家を 有効活用し 、 移住・ 定住を 促進する こ と で、 過疎地域の活性化が期待

でき ます。 移住し てき た子育て世帯が定住する こ と によ り 、 高齢化社会対策に効果があ

り ます。

松阪市香肌地域づく り 協同組合が就業支援を する こ と によ り 、 若者の移住定住につなげ

る こ と ができ ます。

横断的取組

― 73 ―



第３ 章　 基　 本　 計　 画

４ ． 人も 地域も 頑張る 力 【 地域づく り 】

③文化の振興

■ 現　 　 状

●

●

●

文化芸術活動は新型コ ロ ナ禍によ る停滞状況から 回復傾向にあり ます。

国宝や重要文化財などの指定等文化財数の多さ は県内市町の中で３ 番目です。

保存や継承に課題のある 文化財が増えつつあり ます。

■ 課　 　 題

●

●

●

文化芸術に関わる 市民を 支援し 、 人材育成に努める 必要があり ます。

豊かな歴史文化を 観光やまちづく り 、 地域振興に生かすこ と が必要です。

指定等文化財が適切に保存継承さ れる よ う 所有者等の意識向上に努め、支援する 必要があり ます。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

歴史と 文化と 生活がと も にあるまち
　 松阪の豊かな歴史と 文化を 適切に保存継承する と と も に活用を 充実し 、 その良さ が市民生活の中

で実感さ れるこ と でシビッ ク プラ イ ド の醸成を 促し ます。

■ 関連計画

●

●

●

松阪市文化芸術の振興に関する 基本方針

松阪市教育ビ ジョ ン

松阪市観光振興ビ ジョ ン

● 数 値 目 標 ●

■ 主な取組

●

●

●

●

●

文化芸術団体等と の連携により 文化芸術を 創り 、 観る 機会を 提供し ます。

こ ども たち が文化芸術と 文化財を 身近に感じ 、 楽し める 機会を 提供し ます。

国宝である 三重県宝塚一号墳出土埴輪の保存管理と 活用の充実に取り 組みます。

指定等文化財の公開普及にあたっ ては教育、 観光等と の連携を 一層図り ます。

保存継承や防災の観点で指定等文化財の所有者等と の連絡調整を 図り ます。

N ew ! !

若者・ 福祉

公民連携

公民連携

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

文化活動の推進に対する市民満足度 1 6 .6 % 2 0 .0 %

松阪市民文化会館・ コ ミ ュニティ 文化センタ ー・ 嬉
野ふるさ と 会館の一日当たり の利用率（ 3 館合計利
用日数／3 館合計開館日数）

7 5 .1％ 8 5 .0％

過去一年間に学校以外で文化財施設に一回以上
行ったこと のある児童生徒の割合

児童7 0％
生徒6 2％

児童7 5％
生徒6 5％
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●公民連携の推進
■

■

民間団体の持つノ ウハウや知見を 生かすこ と で 、 文化芸術活動を 充実さ せる こ と ができ

ます。

指定等文化財の民間所有者や団体と の連絡調整を 円滑にする こ と が、 適切な保存継承に

つながり ます。

●若者定住･福祉社会の実現
■ こ ど も 向けの文化芸術体験や文化財に触れる 機会を 充実さ せる こ と は、 子育て 世代に

と っ て魅力的な地域づく り につながり ます。

横断的取組

再定義の視点
◆ 夏季に開催する 文化施設内のイ ベント は避暑機能を 併せ持っ ており 、熱中症対策にも つながっ

ています。

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

文化ホールや博物館、 資料館にでかけまし ょ う 。

文化芸術活動に参加し まし ょ う 。

地域のまつり や伝統行事に積極的に参加し まし ょ う 。
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④スポーツと 連動し たまちづく り の推進

■ 現　 　 状

●

●

●

市民の約7 割が体を 動かすこ と が健康につながると 考えています。

市民の約5 割が主要なスポーツ 施設に空調設備を 導入すべき と 思っ ています。

市民の「 スポーツ の推進に対する 満足度・ 重要度」が上昇傾向にあり ます。

■ 課　 　 題

●

●

●

スポーツ を 通じ た交流・ 参画人口拡大の取組が必要です。

健康増進に資する スポーツ 機会を 増やし ていく 必要があり ます。

スポーツ 施設については、 快適にプレ ーでき る 環境の充実に取り 組む必要があり ます。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

年間スポーツ参画人口 延5 0 0 ,0 0 0 人
　 スポーツ を「 する」楽し み、「 観る」感動、「 支える」喜びを 感じ る 活動を 通じ て、 スポーツ と 連動し

たまち づく り を 進める と と も に市民の健康増進に取り 組みます。

■ 関連計画

●

●

●

●

●

●

松阪市教育大綱

松阪市教育ビ ジョ ン

松阪市スポーツ推進計画

松阪市スポーツ施設長寿命化計画

松阪市健康づく り 計画

スポーツ ・ 健康まち づく り 計画

● 数 値 目 標 ●

■ 主な取組

●

●

●

●

スポーツ の持つチカ ラ を 生かし 、 多様なスポーツ機会の提供に取り 組みます。

スポーツ を 通じ た健康に対する 市民意識の向上に取り 組みます。

みえ松阪マラ ソ ン の開催を 通じ てスポーツ交流・ 参画人口の拡大に取り 組みます。

ト ッ プアスリ ート を 見て学ぶ場を 提供すると と も に、 地域の優れた選手を 応援し ます。

スポーツ 施設を 計画的に改修し 、 快適にプレ ーでき る 環境の充実に取り 組みます。

N ew ! !

若者・ 福祉

若者・ 福祉 公民連携

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

気軽にスポーツを行う こと ができる環境づく りに対
する満足度

3 .0 0 ／５ 3 .1 0 ／5

スポーツボランティ アへの参加意欲 3 2 .4％ 3 5 .0 %

「 みえ松阪マラソン」に対するラ ンナーから の総合
評価

8 0 .9 点 8 5 点
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再定義の視点
◆ スポーツ は、 競技スポーツ によ る 選手の活躍を 通じ て人々のスポーツ への関心を 高め夢や感

動を 与える など の効果がある 一方で、 体を 動かすこ と で体力の向上、 スト レ スの発散や生活

習慣病の予防など、 心身両面にわたる 健康の保持増進にも つながっ ています。

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

スポーツ 大会やスポーツ イ ベン ト にボラ ンティ アスタ ッ フ と し て参加し まし ょ う 。

スポーツ を 頑張っ ている 人を 応援し まし ょ う 。

日ごろ から スポーツ を 楽し みまし ょ う 。

●公民連携の推進
■ みえ松阪マラ ソ ン については引き 続き 企業、 団体、 地域等と の連携を 強化し ていき ます。

●若者定住･福祉社会の実現
■

■

高齢者がスポーツ によ り 生き がいを 持っ て楽し める 環境づく り に取り 組むこ と で健康寿

命の延伸に寄与でき ます。

みえ松阪マラ ソ ン への参画を 通じ て 、 若者も 高齢者も 一緒になっ て松阪市への愛着と 誇

り を 醸成する こ と ができ ます。

横断的取組
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⑤人権尊重・ 多様性社会の推進

■ 現　 　 状

●

●

●

あら ゆる 差別を なく すために人権啓発に取り 組んでいますが、様々な人権問題が発生し ています。

性別や国籍等を 理由に不利な立場に置かれる 場合があり ます。

自死問題は、 深刻な社会問題と なっ ています。

■ 課　 　 題

●

●

●

幅広い年齢層に効果的・ 効率的な啓発を 行う ために、 様々な方法や機関が連携し て人権啓発

活動を 行う 必要があり ます。

性別、 国籍等に関係なく 誰も が活躍でき るよ う 、 多様性を 認める環境づく り が必要です。

誰も が自死に追い込まれない環境づく り が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

人権が尊重さ れ多様な生き 方が1 0 0 ％認めら れるまち
　 市民一人ひと り の人権が尊重さ れ性別、 年齢、 障がいの有無、 国籍・ 文化や社会背景、 性的指向・

性自認などに関わら ず、 全ての人が自分ら し く 生き ら れる地域社会の実現を めざし ます。

■ 関連計画

●

●

●

●

●

松阪市人権施策基本方針

松阪市人権施策行動計画

松阪市男女共同参画プラ ン

松阪市人権教育基本方針

松阪市自死対策推進計画

■ 主な取組

●

●

●

●

人権意識の高揚のため、 講演会等を 開催し ます。

外国人住民への母語によ る 相談・ 情報提供などを 行います。

各種団体・ 企業などの政策・ 方針決定過程への男女共同参画を 進めます。

人権擁護や自死予防などのための相談体制の整備、 連携、 周知を 図り ます。

市民ができ るこ と
◆

◆

お互いの人権を 尊重し 、 みんなで差別を なく し まし ょ う 。

男女共同参画社会への理解を 深めまし ょ う 。

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

人権が尊重さ れている社会になっていると 感じ る
市民の割合

3 3 .1 % 8 5 .0 %

市役所利用者の通訳満足度 － 7 0％

家庭生活において男女の地位が平等になっている
と 思う 市民の割合

2 8 .7 % 5 0 .0 %
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５ ． 安全・ 安心な生活 【 防犯・ 防災】

①交通安全対策の充実

■ 現　 　 状

●

●

●

●

●

交通量の多い危険な通学路があり ます。

事故の多い交差点があり ます。

2 0 2 3（ R5 ）年までの５ 年間で 、 人口 1 0 万人以上の都市の中で 、 1 0 万人当たり の交通事故死者数

ワースト 1 0 位内に３ 回入っ ている 極めて厳し い状況です。

市民意識調査によ る と 、 2 9 .4 ％の市民が「 交通マナーが悪い」と 思っ ています。

直近５ 年間の交通事故死者の約７ 割が高齢者です。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

●

歩行者等が安全に通行でき る歩行スペースの確保が必要です。

視認性の向上など、 交差点の改良が必要です。

交通事故撲滅に向け、 効果的な交通環境の整備が必要です。

地域と 連携し 、 地域の状況に応じ た交通安全対策が必要です。

交通ルールの遵守と 交通マナーの向上を 図る 必要があり ます。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

交通事故死者ゼロのまち
　 こ ども や高齢者等が安心し て通行でき る道路の整備を進め、 地域や行政、 関係機関が一体と なっ て

連携し 、 様々な交通安全対策に取り 組みます。

■ 関連計画

●

●

●

松阪市通学路交通安全プロ グラ ム

松阪市安全で安心なまち づく り の推進に関する 行動計画

松阪市都市計画マスタ ープラ ン

■ 主な取組

●

●

●

●

●

●

交通事故が多発し ている 道路や交差点における 区画線の引き 直し 等、 道路の安全性を 高める

整備を 進めます。

松阪市通学路交通安全プ ロ グラ ムに基づく 合同点検を 継続し 、 ハード 対策・ ソ フ ト 対策の両

面から 通学路の安全対策を 図り ます。

交通量の多い通学路では、 路肩の拡幅や歩道の新設などの道路整備を 進めます。

地域と 連携し ながら 、 こ ど も から 高齢者まで、 全ての年代に応じ た交通安全教育及び対策を

実施し ていき ます。

高齢ド ラ イ バー向けの安全運転講習を 実施し ていき ます。

交通ルールの遵守と 交通マナーの向上を 推進する啓発活動を 実施し ていき ます。

交通事故発生場所や概要等を 可視化し ていき ます。N ew ! !
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再定義の視点
◆

◆

通学路や歩行空間の整備は安心し て子育てができ る まち につながっ ています。

学校関係者や地域住民が参加する 松阪市通学路交通安全プ ロ グラ ムを 通じ て安全意識の向上

につながっ ていき ます。

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

地域の交通事情を よ く 理解し 、 自他と も の安全を 守る 意識を 持ちまし ょ う 。

自転車に乗る時はヘルメ ッ ト を 着用する など、 自主的な交通安全対策に取り 組みまし ょ う 。

交通安全教育指導員「 と まと ーず」によ る 交通安全教室に積極的に参加し まし ょ う 。

● 数 値 目 標 ●

●公民連携の推進
■

■

通学路交通安全プ ロ グラ ムは学校関係者や警察、 地域住民が合同で現場確認を 行っ てお

り 、 今後も 継続し ていく こ と で、 ハード ・ ソ フ ト 両面の対策において連携し て推進し て

いき ます。

松阪市交通安全サポート 事業所と の連携を 強化し ていき ます。

●若者定住･福祉社会の実現
■ 歩行環境の整備により 、 全ての市民が安全かつ快適な移動ができ ます。

横断的取組

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

通学路の安全対策（ グリ ーンベルト 等の路面標示・
転落防止柵等の設置）

4 路線 1 2 路線

通学路における 路肩拡幅又は歩道整備完了路線 0路線 3路線

交通安全教室延べ参加者数 1 2 ,6 1 2 人 1 9 ,0 0 0 人

交通事故死傷者数（ 1 月～1 2 月） 3 1 7 人 2 7 0 人

交通マナーが悪いと 感じ る 市民の割合 29 .4 % 2 5 .0 %

交通安全対策に対する 市民満足度 2 .7 3 /5 2 .8 5 /5

― 81 ―



第３ 章　 基　 本　 計　 画

５ ． 安全・ 安心な生活 【 防犯・ 防災】

②防犯対策と 消費者保護の充実

■ 現　 　 状

●

●

●

●

●

2 0 2 3（ R5 ）年市内で発生し た刑法犯認知件数は 8 2 6 件と なり 、 平成1 4 年以降続いていた減少傾

向から 増加に転じ まし た。

特殊詐欺被害が被害件数・ 金額と も に大幅な増加と なっ ています。

「 自分だけは騙さ れない。」と いう 市民の意識を 変えていく 必要があり ます。

複雑かつ巧妙化する 悪質商法によ る 消費者被害、 消費者ト ラ ブルが増加し ています。

消費者被害、 消費者ト ラ ブルに関する 知識、 情報共有が十分ではあり ません。

■ 課　 　 題

●

●

●

自主防犯パト ロ ール活動は地域の安全確保において重要な役割を 果たし ていますが、 活動団

体が増えないこ と や、 高齢化等による 地域防犯の担い手不足などが課題です。

松阪市の高齢化率が3 0 ％を 超える 中、 高齢者を 狙っ た犯罪が増加し 、 多様化し ています。 高

齢者への地道な啓発が求めら れています。

市民の消費者意識の向上、 消費者被害情報の共有、 相談体制の充実・ 強化が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

犯罪・ 悪質商法による被害者ゼロのまち
　 警察や自主防犯パト ロール活動団体などの関係機関等と 連携し 、 防犯に関する教育・ 啓発活動を促

進するこ と により 、 市民一人ひと り の防犯意識の向上を図ると と も に、 防犯設備の充実により 、 犯罪

の起こ り にく いまちづく り を推進し ます。 また、 近年増加し ている悪質商法については、 消費生活相

談の充実・ 強化により 持続的な消費者啓発を行う など、 被害件数の減少に取り 組みます。

■ 関連計画

● 松阪市安全で安心なまち づく り の推進に関する 行動計画

■ 主な取組

●

●

●

●

●

●

●

出前講座（ 防犯対策）を 積極的に実施し ていき ます。

ホームページ等で実際に市内で起こ っ た事案を 公開し 注意を 促し ます。

防犯カ メ ラ の設置費用等を 補助し 、 地域の防犯や治安の向上を 図り ます。

犯罪被害者等に対し 、 関係機関と 連携し 支援を 実施し ます。

防犯意識の向上に取り 組み、 地域や関係団体と と も に防犯対策を 進めます。

消費生活センタ ーの相談体制の充実・ 強化や出前講座に取り 組みます。

消費者ト ラ ブル等の啓発情報を SN Sで発信し ます。

特殊詐欺などの被害を 防止する ため被害防止機器の普及を 図り ます。

N ew ! ! 若者・ 福祉
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5.  安全・ 安心な生活

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

◆

学校、 保護者、 地域などの協働による タ ウン ウオッ チン グを 実施し まし ょ う 。

自主防犯パト ロ ール活動を 積極的に行い、 地域の犯罪抑止に努めまし ょ う 。

身近な人と 情報共有する こ と によ り 地域全体で消費者被害を 防ぎまし ょ う 。

松阪市のSN Sを フ ォ ローし て最新の被害手口情報を 取得し まし ょ う 。

● 数 値 目 標 ●

●公民連携の推進
■ 自主防犯パト ロ ール活動団体と の連携を 強化し ていき ます。

●若者定住･福祉社会の実現
■ 複雑かつ巧妙化する 悪質商法に十分理解、 対応する こ と が困難な高齢者に対し て 、 最新

の悪質商法の情報提供や被害時の相談窓口の案内を 出前講座によ り 実施し ます。

横断的取組

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

出前講座件数（ 防犯対策） 10 件 15 件

）月21～月１（）盗車転自（数件知認犯法刑 1 1 0 件 9 0 件

特殊詐欺件数（ １ 月～1 2 月） 32 件 5 件

消費生活センタ ー解決度 9 9 .4％ 9 9 % 以上

消費生活センタ ー相談件数 1 ,4 4 7 件 1 ,5 0 0 件
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５ ． 安全・ 安心な生活 【 防犯・ 防災】

③防災・ 危機管理対策の充実

■ 現　 　 状

●

●

●

●

●

●

気象災害は頻発化・ 激甚化し 、 南海ト ラ フ 地震の発生確率も 高まっ ています。

大規模災害の発生に向けて実効性のある 訓練が十分行われている と はいえません。

災害の激甚化や避難者の多様化によ り 、 要配慮者への支援や避難所の充実が求めら れています。

市民の災害に対する 危機感が高まっ ています。

消防水利、 消防施設の適切な維持管理や、 消防団員を 適正に配置する ため、 分団の統合を 進めて

います。

消防団員数が定数に達し ていない状況です。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

●

●

●

●

●

災害によ る 被害を 最小限に抑える ため、 自助、 共助、 公助の重要性を 啓発し 、 市民の防災意

識の高揚と 防災対策を 進めるこ と が求めら れます。

自主防災組織や消防団など、地域における 防災体制の強化と 実効性のある 訓練の実施が必要です。

要配慮者への支援や避難所の備蓄、 資機材の充実が求めら れます。

古い建物の倒壊によ る被害を 抑えるため、 減災対策が求めら れます。

災害に対し 消防団と 市民が一体と なり 、 対応するこ と が必要です。

災害時における 要配慮者の安全確保が求めら れています。

消防団の組織力を 低下さ せないよ う 、 地域に応じ た組織の再編が求めら れています。

被雇用者が入団し やすく 、 消防団活動がし やすい環境づく り への取組が必要です。

消防団員の確保・ 増員のため、 市民の理解や関心を 高めるこ と が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

災害による犠牲者ゼロのまち
　 自主防災組織や消防団を中心と し た地域防災体制の充実強化を 図ると と も に、 継続的な防災啓発と

防災教育に取り 組み、 災害に強い安全で安心なまちづく り に努めます。

■ 主な取組

●

●

●

●

●

●

●

●

市民の防災意識の高揚と 自主防災活動を 促進する ため、 自助・ 共助の重要性を ふまえた防災

啓発活動に取り 組みます。

自主防災組織や消防団と 協力し 、 地域特有の実災害を 想定し た実効性のある 防災訓練の実施

に取り 組みます。

防災情報を 迅速に伝えら れるよ う 通信設備の維持や防災無線の機能強化に取り 組みます。

建物倒壊被害を 無く すため耐震診断や危険建物の補強撤去を 推進し ます。

避難支援など要配慮者に寄り 添っ た防災対策に取り 組みます。

住民自治協議会と と も に、 地域特有のハザード を 踏まえた地区防災計画の策定を 進めます。

消防団員が地域の防災訓練など に参加し て、 市民の防災意識や自主防災活動能力の向上を 図

り ます。

消防団によ る要配慮者に寄り 添っ た災害支援対策に取り 組みます。

地域の特性に応じ た消防施設など の適切な維持管理や、 消防団員を 適正配置する ため、 分団

の統合を 進めます。

N ew ! !

若者・ 福祉

若者・ 福祉
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5.  安全・ 安心な生活

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

◆

正確な防災情報の取得を 心がけまし ょ う 。

住宅の耐震化、 家具固定、 備蓄品確保など、 自ら を 守る 防災対策を し まし ょ う 。

地域の防災訓練等の自主防災活動に積極的に参加し まし ょ う 。

消防団に入団し まし ょ う 。

●

●

事業所に勤務時間中の消防団活動への便宜や従業員の入団促進など の一層の理解と 協力を 求

め、 新たな消防団協力事業所の認定を 進めます。

市民に消防団活動への理解や関心を も っ ていただける よ う 積極的な啓発活動や情報発信を 行

います。

■ 関連計画

●

●

●

松阪市地域防災計画

松阪市国民保護計画

松阪市耐震改修促進計画

再定義の視点
◆ 地区防災組織の行う 防災訓練は市民活動の活性化にも つながっ ています。

●公民連携の推進
■

■

■

■

民間施設と 津波避難場所の協定を 結ぶこ と でより 多く の方が避難でき ます。

民間業者と 支援物資の協定を 結ぶこ と で災害時の物資調達が可能になり ます。

民間福祉施設と 協定を 結ぶこ と で複数の福祉避難所が設置でき ます。

消防団協力事業所へ地元の防災訓練への参画を 働き かける こ と で 、 地域の防災力の強化

に大き な効果を も たら せます。

●若者定住･福祉社会の実現
■

■

福祉避難所の設置や避難支援により 要配慮者も 安心し て避難する こ と ができ ます。

消防団員が地元小中学校に訪問し 、 防災訓練や避難訓練を 通じ て 、 防災意識の向上と こ

ど も たち の地域を 守る 気持ち を 育むこ と が、 次世代の消防団員の確保につながり 、 それ

が将来の若者定住にも つながり ます。

横断的取組

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

災害に対する備えをし ている人の割合 3 7 .7％ 5 0 .0 %

市の防災対策に関する満足度 2 .9 0 ／5 3 .0 0 ／5

住民自治協議会における地区防災計画の策定率 1 6 .3％ 3 4 .9 %

消防団員数 1 ,2 0 3 人 1 ,2 5 0 人

消防団協力事業所の認定数 3 0 事業所 3 4 事業所
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５ ． 安全・ 安心な生活 【 防犯・ 防災】

④浸水対策の充実

■ 現　 　 状

●

●

近年、 気候変動に伴う 台風の大型化や集中豪雨の頻発化、 都市化の進展によ る 浸水被害が常態化

し ており 、 早急な対策が必要と なっ ています。

雨水排水ポン プ場は、 適正な運転ができ る 状態を 維持する ため、 計画に基づき 定期的な更新や修

繕を 行っ ていますが、 施設の老朽化が進んでいます。

■ 課　 　 題

●

●

老朽化し ている 雨水排水ポンプ場施設を 更新する必要があり ます。

浸水被害の軽減に向けて、 河川改修と 雨水排水対策の整備が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

床上浸水被害ゼロのまち
　 中小河川の改修や市街地の雨水対策を総合的に進めるこ と 及び雨水排水ポンプや樋門の適正な管理、

運転などにより 浸水被害から 市民を守ると と も に、 安全・ 安心な生活が確保さ れたまちをめざし ます。

■ 主な取組

●

●

●

河川改修による 堤防の強化、 河道掘削、 堤防・ 護岸などの整備を 進めます。

雨水排水ポンプ場施設の整備と 更新を 計画的に進めます。

特定都市河川（ 中村川、 赤川）及び県河川の浸水対策を 国・ 県等と 連携し て進めます。

●公民連携の推進
■

■

地域に設置さ れている 雨水排水ポン プ場施設の操作や管理、 また水防訓練を 通じ て、 水

防への意識を 高めます。

流域内のすべての関係者が連携し 雨水の流出を 抑制する こ と で 、 河川等の氾濫防止に役

立ちます。

●若者定住･福祉社会の実現
■ 浸水対策を 進める こ と によ っ て、 全て の市民が安心し て 暮ら せる ま ち づく り に役立ち

ます。

横断的取組

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

雨水排水ポンプ 及び樋門（ 1 5 施設）の大雨時の稼
働率

1 0 0 % 1 0 0 %

雨水排水施設（ ６機場）の大雨時の稼働率 1 0 0 % 1 0 0 %

準用河川甚太川河川改修工事の整備率 0％（ 0ｍ） 1 0 0％（ 2 0 0ｍ）
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5.  安全・ 安心な生活

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

ハザード マッ プを 見て、 事前に避難場所の確認を し まし ょ う 。

河川及び雨水排水路の清掃活動に参加し まし ょ う 。

家屋の浸水が予測さ れる 時は、 事前に土のう などを 準備し まし ょ う 。

再定義の視点
◆

◆

◆

土砂災害対策は、 防災・ 危機管理対策の充実につながっ ています。

流域治水の自分事化を 進めるこ と は、 防災・ 危機管理対策の充実につながっ ています。

改修工事によ り 河道を 拡幅する こ と で開放的な景観が形成さ れ、 河川に対する 美化意識に寄

与し ます。
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第３ 章　 基　 本　 計　 画

６ ． 快適な生活 【 生活基盤の整備】

①自然と 生活の環境保全

■ 現　 　 状

●

●

二酸化炭素等温室効果ガスが大量に大気中に放出さ れるこ と による地球温暖化が進行し ています。

地球温暖化が原因と 考えら れる 気候変動の影響によ る 豪雨の増加、 大型台風の発生など によ

る 気象災害の影響が懸念さ れています。

■ 課　 　 題

●

●

一人ひと り が環境問題を「 自分のこ と 」と し て捉え、 行動し ていく 必要があり ます。

環境負荷の少ないエネルギー施策について 、 再生可能エネルギーの導入・ 推進、 省エネ対策

など、 取組を 更に推進し ていく 必要があり ます。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

市民一人ひと り が環境負荷を減ら し「 う るおいある豊かな環境」をめざすまち
　 一人ひと り が環境問題を「 自分のこ と 」と し て捉え、「 う る おいある 豊かな環境」の保全と 創造に向

けて意識を 高め、 行動し ていく ムーブ メ ン ト が、 家族に地域に、 まち 全体に波及し ていく こ と で、

めざす姿の実現につながっ ていき ます。

■ 関連計画

●

●

●

松阪市環境基本計画

松阪市地球温暖化対策実行計画

松阪市ゼロ カ ーボン ビジョ ン

● 数 値 目 標 ●

■ 主な取組

● 啓発や事業者の取組PR等により 、 環境保全意識の高揚を 図り ます。

公共施設のLED 化や公用車のEV 化により エネルギー使用量削減を 図り ます。

再生可能エ ネルギーの導入拡大を 図る ため、 住宅や工場等への太陽光発電、 蓄電池等の導入

を 支援し ます。

N ew ! !

N ew ! !

公民連携

項　 　 　 目 現状（ 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

温室効果ガス排出量（ 市全域）R1 2（ 2 0 3 0 ）年まで
に4 7％削減※基準年H2 5（ 2 0 1 3 ）年

1 ,2 5 4 .8千ｔ -CO 2

（ R3 ）※基準年から
1 7 .4％減

9 5 4 .9千ｔ -CO 2

※基準年から
37 .1％削減

公共施設のLED 化（ R1 2（ 2 0 3 0 ）年までに1 0 0％）
6 6 施設（ R5累計）

3 0 .6％
累計2 1 6 施設

（ 1 0 0 % ）達成

公用車のEV化（ R1 2（ 2 0 3 0 ）年までに1 0 0％）
4 台（ R5 累計）

3 .0％
累計7 9 台

（ 5 9 .4％）達成
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6.  快適な生活

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

◆

一人ひと り が環境問題を「 自分のこ と 」と し て捉え、 環境に負荷を かけない生活に転換し てい

き まし ょ う 。

節電や節水、 自転車等の利用など、 身近な省エネ行動を 実践し まし ょ う 。

宅配便はなるべく 1 回で受け取り まし ょ う 。

環境や脱炭素に関するさ まざまなイ ベン ト に参加し まし ょ う 。

●公民連携の推進
■

■

市内事業者、 民間団体と の連携を 強化し 環境保全意識の高揚・ 啓発を 図り ます。

企業等と の連携を 推進し 、 さ まざまな脱炭素化施策に取り 組みます。

横断的取組
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６ ． 快適な生活 【 生活基盤の整備】

②資源循環型社会の推進

■ 現　 　 状

●

●

●

ご みを 取り 巻く 環境分野における 社会情勢は、 脱炭素化の動き の加速化など 大き く 変化し て

います。

近年のごみ量はほぼ横ばいで推移し ており 、 資源化量は減少傾向と なっ ています。

不法投棄については、 毎年廃棄家電等が一定量発生し ています。

■ 課　 　 題

●

●

●

市民意識調査を も と に、 市民ニーズを 的確に把握し たごみ減量施策が重要です。

ナッ ジ等を 活用し た新たな 3 Rの啓発や、 行政と 民間が連携し た資源化の促進に取り 組むこ と が

必要です。

不法投棄・ ごみ持去り 防止のために、 広域的かつ効果的な監視パト ロ ールや啓発手法を 取り

入れる必要があり ます。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

ムダなく 資源が循環し ているまち
　 脱炭素につながる 豊かな暮ら し の中で、 限り ある 資源を 効率的に活用し 、 持続可能な形で循環さ

せて利用する こ と で、 1 0 年後も う る おいのある 豊かな環境につつまれる ま ち であり 続ける こ と を

めざし ます。

■ 関連計画

●

●

●

●

●

松阪市環境基本計画

松阪市ゼロ カ ーボン ビジョ ン

一般廃棄物( ごみ) 処理基本計画

新最終処分場基本構想

松阪市循環型社会形成推進地域計画

■ 主な取組

●

●

●

●

●

新最終処分場における 埋立処分開始に合わせて焼却灰等の資源化に取り 組み、 脱炭素社会の

形成に寄与し ます。

ごみ減量・ 3 R推進（ ３ 切り 運動、 3 0 1 0 運動等）や環境教育等に取り 組みます。

不法投棄・ ごみ持去り 防止の監視パト ロ ールの強化と 啓発を 行います。

家庭系ごみの削減（ 生ごみ堆肥化等）の多角的な啓発に取り 組みます。

食品ロス削減について食品事業所等と 連携体制の構築を 図り 、 啓発に取り 組みます。

N ew ! !

公民連携
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第３ 章    基 本 計 画
6.  快適な生活

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

◆

野菜や魚の生ごみは、 でき るだけ水分を 切っ て捨てまし ょ う 。

不用になっ てし まっ たも のを すぐ には捨てず、 人に譲る など活用する 方法を 考えまし ょ う 。

外出先ではごみを 持ち帰り 、 自宅で分別し て捨てまし ょ う 。

使い捨てプラ スチッ ク の使用を なるべく 減ら し まし ょ う 。

再定義の視点
◆ 家庭での一人ひと り が取り 組むごみの減量化は、 温室効果ガスの削減につながっ ています。

● 数 値 目 標 ●

横断的取組

●公民連携の推進
■ 生ごみ堆肥化や食品ロ ス削減に関し 、 市民グループを 支援し 、 民間事業者等と の連携を

強化し ていき ます。

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

資源化率（ 総ごみ量に対する総資源化量の占める割合） 9 .9 0 % 2 4 % 以上

家庭系ご み（ 集団回収を 含む）1 人1 日当たり のご
み排出量

6 8 0 g 6 4 6 g以下

市民意識調査に係る廃棄物（ ごみ）対策に対する満足度 3 .1 9 ／5 3 .3 0 ／5

最終処分量の減量 6 ,9 22 t 1 ,2 0 0 ｔ 以下／年度
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第３ 章　 基　 本　 計　 画

６ ． 快適な生活 【 生活基盤の整備】

③地域公共交通の充実

■ 現　 　 状

●

●

●

移動手段について困っ ている方は少数ですが、 市内に点在し ています。

市民の移動手段の大半は自動車です。

コ ミ ュ ニティ 交通の利用者数が減少する 一方で、 運行経費が増加し ています。

■ 課　 　 題

●

●

●

地域公共交通は利用者の減少やド ラ イ バー不足によ り 危機的状況にあり ます。

危機的状況の公共交通に対し て、 市民の関心が低いままです。

M aaS※や自動運転等様々なサービ スが新し く 立ち上がっ ており 、 検討が必要です。
※複数の交通手段を最適に組み合わせて、「 検索」「 予約」「 決済」等の行為を一括し て行えるサービス。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

気兼ねなく 利用でき る地域公共交通を みんなでつく る
　 路線バス等の地域公共交通は暮ら し の基盤サービ スである ため、 市民一人ひと り が公共交通を 活

用する こ と で、 サービ ス性の高い公共交通を みんなでつく っ ていき ます。

■ 関連計画

● 松阪市地域公共交通計画

● 数 値 目 標 ●

■ 主な取組

●

●

山間部の交通手段を 確保し ていき ます。

地域主体の交通と し て、 地域住民と 行政が協働し て整備する 交通手段である「 お出かけ交通」

を 推進し ていき ます。

現在のコ ミ ュ ニテ ィ 交通のサービ ス水準の維持を 目的と し て、 運賃の在り 方を 検討し ていき

ます。

利用促進のための啓発活動や運行情報の改善に取り 組みます。

IT 技術を 導入し 、 利用者数の増加や満足度アッ プを 図り ます。

N ew ! !

N ew ! !

N ew ! !

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

住民1 人あたり 公共交通機関年間利用回数 7 .1 6 回 8 回

路線バス年間利用者数 9 9 8 千人 1 ,1 3 6 千人

鈴の音バス（ 市街地循環線）地域負担率 2 8 .5 % 3 9 .9 %
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6.  快適な生活

市民ができ るこ と
◆ わたし たち の暮ら し を 支える 公共交通を 未来へ維持し ていく ために、 公共交通機関を 利用し

まし ょ う 。

再定義の視点
◆ 高齢者が意識的に公共交通機関を 利用いただく こ と で、 免許返納率が向上し 高齢者によ る 交

通事故を 未然に防ぐ こ と につながり ます。

●公民連携の推進
■ 国が実践する 自動車活用事業について、 タ ク シー協会と 協力し て検討を 進めます。

●若者定住･福祉社会の実現
■ 貴重な財源を 効果的・ 効率的に活用し 、 デマン ド バスやラ イ ド シェ アのよ う な運行形態

を 含めた多様な移動手段を 検討し 取り 組んでいく こ と によ っ て 、 免許を 持たない若者や

高齢者等のいわゆる交通弱者の移動手段の選択肢を 広げる こ と ができ ます。

横断的取組
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第３ 章　 基　 本　 計　 画

６ ． 快適な生活 【 生活基盤の整備】

④都市空間・ 住環境の整備

■ 現　 　 状

●

●

●

●

●

●

管理不全の空き 家等が増加し 、 周辺住民へ被害を 及ぼす可能性が高まっ ています。

市営住宅や付帯施設の老朽化が進んでいます。

人口減少などが進み、 空き 家・ 空き 部屋が増加し ています。

公園の休憩施設や遊具の老朽化が進んでいます。

世代交代等によ り 、 土地の境界が不明瞭になる 可能性が高まっ ています。

若者定住を 進める 上でも 、 まち の生活基盤の整備が求めら れています。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

●

空き 家所有者等の管理意識の改善や、 相続問題の解決、 費用負担の支援等が必要です。

耐用年数が過ぎた市営住宅は、 管理コ スト 削減のため用途廃止が求めら れています。

経年劣化により 、 老朽化し た公園施設の更新が必要と なり ます。

官有地を 適正に管理する 為に、 土地の境界を 明瞭にする 必要があり ます。

生活基盤整備のための雇用を 生む、 新たな産業用地の創出が必要と なっ ています。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

誰も が安心し て心豊かに暮ら せる魅力あるまち
　 人口減少や高齢化が進むなか、 安心し て居住ができ、 かつ、 松阪ら し い景観や地域の特性を 生か

し た都市空間・ 住環境を 整備するこ と で、 人々の活気があふれる まちの実現を めざし ます。

■ 関連計画

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

松阪市空家等対策計画

松阪市国土強靭化地域計画

松阪市公共施設等総合管理計画

松阪市公営住宅等長寿命化計画

松阪市都市計画マスタ ープラ ン

松阪市立地適正化計画

松阪市地域公共交通計画

「 豪商のまち 松阪」中心市街地土地利用計画

松阪駅西地区複合施設基本構想

松阪市景観計画

松阪市環境基本計画

■ 主な取組

●

●

●

●

●

●

●

●

空き 家等に関する 地域住民や所有者等から の相談の解決に努めます。

空き 家等の状態に応じ て利活用の推奨や除却の支援に取り 組みます。

市営住宅の集約化に向けて、 老朽化し た市営住宅から の住替えを 進めます。

宝塚団地・ 上川町団地の用途廃止（ 解体・ 除却）を 行います。

地区計画制度等の活用によ る既存集落や市内産業の活性化を 推進し ます。

松阪駅西複合施設整備に関し て民間事業者を 募集し ます。

松阪市公園長寿命化計画に基づき 、 公園施設の保全に努めます。

景観条例や景観計画に基づく 届出制度を 運用し 、 まち なみに適し た景観誘導に取り 組みます。

一筆地調査の推進により 民有地と 官有地の境界確認に努めます。

N ew ! !

公民連携
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第３ 章    基 本 計 画
6.  快適な生活

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

将来空き 家になら ないよ う に、 生前から「 住まいの終活」を 進めまし ょ う 。

公園を き れいに利用し まし ょ う 。

公園施設の不具合や危険箇所を 見つけたら 公園の管理者へ通報し まし ょ う 。

再定義の視点
◆

◆

◆

◆

◆

空き 家等の除却は、 地域の防災対策にも つながっ ています。

住替えによ る市営住宅の用途廃止によ っ て、 管理コ スト の縮減にも つながっ ています。

都市公園の整備によ り スポーツ と 連動し たまち づく り にも つながっ ています。

文化的景観を 維持する こ と で、 地域の魅力が向上し 、 観光客の増加につながる こ と が期待さ

れます。

都市景観や自然環境を 保護する こ と で、 市の魅力を 高め、 観光客の増加につながる こ と が期

待さ れます。

● 数 値 目 標 ●

●公民連携の推進
■

■

空き 家対策の関係団体で構成する ネッ ト ワーク 組織と 連携し て空き 家無料相談会を 開催

し 、 所有者等の悩み事の解決につなげます。

管理運営など を 公民連携する こ と が、 市民のニーズに合っ た利便性の高い公園づく り に

役立ち ます。

●若者定住･福祉社会の実現
■

■

■

空き 家等の利活用を 促進する こ と によ っ て、 若者定住にも つなげていき ます。

中・ 低層の耐火構造及び耐震性を 有し ている 市営住宅へ住替える こ と によ っ て 、 居住の

安定を 図るこ と ができ ます。

市民のニーズに沿っ た公園づく り を 進める こ と で 、 全ての市民にと っ て満足度の高い都

市空間を 提供する こ と ができ ます。

横断的取組

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

C判定空家等（ ※）の解消数（ 累計）
※住めない空家（ 居住するには建て替え又は相当な修繕等が必要）

6 0 軒 3 0 0 軒（ R9 ）

老朽化住宅から の住替え件数（ 累計） 8 2 戸 9 6 戸

宝塚団地・ 上川町団地の解体棟数（ 累計） 8 棟 2 2 棟

公園施設長寿命化工事の実施数 0 施設 3 1 8 施設
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６ ． 快適な生活 【 生活基盤の整備】

⑤道路等の整備

■ 現　 　 状

●

●

●

●

毎年の道路修繕及び道路に付属する設備等に対する 要望が2 ,0 0 0 件程度あり ます。

舗装面の老朽化が進み、 舗装の打替えが必要な道路があり ます。

橋り ょ う の老朽化が進み、 部材の経年劣化によ り 、 修繕が必要な橋り ょ う があり ます。

緊急車両等が侵入でき ない狭い道路があり 、安全で住みよいまちづく り の妨げと なっ ています。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

既存道路や付属する 設備等の維持修繕は、 地域のニーズを 踏まえながら 進めていく 必要があ

り ます。

市が管理し ている 道路は路線数が多く 延長も 長大である こ と から 、 計画的に道路舗装を 修繕する

必要があり ます。

橋り ょ う の損傷が進行する 前に、 修繕を 行い長寿命化を 図る 必要があり ます。

交通環境の向上や地域間連携を 強化する ため、 生活道路の改良が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

安全で快適な道路のあるまち
　 市民の生活に必要不可欠な生活基盤である 道路及び橋り ょ う の整備、 維持管理を 行う こ と により 、

市民が安全安心で快適な生活ができ る まち づく り を 進めます。

■ 関連計画

●

●

●

松阪市公共施設等総合管理計画

松阪市国土強靭化地域計画

松阪市橋梁長寿命化修繕計画

■ 主な取組

●

●

●

●

●

●

緊急輸送道路等、 重要な道路から 表層の打替え工事を 進めます。

狭あい道路の拡幅に伴い、 土地を 市へ寄附さ れた所有者等に対し て支援を 行い、 必要な用地

を 確保し ます。

橋り ょ う は予防保全的な修繕対策と 耐震補強対策の両輪で長寿命化を 進めます。

地域と 対話し ながら 利用状況に沿っ た道路整備に取り 組みます。

快適な道路環境を 確保する ため道路改良事業を 進めます。

自治体総合アプ リ（ 松阪ナビ ）での道路情報アプ リ を 活用し 、 修繕が必要な道路箇所を いち 早

く 修繕する こ と で予防保全に努め、 維持修繕コ スト の軽減を 図り ます。

N ew ! !
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6.  快適な生活

市民ができ るこ と
◆

◆

道路の破損や危険箇所を 松阪ナビ で投稿し まし ょ う 。

狭あい道路問題の解消のため、 後退用地の適切な維持管理又は寄附を し まし ょ う 。

再定義の視点
◆

◆

◆

◆

舗装を 打ち 換える こ と で、 車両の通行がスムーズになり 事故の軽減にも つながり ます。

緊急輸送道路を 整備する こ と で災害発生時に機能する 輸送ルート が確保さ れます。

狭あい道路を 拡幅するこ と は、 地域の防災対策にも つながっ ています。

道路網の整備によ り 企業誘致・ 連携の推進と 、防災・ 危機管理対策の充実につながっ ています。

● 数 値 目 標 ●

●公民連携の推進
■ 道路維持にかかる 危険箇所を 市内で活動し ている 郵便局や運搬事業者と 連携し 、 早期発

見を めざし ます。

●若者定住･福祉社会の実現
■ 狭あい道路を 拡幅し 、 市民が安全安心で快適な生活ができ る まち づく り を 進める こ と に

よ っ て、 若者定住や福祉社会への対応にも つなげていき ます。

横断的取組

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

舗装修繕延長 1 .3 km 5 .0 km

狭あい道路整備促進補助金　 補助件数（ 累計） 1 7 2 件 3 3 0 件（ R9 ）

２巡目点検に基づき対策が必要な橋りょう の修繕数
（ 累計）

0 橋 2 6 橋

道路整備の完成路線数 0 路線 6 路線
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６ ． 快適な生活 【 生活基盤の整備】

⑥上下水道の整備

■ 現　 　 状

●

●

●

●

水道水の供給開始から 7 0 年以上が経過し ているため、 水道施設の老朽化が進んでいます。

大規模地震への対応も 含めて老朽管更新と 耐震化の整備が求めら れています。

人口減少に伴う 水需要の低下やそれに伴う 給水収益の減少など によ り 、 事業運営は年々厳し

く なっ ています。

公共下水道の普及率は全国平均を 下回っ ています。

（ 全国8 1 .0 ％ R4 年度末 松阪市6 3 .1 ％ R5 年度末）

■ 課　 　 題

●

●

●

水道施設の老朽化に伴い、 今後は更新費用が増えていき ます。

人口減少などに伴い、 水道水の需要が減っ ていく ため施設の規模の見直し が必要です。

公共下水道事業を 推進する ためには、 多額の費用と 時間が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

災害に強い水道と 下水道の整備が進むまち
　 生活に直結する重要なラ イ フ ラ イ ン である 水道施設の耐震化を 進め、 災害によ る 施設被害を 最小

限にする こ と で給水を 早期復旧さ せる こ と や、 汚水を 適正に処理し て公共用水域の水質を 守る と と

も に、 雨水排水対策を 進める こ と で、 安定し た生活環境を 確保し ていく こ と を めざし ます。

■ 主な取組

●

●

●

●

水道管路の耐震化と 老朽管の更新を 進めます。

安全安心な水道水の安定供給を 行います。

水道施設（ 配水ポン プ場）の統廃合を 進めます。

公共下水道整備（ 汚水・ 雨水）事業を 進めます。

■ 関連計画

●

●

●

●

●

●

松阪市水道事業ビ ジョ ン

松阪市生活排水処理アク ショ ン プログラ ム

松阪市都市計画マスタ ープラ ン

松阪市国土強靭化地域計画

松阪市水道事業経営戦略

松阪市公共下水道事業経営戦略
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6.  快適な生活

市民ができ るこ と
◆

◆

水の大切さ を 認識し 、 水源を 守っ ていき まし ょ う 。

公共下水道が整備さ れたら 、 遅滞なく 下水道に接続し まし ょ う 。

再定義の視点
◆

◆

水道管路の耐震化や更新は災害被害を 最小限にと どめ、 市民生活の早期再建につながり ます。

水道管路の新設（ ループ化）や更新、 耐震化は、 大規模地震などの災害被害を 最小限にと どめ、

市民生活の早期再建につながる と と も に、 消火活動の迅速化にも つながり ます。

● 数 値 目 標 ●

●公民連携の推進
■ 避難所や医療施設へ応急給水を 行い、 必要に応じ て市民に応急給水栓や飲料用簡易水槽

等の管理、 給水袋の運搬の協力を 要請し ます。

●若者定住･福祉社会の実現
■

■

水道管路の耐震化や更新によ っ て、 安定し た水道水の供給ができ ます。

下水道の普及と 雨水排水対策により 、 公共用水域の水質と 生活環境が守ら れます。

横断的取組

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

水源の水質事故件数 0 件 0 件

基幹管路の耐震化率 3 9 .7 % 4 2 .1 %

下水道普及率 6 3 .1 % 6 3 .7 %

上水道の整備に対する市民満足度 3 .6 1 ／5 4 .0 0 ／5

下水道の整備に対する市民満足度 3 .2 4 ／5 3 .5 0 ／5
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第３ 章　 基　 本　 計　 画

７ ． 市民に寄り 添う 市役所 【 行政経営】

①行政サービスの充実

■ 現　 　 状

●

●

●

●

●

●

●

●

社会情勢の変化や多様化するニーズによ り 課題が増加し ています。

マイ ナン バーカ ード 交付率は8 0 .6 ％です。（ R5 年度）

社会全体がデジタ ル化さ れる 中で、 様々な方法が選択でき 、 便利で効率的なサービ スや行政

手続き に対する 需要が高まっ ています。

行政運営、事務事業の「 選択と 集中」によ る 質の高い行政サービ ス水準の維持が求めら れています。

市本庁舎には、 多い日で１ 日あたり 1 ,0 0 0 人を 超える 来庁者があり 、 およ そ半数が6 0 代以上

の方です。

公共施設の多く が老朽化し 、 利用上のリ スク が増えています。

ニーズや行政課題が複雑化する なか、 業務にやり がいを 持ち 柔軟かつ迅速に対応でき る 人材育

成が求めら れています。

年間を 通じ て時宜にあっ た様々な職員研修を 開催し 、 職員の資質向上に努めています。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

●

●

●

職員の政策形成能力の向上を 図り 、 多様化する 行政へのニーズに対応する 必要があり ます。

人口減少や超高齢社会に対応でき る よ う 、 市政方針を 明確にし 、 効果的な市政運営を 行う 必

要があり ます。

マイ ナン バーカ ード 交付率の更なる向上に努めます。

誰も が行政のデジタ ル化の恩恵を 受ける こ と ができ る よ う 、 デジタ ルデバイ ド（ イ ン タ ーネッ

ト やパソ コ ン 等を 利用でき る 者と 利用でき ない者と の間に生じ る 格差）に配慮し た、 人に優し

いデジタ ル化を 進める必要があり ます。

公共施設の安全の確保、 窓口配置や案内表示の見直し によ っ て安心し て利用でき る 庁舎環境

整備のため、 計画的な修繕が必要です。

人口減少が進む中で行政機能を 維持する ため、 安定的な人材の確保が必要です。

職員の資質と やり がいの向上に向け、 研修等を はじ めと する 効果的な人材育成に向けた取組

が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

簡単で便利な行政サービスの提供
　 ニーズが多様化する 中、 社会の変化に的確に対応し 、 だれも が「 簡単に・ 安心し て」利用でき る 行

政サービ スを 提供し ます。
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7 .  市民に寄り 添う 市役所

■ 関連計画

●

●

●

●

松阪市行財政改革推進方針2 0 2 1

松阪市デジタ ルト ラ ンスフ ォ ーメ ーショ ン（ D X）推進計画

松阪市人材育成基本方針

松阪市特定事業主行動計画

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

マイ ナン バーカ ード を 作り まし ょ う 。

コ ン ビニ交付を 利用し てみまし ょ う 。

電子申請を 利用し てみまし ょ う 。

■ 主な取組

●

●

●

●

●

●

多様化する 行政へのニーズに対応する ため、 ICT 技術を 取り 入れた遠隔窓口システ ムを 拡大

する など、 行政サービスを 効率化し 、 市民の利便性を 向上し ます。

マイ ナン バーカ ード の交付率を 上げる ため、個人や施設へ出向く 出張申請の強化に取り 組みます。

オン ラ イ ン 手続き の拡充、 書かない窓口の拡大など 市民にと っ て利便性の高い窓口サービ ス

の提供を 進めます。

公共施設のわかり やすい窓口配置や案内表示等の見直し によ り 、 利用者の利便性向上に取り

組みます。

職員採用機会を増やし 、システムエンジニアや社会福祉士などの専門職枠を設置すると と も に、

課題発見型イ ンタ ーン シッ プ等を 導入し 、 機会を と ら えて行政の仕事の魅力を 発信する など、

必要な職員の充足を 図っ ていき ます。

職員育成のため、 集合型やオン ラ イ ン 型等様々な形式での職員研修を 実施する と と も に、 業

務に対する やり がいの向上、 時間外勤務の削減や休暇を 取得し やすいなど の職場環境の改善

に向けた取組を 行っ ていき ます。

N ew ! !

●公民連携の推進
■ コ ン ビ ニと 行政ネッ ト ワーク 機能を 連携さ せた効率的な行政運営と 利便性の高いサービ

スを 更に進めていき ます。

横断的取組

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

市民意識調査の各政策満足度平均 2 .9 8 ／５ 3 .1 0 ／５

マイ ナンバーカ ード 交付率 8 0 .6％ 9 0 .0％

電子申請できる手続き の種類 1 5 1 手続き 3 5 0 手続き

再定義の視点
◆ 公共施設の照明LED 化や太陽光発電設備の設置は、 脱炭素化に大き く 寄与し ます。
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７ ． 市民に寄り 添う 市役所 【 行政経営】

②情報発信・ プロモーショ ンの充実

■ 現　 　 状

●

●

●

●

市民の多く は、 市政情報を 知る 手段と し て広報紙を 活用し ています。

ホームページやSN Sで市政情報を 発信し ていますが、 閲覧数やダウン ロ ード 数が伸び悩んで

います。

公文書の公開請求件数は年々増加傾向にあり 、 市民の市政への関心が高まっ ています。

審議会等の会議録の迅速な公開が求めら れています。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

●

全ての人にわかり やすく 効果的なより 良い広報紙と する 必要があり ます。

適切な時期にスピ ード 感を も っ て、 市政情報を 発信し ていく 必要があり ます。

市政への市民参加・ 参画を 促進する ため、 市民にわかり やすい情報の提供に努めていく 必要

があり ます。

市の保有する 個人情報の適正な取扱いを 徹底し 、 自己の個人情報を 管理する 権利の保障と 個

人の権利利益の保護を 厳正に行っ ていく 必要があり ます。

審議会等の会議の公開と 迅速な会議録の公表によ り 、 適時性のある 情報提供に努めていく 必

要があり ます。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

市民みんなが市政に関心をも ち参画するまち
　 市の情報を 積極的に提供・ 公開する こ と で、 市民に市政情報を お知ら せする と と も に、 市政への

参画を 促すまち を めざし ます。

■ 主な取組

●

●

●

●

●

●

効率的で効果的な広報紙の発行により 、 より 多く の市政情報を 提供し ます。

誰も が情報を 見つけやすく わかり やすいホームページを 構築し ます。

迅速に情報発信する ツールと し て、 SN Sなどを 積極的に活用し ます。

市の保有する行政情報の公開と 情報提供施策を 積極的に推進し ます。

個人情報を 適正に管理し つつ、 個人の権利利益を 保護し ます。

審議会等の会議を原則公開のも と 積極的に公開すると と も に、迅速な会議録の公表に努めます。

■ 関連計画

●

●

●

松阪市デジタ ルト ラ ンスフ ォ ーメ ーショ ン（ D X）推進計画

情報提供の推進に関する 要領及び運用方針

審議会等の公開に関する 指針及び運用方針
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●若者定住･福祉社会の実現
■ 情報発信を 充実する こ と によ り 、 多く の方に松阪市に関心を も っ ていただき 、 関係人口

を 増加さ せて、 将来的に移住定住につなげます。

横断的取組

市民ができ るこ と
◆ 市政に関心を 持ち 、 積極的に市政運営に関わり まし ょ う 。

再定義の視点
◆ 観光客を 誘客する こ と によ り 、 地域の活性化を 図り ます。

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

市ホームページにおける月平均閲覧数 2 1 9 ,9 0 6 件 2 2 0 ,0 0 0 件

松阪ナビ ダウンロード 数 3 1 ,6 4 2 D L 4 5 ,0 0 0 D L

情報公開・ 情報提供に対する市民満足度 2 .9 5 ／５ 3 .1 0 ／5
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７ ． 市民に寄り 添う 市役所 【 行政経営】

③健全な財政運営

■ 現　 　 状

●

●

●

●

●

人口減少等によ り 、 今後税収などの歳入の増加は見込みにく い状況です。

キャ ッ シュ レ ス決済など多様な納税方法によ り 、 納付し やすい環境の整備を 行っ ています。

厳し い経済情勢などの理由によ り 、 市税以外の未収債権が発生し ています。

公共施設の老朽化が進んでおり 、 今後、 維持・ 修繕費用が財政の大き な負担と なる こ と が予

想さ れます。

高齢化が進み、 医療費や介護費など社会保障費の増加が見込まれます。

■ 課　 　 題

●

●

●

物価高の影響によ り 、 経済や市民生活への打撃がある なか、 税負担の公平性と 市税の安定確

保のためには納税環境の整備を 行う こ と が重要です。 同時に、 滞納者の状況を 適切に把握し 、

配慮し ながら 滞納整理事務に努めていく 必要があり ます。

公共施設の維持・ 修繕にかかる 財政負担を 考える と 、 公共施設のト ータ ルコ スト を 大幅に削

減する必要があり ます。

カ ーボン ニュ ート ラ ル、 防災・ 減災、 こ ど も 子育てなど の新たな課題に対応する 必要がある

中で、 限り ある 経営資源を 適正に配分する ために、「 選択と 集中」によ る予算編成が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

健全で柔軟に対応する財政運営
　 安定的な歳入の確保に努め、 限り ある 経営資源を 適正配分し 、 効果的で健全な財政運営を めざし

ます。

■ 関連計画

●

●

●

松阪市中期財政見通し

松阪市公共施設等総合管理計画

松阪市行財政改革推進方針2 0 2 1

■ 主な取組

●

●

●

●

●

●

●

口座振替の推奨や広報・ 啓発活動を 行い、 納期内納付率の向上を 図り ます。

キャ ッ シュ レ ス決済など納税者の納付機会を 拡大し 、 納付し やすい環境づく り に努めます。

滞納処分など を 引き 続き 強化し 、 市税及び税外債権の収入増加に取り 組むと と も に、 ふる さ

と 応援寄附金や収益事業である 競輪事業などにより 自主財源を 確保し ます。

民間事業者の意見や新たな事業提案の把握を 行う ため、 サウン ディ ン グ型市場調査等を 実施

し ます。

将来負担を 見据えた計画的な起債発行に努め、 財源と し て有効な活用を 図り ます。

PD CA サイ ク ルを取り 入れた施策評価システムと 連携し 、 評価結果を 予算へ反映さ せます。

自己診断ツ ールや研修の活用、 デジタ ル化の推進によ り 業務の効率化を 図り ます。N ew ! !

公民連携

公民連携
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市民ができ るこ と
◆

◆

公的な負担に対し て理解を 深めまし ょ う 。

松阪市の財政状況を 理解し まし ょ う 。

● 数 値 目 標 ●

再定義の視点
◆

◆

施策評価のPD CA サイ ク ルと 連動し た予算編成を 行う こ と で、 全事業を 検証し 適切な財政運

営につながっ ています。

公用車を EV 化するこ と で、 ゼロカ ーボン シティ の実現に寄与し ます。

●若者定住･福祉社会の実現
■ 公平公正な税の賦課・ 徴収を 遂行し 、 適正に予算配分・ 執行するこ と によ り 、 将来に渡っ

て安定的な財政運営を 行う こ と ができ 、 市民生活の向上につながり ます。

横断的取組

項　 　 　 目 現状（ 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

市税の現年度課税の収納率 9 8 .7 9 %（ R5 ） 9 8 .9 0 %

公共施設ト ータ ルコ スト 削減目標に対しての達成率 1 5 .4％（ R5 ） 2 5 .4％

市債残高（ 一般会計）※臨時財政対策債を除く 2 6 3 億円（ R4 ） 2 6 3 億円以下
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第４ 章　 地方創生総合戦略

人口ビジョ ン１

　 2 0 1 5（ H2 7 ）年度に策定し た松阪市ま ち・ ひと ・ し ごと 創生総合戦略及び2 0 2 0（ R2 ）年度に策定

し た地方創生総合戦略に基づき 人口減少対策への取組を 行っ てき まし たが、 人口減少に歯止めがか

かっ ていない状況にあり ます。 また、 こ れまで分析を 行っ てき た内容から も、 更なる 自然減対策及

び社会減対策の両方の取組が必要であるこ と が分かり ます。

■1.  人口の将来展望

　 本市の直近の人口の推移は、 自然減（ 死亡数が出生数よ り も 多い）かつ社会減（ 転出者数が転入者

数よ り も 多い）の状態と なっ ています。 なかでも 、 社会減はこ こ 数年拡大幅が大き く 、 自然減は出

生数の低下によ り 拡大傾向にあり ます。

　 こ こ では、自然減対策と 社会減対策を 講じ た場合、人口減少を どの程度抑制でき る かの試算を 行い、

めざすべき 人口の将来展望を 提示し ます。

❶ めざすべき 人口の将来展望

　 こ のまま国立社会保障･人口問題研究所の推計のと おり に推移し た場合、 人口減少は大き く 進み、

2 0 5 0（ R3 2 ）年には1 1 7 ,8 3 9 人と 、 2 0 2 0（ R2 ）年と 比べ7 4 .0 ％にまで減少する こ と が見込まれます。

2 0 2 0（ R2 ）年度に策定し た地方創生総合戦略の将来展望から 考える と 、 更に人口減少が進んだ推計

と なっ ています。

　 今後自然減対策及び社会減対策を 講じ る こ と によ り 、 合計特殊出生率や転出超過数が改善さ れた

場合には、 2 0 7 0（ R5 2 ）年には約9 2 ,0 0 0 人を 確保でき る と 見込まれます。

❷ 人口の展望

　 人口の将来展望を 示すためには、「 合計特殊出生率」と「 転出超過数」を 設定する 必要がある こ と か

ら 、 以下のよ う な条件で仮定を し まし た。

〈 将来展望における試算の仮定について〉

　 こ の2 0 年間の合計特殊出生率の中で最高値であっ た1 .5 5 に 2 0 3 3（ R1 5 ）までの1 0 年間で達し 、

以後それを 維持する 設定と し ます。

●合計特殊出生率について

　 空家バン ク 等の取組によ り 、 転出超過数を 計画期間終了の2 0 2 7（ R9 ）に 3 5 0 人ま で に抑制し 、

以後その水準を 維持する 設定と し ます。

●転出超過数について

■人口の将来展望における設定値

年
2 0 2 5
（ Ｒ7）

2 0 3 0
（ Ｒ1 2）

2 0 3 5
（ Ｒ1 7）

2 0 4 0
（ Ｒ2 2）

2 0 4 5
（ Ｒ2 7）

2 0 5 0
（ Ｒ3 2）

2 0 5 5
（ Ｒ3 7）

2 0 6 0
（ Ｒ4 2）

2 0 6 5
（ Ｒ4 7）

2 0 7 0
（ Ｒ5 2）

合計特殊出生率 1 .3 6 1 .4 8 1 .5 5 1 .5 5 1 .5 5 1 .5 5 1 .5 5 1 .5 5 1 .5 5 1 .5 5

転出超過数（ 1 年） 3 9 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0
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　 こ れまでの分析などを 踏まえると 、 本市の状況はおおむね以下のよう な状況にあり ます。

　 人口動向を 見る と 、 自然増減は、 2 0 1 0（ H2 2 ）年以降は出生数が死亡数を 下回る 自然減に転じ て

おり 、 減少数は拡大傾向にあり ます。 ま た、 社会増減も 、 2 0 0 8（ H2 0 ）年以降はおおむね転出者数

が転入者数を 上回る社会減の状態にあり ます。

　 自然減の要因と し ては、 合計特殊出生率は2 0 0 5（ H1 7 ）年以降おおむね上昇傾向にあっ たも のの、

近年下降傾向にあり ます。

　 社会減の要因と し ては、 県南部の市町から の人口流入がある 一方で、 県北中部や愛知県など への

人口流出が続いています。

　 人口減少対策に取り 組み、 自立的かつ持続的な地域を 維持し ていく ためには、 全市民及び関係者

が人口減少の現状や課題を 正し く 認識し 、 めざ すべき 方向性を 共有し た上で様々な取組を 進めてい

く 必要があり ます。

　 こ のため、 本市は、 引き 続き 次に示す人口の自然減対策及び社会減対策の両方を 同時並行的に着

実に推進し ていく こ と と し ます。 また、 こ れら の取組を 進めていく 上では、 行政はも と よ り 、 市民

だけでなく 県や国を はじ め、 本市に関わり のある 全ての関係者が協働で取り 組む必要があり ます。

❸ 対策の方針

○

○

結婚や出産、 子育て に対する 様々な 希望がかな い、「 子育て する なら 松阪」と 選ばれる よ う な、

こ ども を 安心し て産み育てら れる社会の実現を めざし ます。

子育てと 仕事が両立でき る 、 仕事と 生活のバラ ン スが取れた社会の実現を めざし ます。

【 自然減対策の方針】

○

○

若者や女性を はじ め様々な人が活躍でき 、 いき いき と 働ける よ う に、 地域産業の振興や企業誘致、

新たな仕事にチャ レ ン ジし やすい環境を 整え、 地域の魅力発信など を 通じ て、 住みたい・ 住み

続けたいまち の実現を めざし ます。

だれも が地域への愛着や一体感を 感じ 、 安心し て住み続ける こ と ができ る 住み良いま ち づく り

を めざし ます。

【 社会減対策の方針】

資料： 国勢調査、 国立社会保障･人口問題研究所推計及び内閣府将来人口推計のためのワーク シート に基づく 独自推計
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地方創生総合戦略２

　 国においては、 人口減少社会への対策と し て 2 0 1 4（ H2 6 ）年に「 まち・ ひと ・ し ごと 創生総合戦略」、

2 0 1 9（ R1 ）年に第２ 期「 ま ち ・ ひと ・ し ご と 創生総合戦略」、 2 0 2 2（ R4 ）年に「 デジタ ル田園都市国

家構想総合戦略」を 閣議決定し 、 2 0 2 3（ R5 ）年に改訂がおこ なわれており 、 こ れまでの地方創生の

取組を デジタ ルの力を 活用し て更に加速さ せ、 国と 地方公共団体が役割を 分担し ながら 、「 東京圏

への一極集中の是正」と「 地方の社会課題解決」を めざし ています。

　 こ のこ と を 踏まえ、 松阪市においても 人口ビ ジョ ン を 時点修正し 、 地方創生への切れ目ない取組

を 進める ため、 国の総合戦略における ４ つの取組に重点を 置いた戦略を 展開し ます。

　 また、 人口ビ ジョ ン を 踏まえ、 かつ、 デジタ ルの力を 活用し た人口減少社会における 社会課題解

決や魅力向上の取組の加速化・ 深化を めざ し 、 持続可能なまち づく り を 実現する ため、 基本目標や

基本的方向、 具体的な施策などを お示し し ます。

■1.  基本的な考え方

■2.  基本的な方向性

　 国の総合戦略で示さ れた地方の社会課題解決の方向性は以下のと おり です。

　 ●デジタ ルの力を 活用し た社会課題解決・ 魅力向上

１ ． 地方に仕事を つく る

２ ． 人の流れを つく る

３ ． 結婚・ 出産・ 子育ての希望を かなえる

４ ． 魅力的な地域を つく る

〈 連携の推進〉

　 政策間連携、 施策間連携、 地域間連携

『 こ こ に住んで良かっ た…みんな大好き 松阪市』

　 人口減少対策である 地方創生総合戦略においては、 総合計画の掲げる 理想像と 方向性が同じ であ

る こ と から 、「 こ こ に住んで良かっ た…みんな大好き 松阪市」を 、 地域ビ ジョ ン（ 地域がめざ すべき

理想像）と し て掲げます。

　 松阪市においても 、 国の方向性に沿っ て、 前地方創生総合戦略と の継続性も 加味し ながら、 以下

の４ つの分野で取組を 展開し ます。

Ⅰ　 定住促進

Ⅱ　 少子化対策

Ⅲ　 雇用創出

Ⅳ　 地域づく り

❶ 基本的な視点

《 地域ビジョ ン》
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　 総合戦略の進捗状況について、 外部委員や行政内部によ る チェ ッ ク を 行い、 また必要に応じ て修

正を 加えていき ます。 その際、「 ②数値目標」に設定し た数値目標や、 各施策に設定し た数値目標、

重要業績評価指標（ KPI）も 参考にし ます。

❸ PD CA サイ ク ル

Ⅰ.  定住促進

　「 ２ ． 基本的な方向性」の「 ①基本的な視点」で掲げた４ つの分野で、 以下のと おり 具体的な施策に

取り 組んでいき ます。

■3.  具体的な取組の方向

住みたい・ 住み続けたいまちをつく り ます

◆ 基本目標

■ 基本的方向

●

●

市民が安心し て快適に暮ら せる空間を 創り 、「 松阪市に住みたい・ 住み続けたい」と 感じ ても ら

う こ と はも ち ろ んのこ と 、 自然や歴史・ 文化だけでなく 、 スポーツ活動などによ る魅力を 地域

資源と し て活用し たり 、 働く 場所にと ら われないテレ ワーク 等の環境を 整える こ と によ り 、 全

国から 選ばれるよ う な魅力あるまち づく り を 進め、 交流人口と 移住・ 関係人口の増加につなげ

ていき ます。 また、 松阪市だけでなく 松阪地域定住自立圏の構成団体である 多気町、 明和町、

大台町と 連携し た取組を 実施し 、 相互に役割を 分担し ながら 圏域から の人口流出に歯止めを か

けます。

松阪市の魅力を 様々な媒体を 通じ て発信するだけでなく 、 積極的な情報発信を 行う こ と によ り 、

市民には松阪の良さ を 再認識し ていただき 、 全国の方には、 関心を 持ち行っ てみたいと 思える

まち を めざし ます。

　 基本的な視点に掲げた４ つの分野で具体的な施策を進めるこ と で、 以下の数値目標の達成を めざ

し ます。

❷ 数値目標

※三重県の月別人口調査結果より 　 令和5 年1 0 月1 日現在の推計人口。

指　 　 標 ）度年5R（ 状現 ）度年9R（ 標目

総合的にみて松阪市は住みやすいまち と 感じ る 人の割合 8 0 .8 % 8 5 .0 %

指　 　 標 現  状  値 数値目標（ R９）

人口 1 5 4 ,5 4 7 人（ R5 ）※ 1 4 8 ,7 1 8 人

合計特殊出生率 1 .3 1 人（ R4 ） 1 .4 1 人

現在の生活への満足度 7 4 .6 ％（ R5 ） 7 7 .0 ％
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（ 具体的な施策と 重要業績評価指標）

１ ． 魅力あるまちづく り

〈 移住相談体制の充実〉

　 移住先と し て松阪市が選ばれ、移住者がスムーズに地域に溶け込むよう 、相談体制を 整えます。

また、 東京2 3 区から の移住希望の方で一定の条件を 満たす場合は、 移住に必要な費用を 支援

し ます。

２ ． 松阪市の魅力発信

〈 松阪市の魅力発信〉

　 松阪市の魅力を 広く 知っ ていただく ため、 市ホームページや自治体総合アプリ 、 SN S等を 活

用し 、 効果的な情報発信を 展開し ます。

〈 空家バンク の推進〉

　 空家バン ク への登録を 進め、 空き 家の有効活用を 促進し ていく と と も に、 移住・ 定住先と し

て選ばれる よう SN S等を 活用し て情報発信を 行い、 移住・ 定住を 促進し 地域活性化を 図り ます。

〈 テレ ワーク と 働き 方改革〉

　 リ モート ワーク が可能なサテラ イ ト オフ ィ スを 地域外の方が活用する こ と で、 地域活性化と

新し い働き 方を 進めます。

〈 地域主体型移動手段の推進〉

　 松阪市地域公共交通計画において、 地域主体型移動手段と し て新し く「 お出かけ交通」と いう

考え方を 取り 入れ、 公共交通が不便な地域において、 行政と 地域の連携によ り 導入を 進め、 利

便性を 高めると と も に利用促進を 図り ます。

〈 定住自立圏構想の取組〉

　 松阪地域定住自立圏において、 近隣３ 町（ 多気町、 明和町、 大台町）と 相互に役割分担し 、 連

携及び協力を 図り ながら 、 人口定住のために必要な都市機能及び生活機能を 圏域と し て確保し

ます。

〈 学ぶ場の充実〉

　 若年層の転出超過の大き な要因である 進学に伴う 転出について、 それを 防ぐ ための高等教育

機関と の連携等、 学ぶ場の充実に取り 組みます。

■重要業績評価指標（ KPI）

■重要業績評価指標（ KPI）

指　 　 標 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度）

市ホームページにおける月平均閲覧数 219 ,9 0 6 件 2 20 ,0 0 0 件

指　 　 標 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度）

転入者数 4 ,717 人 4 ,75 6 人

転出者数 5 ,14 6 人 5 .10 6 人

空家バンク 契約成立件数（ 累計） ※中山間地域 13 6 件 216 件

「 お出かけ」 交通を 導入し た地域 １ 地域 ３ 地域
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Ⅱ.  少子化対策

結婚・ 妊娠・ 出産の希望がかない、
　 　 　 次世代を担う こ ども を健やかに育てるまちをつく り ます

◆ 基本目標

■ 基本的方向

●

●

●

●

●

●

「 第１ 回みえ県民１ 万人アン ケート 」において、 未婚者で「 いずれ結婚する つも り 」と 回答し てい

る方が結婚し ていない理由と し て、 約５ 割の方が「 出会いの機会がない」と し ています。 結婚を

希望する方々の支援を し ていき ます。

合計特殊出生率が低迷する なか、 安心し て妊娠・ 出産ができ る 環境の整備や、 不妊や不育症に

悩む家庭への支援、 妊娠中から 出産後のケア等を 行います。 また妊娠・ 出産や出産後の子育て

における負担感や不安感の軽減のため、 気軽に相談でき る 機会を 確保し 、 必要なサービ スの情

報提供や支援につなげるよ う 切れ目のない支援（ 松阪版ネウボラ ）を 展開し ます。

育児不安を 抱えた家庭や不適切な養育環境にある 家庭への支援を 行い、 いじ めや児童虐待が深

刻化する前の早期発見・ 早期対応に努めます。

仕事と 子育ての両立を サポート する と と も に、 子育て世帯への経済的負担の軽減や、 家庭を 中

心に地域や行政、 事業所など様々な主体がこ ども や子育てを 見守り 支えるこ と ができ る環境づ

く り に努めます。

デジタ ルを 活用し ながら 次世代を 担う こ ども たち の学力向上を 保障し 、 郷土愛や豊かな人間性

を 培い、健康や体力の増進を 図る こ と で、バラ ンスのと れたこ ども たち を 育みながら 、学校、家庭、

地域、 行政が一体と なっ たよ り 良い教育の実現に取り 組みます。

社会変化の激し い時代を 生き 抜く ためにも 、 こ ども たち には、 来る べき 未来に迅速に対応でき

る ための知識や技能を し っ かり 身につける こ と に加え、 未来を 切り 拓く 力（ 主体的に判断でき

る力、 様々な人々と 協働し ていく こ と ができ る力、 新たな価値の創造・ 新たな問題発見・ 解決

でき る 力）を 持つこ と が求めら れており 、 意欲的に学ぼう と する こ ども の育成に努めます。

指　 　 標 ）度年5R（ 状現 ）度年9R（ 標目

こ ども たち がのびのび育つ環境への満足度 2 .9 9 ／５ 3 .1 0 ／５

こ ども たちが安心し て教育を受けら れる環境への満足度 3 .1 2 ／５ 3 .2 5 ／５
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（ 具体的な施策と 重要業績評価指標）

１ ． 結　 婚

〈 出逢いの支援〉

　 結婚は、 個人の考えや価値観が尊重さ れる べき も のである ため、 市は結婚・ 妊娠・ 出産や子

育ての希望を かなえる こ と ができ る 環境づく り に取り 組みます。 結婚の希望を かなえる こ と に

つながる 情報提供と し て、 三重県が実施する「 みえ結婚支援プ ロ ジェ ク ト チーム」事業の周知協

力を 行います。

３ ． 子育て

〈 未就学児の教育・ 保育環境の充実〉

　 保育園、認定こ ども 園、幼稚園等に通っ ていないこ ども を 含め、全てのこ ども の育ち を 応援し 、

全ての子育て家庭に対する 支援を 強化し ます。 また、 少子化や保育施設の老朽化に対応すべく 、

施設の整備や再編・ 統廃合を 進めます。

〈 子育て・ 子育ちへの支援〉

　 こ ど も や子育てし ている 方のニーズを 的確に把握し 、 必要な支援を 切れ目なく 行う こ と によ

り 、 安心し てこ ども を 産み、 健やかに育てる こ と ができ る 環境整備を 行います。

　 また、 地域での子育てを 支援する ために、 図書館や公民館等における 講座や世代間交流等を

実施し 、 家庭教育の充実や地域の教育力向上に取り 組みます。

■重要業績評価指標（ KPI）

２ ． 出　 産

〈 妊娠を 希望さ れる 方、 妊娠・ 出産・ 子育て期までの切れ目のない支援『 松阪版ネウボラ 』の推進〉

　 母子健康手帳の交付、 妊産婦健康診査、 訪問指導、 産後ケア事業、 産前産後サポート 事業、

など妊娠から 出産・ 子育てまで切れ目なく 支援する 松阪版ネウボラ を 推進し ます。 また、 不妊・

不育症で悩む方への情報提供や特定不妊治療、 不育症治療にかかる 経済的支援を 行い、 こ ど も

が欲し いと 望む方への相談支援体制づく り に努めます。

〈 妊産婦への支援と 子育てを 支える 体制づく り 〉

　 まつさ かすく すく 応援パッ ケージ（ 伴走型相談支援・ たまごギフ ト ひよこ ギフ ト ）によ り 、 妊

娠届出時から 妊娠中の妊婦、 出産後の産婦と 赤ち ゃ んに対し 伴走型の相談体制を 作り 、 子育て

家庭を 支援する 各種サービ スの紹介や活用の提案を し ていき ます。 子育て支援セン タ ーやフ ァ

ミ リ ーサポート セン タ ー、 一時預かり 保育や病児・ 病後児保育など 子育てを 支える 体制の充実

を 図り ます。

■重要業績評価指標（ KPI）

指　 　 標 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度）

20 ～ 49 歳の未婚率 41.3％ 39 .0％

指　 　 標 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度）

乳児家庭全戸訪問事業実施率 9 9 .1％ 10 0 .0％

松阪市で今後も 子育てしていきたいと 思う 保護者の割合 97.4％ 10 0 .0％
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４ ． こ ども の教育

〈 地域と と も に創る 魅力ある 学校づく り 〉

　 積極的な市の施策を 示し ながら 、 地域と と も に協議し 、 こ ども たち にと っ て魅力ある 学校や

教育活動を 創り 出し ます。

〈 読書環境の充実〉

　 学校の読書室に図書館司書を 派遣し 、 読書室の環境整備を 行い、 児童生徒の本に対する 関心

の向上を 支援し ます。 また図書館においては、 電子書籍の利用拡大を 図り ます。

〈 こ ども たち の健康課題への対応の充実と「 安全・ 安心な学校生活」の実現〉

　 こ ど も たち が変化の激し い環境の中で、 生涯を 通し て充実し た生活が送る こ と ができ る よ う

健康教育・ 安全教育の推進を 図り 、 自己管理能力の育成を 進めます。

〈 放課後児童ク ラ ブの充実〉

　 放課後児童の健全育成を 図る ため、 放課後児童ク ラ ブ を 全小学校区で利用でき る よ う に設置

を 進めます。 また、 保護者の事務負担軽減を 図る ため、 指定管理者制度を 活用し た運営方法の

転換など、 放課後児童ク ラ ブ全体の充実を 図り 、 小学生の保護者が安心し て働く こ と ができ る

環境を 整えます。

〈 心身の発達に心配がある 又は障がいのある こ ども への支援〉

　 心身の発達に心配がある 又は障がいのある こ ども が、 早期から 必要な療育・ 訓練及び就園就

学相談を 受け、 社会に適応でき 、 安心し て地域生活を 送る こ と ができ る よ う に、 途切れのない

支援を 行います。

〈 児童虐待の防止〉

　 児童虐待、 こ ども の育て方やし つけ、 園や学校等における 集団生活、 非行等の問題行動、 家

庭内の人間関係、 ヤン グケアラ ー、 心や身体の障がいの相談など児童や家庭の種々の問題に関

する 相談に応じ 、 関係機関と 連携を 図り ながら 、 早期発見・ 早期対応に努める と と も に、 虐待

の未然防止、 相談者等の問題の解決又は不安の軽減を 図り ます。

■重要業績評価指標（ KPI）

指　 　 標 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度）

保育園の待機児童数（ ４ ／１ 国基準） ０ 人 ０ 人

こども 誰でも 通園制度の実利用者数 － 10 0 人

児童虐待による死亡等重篤事例件数 ０ 件 ０ 件

「 毎日朝食を食べている」 と 回答した児童生徒の割合
小 92 .8％
中 91.0％

小 9 6 .0％
中 92 .0％

むし 歯のない児童生徒の割合
小 59 .8％
中 65 .5％

小 69 .5％
中 71.5％

子ども 発達総合支援センター利用者アンケート の満足度 91.6％ 9 5 .0％

就学時等における発達に関する相談についての個別
保護者アンケート 満足度

9 0 .0％ 9 5 .0％

指定管理者制度に変更し た放課後児童クラブ 数 0 クラブ 10 クラブ
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〈 郷土教育の充実〉

　 こ ども たちが地域の良さ を 理解し 、 郷土の偉人たち がめざし 育んでき た「 夢」への営みを 学び、

郷土に誇り と 愛着を 持ち、 主体的に未来を 切り 拓いていく こ と ができ る こ ども たち の育成を 図

り ます。

〈 こ ども の学力向上等〉

　 児童生徒の情報活用能力の育成に向け、 タ ブレ ッ ト PC を はじ めと し た ICT環境の構築を 進め、

特色ある 教育を 展開する こ と で学力の向上を めざ し ます。 ま た、 未来を 切り 拓く 力（ 主体的に

判断でき る 力、 多様な人々と 協働し ていく こ と ができ る 力、 新たな価値を 創造する 力、 新たな

問題を 発見し 解決でき る 力）の育成が求めら れています。 生徒指導や人権教育、 外国人児童生

徒教育等において、 幅広く 指導や支援を 行います。

■重要業績評価指標（ KPI）

指　 　 標 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度）

小中学校における外国人児童生徒の就学率 10 0 .0％ 10 0 .0％

教育データ の利活用を 通じ て、 学習指導や校務効率
化に取り 組んだ学校の割合

－ 8 0 .0％

学級満足度尺度調査（ Q -U ） の満足度 67.0％ 69 .0％

「 将来の夢や目標を持っている」 と 回答し た児童生徒
の割合

74 .2％ 8 0 .0％

小学校１ 校あたり の司書派遣回数 33 回 3 6 回

中学校１ 校あたり の司書派遣回数 78 回 81 回

１日 10 分以上読書（ 授業以外） している割合 52 .2％ 6 0 .0％
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Ⅲ.  雇用創出

■ 基本的方向

●

●

●

●

豊かな自然に育まれた農林水産業にはじ まり 、 人や物の集まる 交通の要衝と し て商工業の発展、

観光の充実など、 地域の特性に応じ た様々な産業があり ます。 こ れら の既存産業の継続的な成

長はも と よ り 、今後の社会経済状況の変化に対応し ながら 、企業誘致・ 投資促進などに取り 組み、

地域経済の活性化及び地元企業の育成支援や特に若者が定住する ための生活の基盤と なる 、 求

職と 求人のマッ チン グ支援などによ り 雇用の確保に努めていき ます。

デジタ ルツ ールを 積極的に活用し た情報発信、 プロモーショ ン を 行い、 歴史・ 文化・ 食を 生か

し た観光を 充実し ていき ます。

若者や女性、 高齢者等も 含めどんな世代でも 起業し やすい環境の整備に取り 組み、 起業家にや

さ し く 、 チャ レ ンジを 応援する まち を つく り ます。 また、 新事業の構築や既存事業の組み合わ

せによ る新たな事業展開についてサポート し ていき ます。

一人ひと り がやり がいや充実感を 感じ ながら 働き 、 仕事上の責任を 果たすと と も に、 家庭や地

域生活などにおいても 、 人生の各段階に応じ て多様な生き 方が選択・ 実現でき る社会を めざし 、

仕事と 生活の調和の実現に向けた取組等を 進めます。

（ 具体的な施策と 重要業績評価指標）

１ ． 地域産業の振興

〈 地域産業の活性化〉

　 地域産業の根幹を なす中小企業、 小規模事業者について、 経営基盤の強化を 図る こ と で、 地

域経済の活性化を 推進し ます。

　 さ ら に松阪市、 多気町、 明和町、 大台町にある 商工団体、 労働団体で構成する「 松阪地域雇

用対策協議会」において作成する 企業ガイ ド ブ ッ ク「 企業案内」を 管内及び周辺市の高校へ配布

し 、 地元高校生へこ の地域の企業の魅力を PRし 、 地元就職を 推進し ま す。 ま た、 就職マッ チ

ン グサイ ト「 南三重就活ナビ」を 活用し 、Ｕ タ ーン 就職による 地元就職及び定着を 推進し ます。

〈 多様な連携の促進〉

　 地域の中小企業の経営力向上に向けて、 公開審査で選ぶ市内中小企業１ 社を 産学官金の連携

によ り 集中的に支援し て経営力向上のモデル企業を 創出し 、 成果を 水平展開し ます。

〈 農林水産業の振興〉

　 農業においては、 認定農業者等地域の担い手と なる 経営体を 中心と し た農地集積を 図る ため

の支援を 行います。 また、 特産松阪牛の生産振興と 認知度向上にも 取り 組みます。

　 林業においては、 生産基盤である 路網の整備を 進める こ と によ り 、 木材搬出の効率化や木材

の安定供給を 図る と と も に、 地域材の利用拡大に向けた取組を 進めます。

　 水産業においては、 主要水産物である アサリ 、 アオサ、 ガザミ の資源保護や安定供給の取組

を 松阪漁業協同組合と 連携し て進めます。

地域産業の活性化により 雇用を生み、
　 　 　 　 みんながいき いき と 働けるまちをつく り ます

◆ 基本目標

指　 　 標 ）度年5R（ 状現 ）度年9R（ 標目

いき がいを も っ て働ける 魅力ある 環境への満足度 2 .7 9 ／５ 3 .0 0 ／５
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〈 観光業の振興〉

　 観光施設の整備や観光客の受入態勢の整備、 PR活動等の観光事業を 推進する こ と で、 観光

産業の発展につなげる と と も に、 自然や歴史・ 文化など の地域資源を 観光資源と し て活用し 、

誘客活動を 展開し ます。 さ ら に、 データ の収集・ 分析によ り 旅行者のニーズを 的確に把握し 、

デジタ ルツ ールを 積極的に活用し た国内外の旅行者に向けたプロモーショ ン を 展開し ます。

〈 松阪牛を 初めと し た特産品等の高付加価値化と ブラ ン ディ ン グ〉

　 特産松阪牛を 初めと し た地域特産品の品質向上や販路拡大などを関係団体と 連携し て進めます。

　 また、 松阪市の優れた特産品の魅力を 効果的に発信する こ と によ り 、 ふる さ と 応援寄附金の

受入れ額を 増やすなど、 世界ブ ラ ン ド である 松阪牛を 中心にブラ ン ド 力の一層の向上や、 地域

産業の活性化と 松阪市の知名度の向上を めざし ます。

３ ． 仕事の創出

〈 魅力的な創業環境の構築〉

　 創業支援の連携を 強化し 、 情報発信を 継続的に行う こ と で、 創業希望者を 早期に発掘し 、 創

業サポート を 実施し ます。 また、 創業後の支援についても 専門家派遣を 活用する など、 創業者

の継続的な経営支援を 実施する こ と で、 経営力向上を めざし ます。

２ ． 企業誘致

〈 企業誘致の推進〉

　 地域経済の活性化及び若者の大都市圏への流出を 阻止する ため、 市内への新規立地を 実現し 、

雇用の創出及び税収の確保につと めます。

■重要業績評価指標（ KPI）

指　 　 標 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度）

企業立地件数（ 累計） ２件 1 2 件

■重要業績評価指標（ KPI）

指　 　 標 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度）

高校生の地元就職率
4 5 .5％

（ H30～R4平均値）
4 8 .0％

企業案内掲載企業数 1 0 0 社 1 2 0 社

認定農業者等地域の担い手数 2 0 7 経営体 2 5 0 経営体

モニタリング対象1 0 施設入込客数増減率（ 平均） 1 0 0％ 1 1 0％

観光消費額（ 推計）増減率 1 0 0％ 1 1 0％

市内事業者に対する連携支援件数（ 累計） 1 0 件 4 0 件

ふるさ と 応援寄附金に係る返礼品登録数 7 9 9 件 1 ,1 0 0 件

松阪ブランド の新たな販路確立（ 累計） 2 5 件 1 2 5 件

特産松阪牛の素牛導入頭数（ 市内農家） 1 0 6 頭 1 2 0 頭

年間の素材生産量 4 0 ,3 0 0㎥ 4 8 ,0 0 0㎥
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■重要業績評価指標（ KPI）

４ ． ワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ンスの推進

〈 多様な働き 方ができ る環境づく り 〉

　 ワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ン ス（ 仕事と 生活の調和）の実現に向けて社会的気運の醸成を 図る と と

も に、 年齢や性別にかかわら ず、 それぞれの生活スタ イ ルに対応し た多様で柔軟な働き 方や生

き 方ができ る よ う 、 長時間労働などの見直し 、 年次有給休暇取得促進、 男性育児休業取得の奨

励等固定的性別役割分担意識の解消につながる 意識啓発に努めます。

指　 　 標 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度）

創業に向けて相談を行っている者 5 4 人 6 0 人

相談支援から 創業につながった人数 2 0 人 3 5 人

■重要業績評価指標（ KPI）

指　 　 標 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度）

余暇の充実度 6 4 .6％ 6 5 .0％
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Ⅳ.  地域づく り

■ 基本的方向

●

●

住民自治協議会や市民活動団体を はじ めと する 地域で活躍する 様々な団体（ 組織）と 連携し 、 地

域と 行政が一緒になっ て地域の特性を 生かし たまちづく り を 進めます。 特にコ ミ ュ ニティ セン

タ ー化など住民主体による 地域づく り を 推進し 、 地域住民同士の一体感や地域への愛着を 深め、

地域コ ミ ュ ニティ の活性化を 図り ます。

ハード ・ ソ フ ト の両面から 防災・ 防犯・ 交通安全対策を 推進すると と も に、 関係機関及び団体

と の連携を 深め、 各分野における 迅速性、 正確性を 高める べく デジタ ル技術の活用も 検討し な

がら 、 市民が安全・ 安心に生活を 送るこ と ができ るまち づく り を 進めます。

（ 具体的な施策と 重要業績評価指標）

１ ． コ ミ ュ ニティ づく り

〈 地域主体のまちづく り 〉

　 コ ミ ュ ニティ セン タ ーが地域づく り の拠点施設と なり 、 その地域に応じ た利活用を 行い、 持

続的に地域づく り 組織が運営を 行っ ていく 場所を 提供し ます。 また、 地域づく り 活動の支援及

び生涯学習の普及振興、 かつ地域住民の福祉の増進に努めます。

〈 地域づく り のための連携〉

　 地域づく り 活動に取り 組む団体等の発掘や育成、 また団体間の交流や住民自治協議会等と の

連携を 図る こ と により 、 地域力の底上げを 行い、 活力ある 地域づく り に取り 組みます。

〈 高齢者によ る 地域で支える 仕組みづく り 〉

　 高齢者が地域の様々な集いの場に自ら 進んで参加し 、 介護予防や健康増進を 図る こ と により 、

地域を 支えるまち づく り の仕組みを 作り ます。

〈 スポーツと 連動し たまち づく り 〉

　 スポーツ を「 する」楽し み、「 観る」感動、「 支える」喜びを 感じ る 活動を 通じ て、 本市における

スポーツ 活動の魅力を 高め、 交流人口の増加や経済効果、 観光客の誘客など、 スポーツ と 連動

し たまち づく り を 進めます。

地域の絆を深め、 安全で安心な住みよいまちをつく り ます

◆ 基本目標

指　 　 標 ）度年5R（ 状現 ）度年9R（ 標目

総合的にみて松阪市は住みやすいまち と 感じ る 人の割合 8 0 .8 ％ 8 5 .0 ％

住民自治協議会のまちづく り 活動に参加し ている 人の割合 5 0 .4 ％ 6 0 .0 ％

市民と 行政と の協働を 推進する まちづく り の満足度 2 .9 3 ／ 5 3 .0 5 ／ 5
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■重要業績評価指標（ KPI）

２ ． 安全・ 安心

〈 交通安全対策の充実〉

　「 交通事故のない松阪市」の実現のため、 年代に合わせた啓発活動を 行う こ と によ り 、 市民一

人ひと り の交通安全意識の醸成を 図り 、 地域と 連携し 地域の状況に応じ た交通安全対策を 展開

し ます。 また、 交通事故撲滅に向け、 効果的な交通環境の整備を 進めます。

〈 防犯対策の充実〉

　 地域でこ ども や高齢者など を 見守る ための体制づく り など、 地域や関係団体と 連携し た防犯

対策に取り 組むこ と によ り 、 安全で安心なまち づく り を 進めます。

〈 防災・ 減災対策の推進〉

　 災害への備えによ り 地域の防災体制の強化を 図る と と も に、 継続的な防災啓発と 防災教育に

取り 組み、 災害に強い安全で安心なまち づく り に努めます。

〈 安心し て暮ら せる まちづく り 〉

　 床上浸水被害ゼロを めざし 、 雨水対策を 進めます。

■重要業績評価指標（ KPI）

指　 　 標 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度）

交通事故死傷者数（ 1 月～1 2 月） 3 1 7 人 2 7 0 人

犯罪をなく し安全で安心して暮らせるまちづく りの満足度 3 .0 0 ／5 3 .0 5 ／5

災害に対する備えをし ている市民の割合 3 7 .7％ 5 0 .0％

市の防災対策に関する満足度 2 .9 0 ／5 3 .0 0 ／5

住民自治協議会における地区防災計画の策定率 1 6 .3％ 3 4 .9％

浸水対策事業に対する市民満足度 2 .8 3 ／5 2 .9 0 ／5

指　 　 標 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度）

指定管理者制度導入コミ ュニティ センタ ー数 1 地区 1 0 地区

市民活動センタ ー活動団体の新規登録件数 2 0 団体／年 2 0 団体／年

お元気応援ポイント 事業団体登録数 7 4 2 団体 8 0 0 団体

「 みえ松阪マラソン」に対するランナーから の総合評価 8 0 .9 点 8 5 .0 点

「 みえ松阪マラソン」開催における経済波及効果 1 0 億1 ,3 4 7 万円 1 2 億円

気軽にスポーツを行う こと ができる環境づく りに対す
る満足度 

3 .0 0 ／5 3 .1 0 ／5
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総合計画策定の経過

年　 月 事　 　 項 内　 　 　 容

令和 5 年

11 月
市民意識調査

松阪市の市政運営の基礎資料と し 、 市民の市政に対す

る 意識や要望を 調査把握する ため、 市内在住の 1 5 歳

以上の 3 ,0 0 0 人を 対象にアンケート を 実施。

　 有効回収数： 1 ,3 2 7 人　 回収率： 4 4 .2 %

令和 6 年

6 月～10 月
総合計画審議会

市内各種団体の代表者や公募市民な ど 1 9 人で構成。

総合計画案について、 3 回の審議を 実施し 、 市長か

ら の諮問に対する答申書を 提出。

令和 6 年

7 月～ 9 月

松阪市の

未来を 語る会

松阪市の将来像や、 市民と 行政が協働で で き る こ と

な ど を テ ーマ に、 市民と 市長によ る 懇談会を 市内 8

か所で実施。

　 延べ参加者数： 1 0 6 人

令和 6 年

7 月～ 8 月

総合計画の

キャ ッ チフ レ ーズ

募集

市民に親し まれる計画と するため、 総合計画のキャ ッ チ

フ レーズを公募。

　 応募数： 2 9 件

令和 6 年

8 月
パブリ ッ ク コ メ ン ト

総合計画中間案に対する ご 意見を 幅広く 募集するた

め、 市役所や各地域振興局、 松阪市ホームページ 上

でパブリ ッ ク コ メ ン ト を 実施。

　 意見数： 6 人、 3 8 件

令和 6 年

12 月
議　 　 　 決 松阪市議会にて、 総合計画基本構想を 原案どおり 可決
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松阪市総合計画審議会

（ 設　 置）

第１ 条　 本市の総合計画に関し 必要な事項について、 市長の諮問に応じ て審議し 、 その結果を 市長

に答申する ため、 松阪市総合計画審議会（ 以下「 審議会」と いう 。）を 設置する 。

（ 組　 織）

第２ 条　 審議会は、 委員3 5 人以内で組織する 。

２ 　 委員は、 市長が委嘱する 。

（ 委員の任期）

第３ 条　 委員の任期は、 総合計画決定の日までと する。

（ 委員の代理）

第４ 条　 委員に事故があると き は、 その委員の職務上の代理者が委員の職務を 行う こ と ができ る 。

（ 会長及び副会長）

第５ 条　 審議会に、 会長及び副会長各１ 人を 置く 。

２ 　 会長及び副会長は、 委員の互選により 定める 。

３ 　 会長及び副会長の任期は、 委員の任期による 。

４ 　 会長は審議会を 代表し 、 会務を 総理し 会議の議長と なる 。

５ 　 副会長は会長を 補佐し 、 会長に事故があると き は、 その職務を 代理する。

（ 会　 議）

第６ 条　 審議会の会議は、 必要に応じ 会長が招集する。

２ 　 審議会は、 委員の過半数以上の出席がなければ、 会議を 開く こ と ができ ない。

３ 　 審議会の議事は、 出席委員の過半数で決し 、 可否同数のと き は会長の決する と こ ろ によ る 。

４ 　 審議会の会議において必要と 認めたと き は、 委員以外の者の出席を 求め説明又は意見を 聴く こ

と ができ る 。

（ 庶　 務）

第７ 条　 審議会の庶務は、 企画振興部経営企画課において処理する 。

（ 委　 任）

第８ 条　 こ の条例に定める も ののほか、 審議会の運営その他必要な事項は、 会長が審議会に諮っ て

定める 。

　 　 附　 則

　 こ の条例は、 平成1 7 年１ 月１ 日から 施行する。

　 　 附　 則（ 平成2 2 年３ 月3 0 日条例第1 5 号抄）

（ 施行期日）

１ 　 こ の条例は、 平成2 2 年４ 月１ 日から 施行する。

　 　 附　 則（ 平成2 6 年３ 月1 4 日条例第３ 号）

　 こ の条例は、 平成2 6 年４ 月１ 日から 施行する。

　 　 附　 則（ 平成2 9 年３ 月3 0 日条例第４ 号）

　 こ の条例は、 平成2 9 年４ 月１ 日から 施行する。

松阪市総合計画審議会条例
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役　 職 団　 体　 名　 等 氏　 　 名

会　 長 四日市大学名誉教授（ 学識経験者） 岩　 崎　 恭　 典

副会長 松阪市住民自治協議会連合会 会長 水　 谷　 勝　 美

委　 員 連合三重松阪多気地域協議会 議長 伊　 藤　 暁　 広

〃 松阪認可保育園連盟 久保保育園園長 大　 西　 秀　 明

〃 松阪市観光協会 専務理事 岡　 本　 孝　 雄

〃 公募市民委員 笠　 木　 千　 夏

〃 松阪市老人ク ラ ブ連合会 会長 北　 岡　 　 　 巌

〃 公募市民委員 木　 本　 英　 伸

〃 三重県デジタ ル改革推進課 課長 庄　 山　 　 　 徹

〃 松阪市障害者団体連合会 会長 世　 古　 佳　 清

〃 松阪商工会議所 専務理事 髙　 畑　 明　 弘

〃 松阪警察署 警務課長 谷　 　 　 雄　 介

〃 公募市民委員 冨　 保　 孝　 之

〃 松阪市社会福祉協議会 会長 中　 森　 弘　 幸

〃 松阪青年会議所 副理事長 西　 川　 弘　 純

〃 松阪地区医師会 会長 平　 岡　 直　 人

〃 社会教育委員会 委員 福　 田　 哲　 也

〃 みえなか農業協同組合 代表理事組合長 山　 本　 清　 已

〃 松阪飯南森林組合 代表理事組合長 水　 谷　 晴　 夫

（ 五十音順・ 敬称略）

令和６ 年度  松阪市総合計画審議会委員名簿
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松阪市総合計画（ 諮問）

2 4 松経第0 0 0 1 3 2 号

令和６ 年６ 月1 7 日

松阪市長　 竹上　 真人

松阪市総合計画について（ 諮問）

松阪市総合計画審議会会長　 様

　 令和６ 年度を 初年度と する 新たな松阪市総合計画を 策定する にあたり、 松阪市総合計画審議会条

例の第１ 条の規定に基づき 、 基本構想、 基本計画及び地方創生総合戦略について貴審議会の意見を

求めます。
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松阪市総合計画（ 答申）

令和６ 年1 0 月1 5 日

松阪市総合計画審議会

会長　 岩崎　 恭典

松阪市総合計画について（ 答申）

松阪市長　 竹上　 真人　 様

　 令和６ 年６ 月1 7 日付け 2 4 松経第0 0 0 1 3 2 号にて 諮問のあっ た松阪市総合計画（ 案）について、

市民の視点や専門的な視点から 当審議会にて慎重に協議し た結果、 下記のと おり 答申いたし ます。

記

　 当審議会では、 示さ れた松阪市総合計画（ 案）について、 社会・ 産業構造の変化、 生活や仕事に密

着し た地域経済の動向、 市民意識の潮流などを 踏まえ、 現状分析を も と に各委員が様々な視点から

さ まざまな意見を 出し 合い、 地域の活力を 生み出す要素である 地域資源を どのよ う に活用し ていく

か、 シビ ッ ク プ ラ イ ド の醸成を 実現し 、 いつまでも 住み続けたいと 思っ ても ら える にはど う すれば

良いか、 審議を 重ねてまいり まし た。

　 こ の松阪市総合計画（ 案）は、 松阪市を 取り 巻く 環境の変化等を 踏まえ、 1 0 年後の将来像「 こ こ に

住んで良かっ た…みんな大好き 松阪市」の実現に向けた主な取組と 、 その進捗を 管理する ための数

値目標が設定さ れており 、 おおむね妥当なも のと 認めら れます。

　 なお、 本計画案の審議の過程で出さ れた意見を 次のと おり 付し ます。

１ ． 計画策定の背景、 経過について

  １ ）　 現状認識について

　 2 0 2 0（ R2 ）年の国勢調査の結果よ り 、 松阪市の年齢３ 区分の構成比を 2 0 1 5（ H2 7 ）年と 比較

する と 、年少人口、生産年齢人口は共に減少傾向であるのに対し て、老年人口は増加傾向にあり 、

少子高齢化の進行が加速し ている こ と が伺えます。 また人口減少の具体的要因と し ては、 出生

数の低下や進学や就職によ る 都市部への流出等が考えら れま すが、 市民3 ,0 0 0 人を 対象と し

た市民意識調査においては、 市民のニーズや地域の課題の経年変化を 把握し 、 人口減少社会に

おける課題特定に努めら れています。

  ２ ）　 策定にかかる経過について

　 今回の総合計画は、 1 0 年後の将来像「 こ こ に住んで良かっ た…みんな大好き 松阪市」を 引き

続き 掲げ、 市長の公約等を 反映さ せる と と も に、 新たな視点で見直し を 行い、 急激な社会情勢
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の変化にも 柔軟に対応し ていく 、 と いう 方向性を 市民にわかり やすく 提示する ために、 様々な

段階を 経て構築を さ れています。

　 市民から の意見やニーズを 取り 入れる ために、 令和５ 年1 1 月に行っ た 3 ,0 0 0 人対象の市民

意識調査を はじ め、 翌年７ 月から ９ 月末にかけて市長が市内８ か所を まわり 市民から 総合計画

についての意見を 聴取する「 松阪市の未来を 語る 会」の開催、 総合計画中間案に対し て広く 市民

の意見を 募集する パブリ ッ ク コ メ ン ト を 実施さ れています。 また、 新し い総合計画を 市民に親

し まれる 計画と する ために「 キャ ッ チフ レ ーズ」の募集を 行い、「 和で結び　 みんなで築く 　 松

阪市」に決まり まし た。

　 特に、 当審議会においては、 公募で選ばれた３ 名の市民と 各種団体 1 6 名の委員が、 それぞ

れの見識を 発揮し て細部にわたる 積極的な意見を 述べ、 よ り 良い松阪市の将来に向けて真摯に

審議を 重ねてまいり まし た。

　 以上の策定経過から 、 市民の声を 集約し 参画を 得る 努力のも と 、 長期的な視点に立っ た有識

者の意見も 取り 入れ、 当審議会における 審議を 経て、 でき る 限り 本計画案に反映さ せる ため細

かな対応と 工夫がなさ れてき た姿勢は評価し ます。

２ ． 計画案について

●序論で示さ れている 少子高齢化、 人口減少の問題は、 出生率の低下や若者の都市部への流出な

ど 深刻化し ていますが、 その解決に向けた取組は、 概ね適当である と 評価し ます。 今後も 、 市

民と 一体と なっ て「 こ こ に住んで良かっ た…みんな大好き 松阪市」の理想像を めざし 、 健康で安

全安心に暮ら せる 人生1 0 0 年時代に向けた計画を 期待し ます。

●人口減少と 少子高齢化の２ つの課題を 見据え、 各施策を またぐ「 横断的取組」を「 若者定住・ 福

祉社会の実現」と「 公民連携の推進」と し たこ と について、 前計画における「 超高齢社会対策の推

進」を 更に一歩進めて、 将来を 見据えた生産年齢人口の維持を めざ す若者定住の視点を 取り 入

れたこ と を 評価し ます。 また、 新たに「 公民連携の推進」を 施策横断的な取組と さ れていますが、

行政だけでなく 地域や企業と 連携を 深め、 それぞれの特性や限ら れた人的資源を 活かし ながら 、

まち 全体の活性化にも つなげていただく こ と を 期待し ます。

●基本計画において、 新たな試みと し て「 再定義の視点」が記載さ れています。 新型コ ロ ナウイ ル

ス感染症も ５ 類感染症に移行と なり 、 イ ン バウン ド の回復、 国内観光誘致など、 落ち 込んでい

た経済活動の回復を めざし た取組を 進めている 中で、新たな視点から 事業を 再度、見直すこ と は、

急激な社会の変化に対応し ていく 面においても 適切である と 考えます。

●総合計画と 一体的に策定を 進めている 地方創生総合戦略においては、 人口減少対策と し てデジ

タ ル技術等を 活用し た東京圏一極集中の是正、 地方の社会課題解決に向けた取組が記載し てあ

り ますが、こ れまでの取組の成果を さ ら に力強く 推進する よ う 、更なる今後の取組に期待し ます。

●市の産業を 振興する ための産業用地の確保については、 産業振興の観点から 課題と さ れていま

すが、 若者が住みたい、 住み続けたいと 思う まち を かたち づく る と いう 、 将来を 見据えた若者

定住の観点から も 、 また都市空間を 整備する 施策においても、 生活基盤の整備を さ ら に充実さ

れる こ と を 求めます。

●あら ゆる 分野において人口減少の影響によ る 人材不足が懸念さ れます。 各施策においてそれに

対応する ための取組の記載があり ますが、 外部化、 機械化、 デジタ ル化、 またプロ セスの見直
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　 し によ る 業務の合理化などを 漫然と 選択する のではなく 、 それぞれの状況に応じ た適切な手段

を 選択し 、 目標を 迅速に達成さ れるこ と を 求めます。

３ ． 計画推進における 留意事項

　 今後の計画の推進にあたっ ては、 特に次の点に留意する よう 求めます。

  １ ）　 総合計画の数値目標について

　 基本計画の各施策においては、 新たに数値目標を 設け、 各部局長の実行宣言や施策評価シス

テ ムによ り 進捗管理を 行う と あり ま すが、 数値目標と「 1 0 年後のめざ す姿」と の関連性が曖昧

であり 、 目標に向けて市民と 一体と なっ て取組を 進める こ と が必要不可欠なため、 市民にも わ

かり やすく 示さ れる こ と を 求めます。

  ２ ）　 重点プロ ジェ ク ト について

　 こ の４ 年間で特に行う べき 分野については、 少子高齢化によ る 課題の解消や、 近年の甚大な

自然災害の発生によ る危機管理体制の整備など 、 迅速かつ確実に遂行すべき 事業も あり ながら

選択と 集中を 必要と する 業務も 多様化し ています。 重点プロ ジェ ク ト の選定においては、 こ う

し た社会情勢の変化を と ら え、 市民のニーズも 把握し た上で 、 長期的な視点で選定を 行う こ と

を 求めます。

  ３ ）　 近隣市町と の連携について

　 人口減少や高齢化の影響によ り 、 松阪市だけでの課題解決は難し く なっ ている も のも あり ま

す。 近隣市町と の連携を はかる こ と で 、 それぞれの社会資源を 有効に活用し 、 多様化し た市民

のニーズにも 効率的に幅広く 対応でき る も のと 考えます。

  ４ ）　 意見等の計画への反映について

　 計画を 策定する 過程で、 多く の方から 意見が寄せら れている と 思いますが、 その中で反映で

き ていないも の、 検討事項など、 今後の計画の推進段階で可能と なる も のについては、 適時、

反映に努めら れる と と も に、 市民から の意見や提案による 政策立案の機会が設けら れるこ と を

求めます。

  ５ ）　 総合計画の内容の市民への周知について

　 松阪市がめざす将来像の実現に向けて 、 市民と 一体と なっ て取り 組んでいく には、 市民一人

ひと り が社会課題を 自分事と し てと ら え 、 主体的に取組に参画でき る 下地を つく る こ と が肝要

で、 市行政と 市民がめざすべき 将来像を 共有するこ と がその第一歩と なり ます。

　 １ 人でも 多く の方に総合計画を 手に取っ ていただく ためにも 、 専門用語や略称は出来る 限り

注釈を 入れ、 イ ラ スト や写真、 グラ フ など視覚面においても 工夫を し 、 誰も が読みやすく 、 理

解でき る 総合計画と なる よ う 、 配慮を 求めます。

　 以上、 本総合計画が策定さ れた後は、 こ の計画について従来以上に広報を 行い、 幅広い年齢層に

届く よ う 、 さ まざ まな方法で PRする こ と を 求めます。 また行政と 市民が一体と なっ て「 こ こ に住ん

で良かっ た…みんな大好き 松阪市」の将来像を めざ し 、 その実現に向けて、 以上述べたよ う な審議

会の総意に十分配慮し た取組を 、 着実に推進さ れる こ と を 切に願います。
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松阪市超高齢社会対策検討委員会から の提言

　 前総合計画では、 施策を またぐ 横断的取組を「 超高齢社会対策の推進」と し ており まし たが、 本総

合計画においても 、 若者定住・ 公民連携の推進と と も に、 引き 続き 、 横断的取組と し て福祉社会の

実現に努めていき ます。

　 以下に、 2 0 2 2（ R4 ）年1 0 月に松阪市超高齢社会対策検討委員会よ り 提出さ れま し た提言を 示し

ます。

令和２ 年1 0 月1 6 日
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設置目的

　 松阪市の（ 令和２ 年９ 月住民基本台帳）人口は、162 ,342人（ 65 歳以上の高齢者人口48 ,241人）

で高齢化率29 .7％（ 高齢化率が21％超で“超高齢社会”）と なっ ている。 今後は、 いわゆる 団塊

の世代がすべて 75 歳以上になる 2025 年には、 高齢化率31.9％まで増加し 2040 年には、 高齢

化率37 .7％と なる こ と が予想さ れている 。

　 こ のよう に、 人口構成が大き く 変化し 、 財政負担の増を も たら すこ と が見込まれる ため、 10

年先、 20 年先を 見据えた視点で、 未来に向けた持続可能なま ち づく り への取り 組みを 行う 必

要があり 、 それに対応する ため専門的知識を 持っ た多様な外部有識者によ る 検討委員会が設置

さ れた。

　 高齢者支援策を はじ めと し て、 地域コ ミ ュ ニティ 、 医療、 介護、 公共交通、 雇用など、 松阪

市の地域性や特性に合っ た目指すべき 方向性や目標、 課題について、 現在の基本的施策の枠に

と ら われない横断的な意見を 各分野の委員から 出し 合い、 全国的にも 同様の課題を 抱えている

現状ではある が、 松阪市独自の方法によ り こ の様な状況を、 ど のよ う にすれば打開でき る かの

議論を し た。

　 また、 こ の提言では、 今後取り 組むべき 方向性と アク ショ ン を 記載し た。

松阪市が抱える 課題について

１ ． 市街地およ び集落

　 松阪市は、県のほぼ中央に位置し 、東は伊勢湾から 西は高見山の奈良県境まで広がっ ており 、

県内で２ 番目に広い面積である と と も に、 海岸部の都市地域（ 市街化区域）から 郊外地域（ 市街

化調整区域およ び都市計画区域外の都市計画区域隣接地域）、 中山間部まで市街地や集落の状

況は様々である。

　 また、 人口はほぼ全市的に継続し て減少し ている。 こ の人口減少は今後も 続く と 予想さ れ、

平成22 年と 27 年の国勢調査の人口を 用いたコ ーホート 変化率法＊1 での推計では、 20 年後に

50％以上の人口減少を 見込む集落が、 いく つか出る こ と も 予想さ れている。

　 今後、 人口減少や世帯数の減少が進むと 市街地の低密化が進むが、 人口や世帯数が減少し て

も 市街地は外側から 縮退する わけではなく 、 時間的にも 空間的にも 散発的な空家化、 空地化が

発生する も のと 予想さ れる 。 市街地の低密化は日常生活サービ ス施設の支持人口の縮小と な

り 、 商業等の空洞化につながる。 また、 空家や空地が放置さ れる と 都市環境の悪化につながる。

こ のよ う な人口減少の悪い面を 回避し 、 空家や空地を 活用し て都市環境の改善につなげる 必要

がある。

　 一方、 郊外地域や中山間地域の中には、 人口減少と 高齢化によ っ て「 地域維持」「 集落維持」が

難し い地域も 現れてく る と 予想さ れ、 特に中山間地域では高齢者同士が支え合う 仕組みを、 今

以上に構築する こ と も 大切である が、 防災の観点から は大規模な災害時には立ち 行かない状況

と なる集落も 明ら かに存在する 。

　 また、 それにと も ない耕作放棄地の増加や手が加えら れない山林についても、 今後更に大き

な課題と なっ てく る。

＊1　 各コ ーホート（ 同年または同期間）の過去における 実績人口の動態から「 変化率」を 求め、 それに基づき 将来人口を 推計する 方法。

― 136 ―



付 属 資 料

２ ． 雇用と 若者

　 企業誘致については、 新規立地や増設、 本社移転など も あり 、 新たな雇用の場が確保でき て

いる 反面、 経済セン サスでは、 事業所数およ び従業員数と も 減少傾向にある 状況でも ある。 ま

た、 特に医療と 福祉については、 慢性的な人材不足が継続し ている 。

　 　 人口減少の要因のひと つは、 大学等への進学時に県外へ転出する 学生が多いこ と から、 若年

層の転出超過が継続し ており 、 今後こ れら の若年層に対し てのＵ タ ーン の施策が必要である と

と も に、 若者を どのよ う にし て呼び戻すかが大き な課題である 。

３ ． 公共交通

　 公共交通と し て は、 市街地にはJR 線と 近鉄線が横断し ている が、 それ以外の地域の公共交

通は、 三重交通による 路線バスと コ ミ ュ ニティ バスと なる 。

　 コ ミ ュ ニティ バスと し て市が運行を し ている のは、 市街地を 走る ４ 路線（ 鈴の音バス）、 それ

以外の８ 路線、 廃止代替バスの２ 路線がある 。

　 ただし 、 利用率はあまり 良いと は言えず、 今後いかに財政負担を 減ら し ながら 、 市民ニーズ

に応えていく かが更に重要と なる と と も に、 抜本的な再編やシステムの再構築を 考える 必要も

ある 。

４ ． 医療、 介護

　 市内には３ つの総合病院があり 、 二次救急体制を はじ め医療環境は充実し ており 、 介護施設

等も 一定数存在する。 ただし 、 現在も 医療およ び介護の従事者の人材が不足し ている 現状であ

り 、 20 年先に 85 歳人口がピ ーク と なる と 予想さ れている が、 介護・ 看護のマン パワーの確保

の見込みは立っ ていない。

　 また、 現在市内に５ つの地域包括支援セン タ ーがある が、 今後は高齢者が可能な限り 住み慣

れた地域で暮ら し 続ける こ と ができ る よ う 、 地域包括ケアシステムの整備が更に重要と なっ て

く る 。

　 それにと も なっ て、 訪問医療や看護の増加も 見込まれる こ と から、 医療専門職だけでは立ち

行かなく なる こ と が予想さ れる。 そし て、 自宅での看取り を 希望する 人も 増加する こ と が予想

さ れる が、 それに対応する 医療スタ ッ フ の不足、 高齢単身世帯や高齢者夫婦世帯の増加などに

よ り 、 在宅の希望を 受け入れる 体制整備は難し い状況である 。

５ ． 巨大災害への対応

　 かつての防災対策は、 原則的に各地域における 過去履歴を ベースに災害想定を 行い、 それに

対する 防災計画を 立案する こ と が行われてき たが、 東日本大震災以降は想定外の想定の策定が

行われ、 上手く いく 前提の防災計画ではなく 、 でき る 事の優先度を 決めて動く 防災計画へのパ

ラ ダイ ムシフ ト ＊2 が求めら れる よ う になっ た。 ま た、 ハード ・ 行政依存の膨大化には限界が

有り 、 コ ミ ュ ニティ ベースの防災・ 減災対策の推進が求めら れる時代になっ ている 。

＊2　 常識的な考え方の枠組み（ パラ ダイ ム）が、 革命的、 劇的に大き く 転換（ シフ ト ）するこ と 。
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超高齢社会の「 ピ ンチ」を「 チャ ンス」に変え“  住んで良かっ たと 思える まち ”の 《 ３ 本の柱》

１ ． 自然に健康になれる まち

　 何歳（ いく つ）になっ ても 生き がいを 持っ て暮ら すこ と ができ て、 住んでいる だけで自然に健

康になる こ と ができ る まち を 目指す。

２ ． チャ レ ン ジを 続ける 歴史のまち

　 松阪の先人は、 チャ レン ジの歴史。 歴史から 学び、 新し い歴史の１ ページを創るべく チャ レ ンジ

し 続ける まちを 目指す。

３ ． 人も 地域も 輝く シビ ッ ク プラ イ ド ＊3 のまち

　 住民と 住民協議会（ 住民自治協議会）と 行政が、 それぞれの役割を 果たすこ と で役割相乗社会

と し 、 住んで良かっ た、 住んでいるこ と に誇り を 持てるまち を 目指す。

《 ３ 本の柱》を 実現する ためのポイ ン ト と 提案

１ ． 活力ある 超高齢社会（ 健康で自立し て暮ら せる 住まい・ まち づく り ）を 目指す

　 超高齢社会では、 高齢者と 子ども 夫婦が同居する 家族が減少し 、 高齢者単身世帯や高齢者夫

婦世帯の割合が増える と と も に、 要介護者が増加する と いう 課題を 克服し て、 住み慣れた地域

で最期まで健康に自立し て暮ら せる「 活力ある 超高齢社会」を 目指すこ と が大切である。

　 生き 生き と 暮ら すための基盤は健康であり 、 健康寿命を 伸ばすこ と が大切である。 そし て住

み慣れた地域で最期まで暮ら し たいと いう 市民ニーズと 医療、 介護サービ スのコ スト を バラ ン

スさ せる ために、 地域包括ケアシステムの充実と 高齢者が引き こ も ら ず、 元気に活動でき る 場

所と 機会づく り を 進める 必要がある。

２ ． こ れから の中山間地域の地域づく り の方向

　 今後も 人口減少が続く こ と は確実であり 、 特に減少の著し い地域については、 １ 年先、 20

年先を 見据えて、 消滅集落や限界集落が生じ ても 、 日常生活サービ スが享受でき る 拠点を 中心

に、地域維持ができ る 方策を 目指すべき である 。そのために住民協議会（ 住民自治協議会）を ベー

スに、 市民と 行政が時間を かけ十分に論議し 、 今後ど う し ていく べき なのか、 集落再編、 拠点

設置なども 含め考える 必要がある 。

　 たと えば、 既存の市営住宅を 活用し て介護予防活動や住民の交流活動が展開でき る 機能を 付

帯し た高齢者向け住宅の整備や、 サービ ス付き 高齢者向け住宅の建設の誘導によ っ て、 住み手

が相互に支え合い健康で自立し た暮ら し を 可能と する 住まいづく り を 進め、 中山間地域の一人

暮ら し の高齢者や高齢者夫婦など に、 山や谷筋から の住み替えの誘導など を、 市民の安全安心

な暮ら し を 守る こ と を 積極的に考えた場合の措置と し て行っ ていく 必要がある。 また、 人口減

少で住民や地域の担い手がいなく な る よ う な地域では、 いわば「 地域の看取り 」＊4 と も 言う べ

き 取組も 必要になると 思われる が、 行政は最後まで責任を 持つ必要がある 。

　 こ れと 並行し て耕作放棄地や森林の管理も 併せて考えていく 必要がある が、 人工林から 天然

林に変えていく 必要がある かも し れない。

＊3　 市民が都市に対し ても つ自負と 愛着。

＊4　 人々が住まなく なっ た家屋や集落を 単に放置する のではなく 、 記憶・ 文化の伝承と 環境・ 景観の保全を両立する 活動。

人口減少地域の文化、 口頭伝承、 有形・ 無形の文化財等の保護・ 保存・ 記録等を 入念に行い、 地域の人々の思い出に深く 刻まれる よ う

な工夫を凝ら し つつ、 その地域を 元来の自然の姿に還し ていく 持続可能な循環型アプロ ーチ。
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３ ． 人口減少社会における 市街地のスポン ジ化に対応し たまち づく り を 進める

　 今後、 松阪市では人口減少と と も に世帯数の減少も 予想さ れる。 世帯数の減少は、 空家化が

進むこ と を 意味する。 過去の研究実績に基づく と 、 人口減少・ 世帯数の減少によ っ て市街地は

外側から 徐々に縮むのではなく 、 人口増加地区と 人口減少地区はモザイ ク 状に分布し ている。

　 こ の人口減少にと も なう 空家や空地によ っ て 、 市街地のスポン ジ化が進む人口減少社会で

は、 空洞化対策が課題と なる。 都市地域（ 居住誘導区域）や郊外地域では、 空家や空地が放置さ

れ荒廃する こ と を 回避し 、 空家を 地域の交流活動や介護予防活動の場に転用する、 空地を 市民

で管理し 、 農園や緑地と し て活用する など、 都市環境の質向上につなげる まち づく り を 目指す

こ と も 必要である 。

　 こ のよ う な空家や空地の地域管理、 身近な農地・ 緑地の保全などのよ う な取組は、 法定都市

計画や営利指向の民間企業だけでは限界がある ので、 住民協議会（ 住民自治協議会）等が取り 組

める よう に、 行政と 地域が連携の仕組みを 構築する 必要がある 。 　 　

　 同時に、 地域への公共施設の移管等によ り 、 地域での活用が容易にでき る 仕組みの検討も 課

題である 。

４ ． 効率的な公共サービ スが提供でき る 都市構造と こ れから の公共交通

　 人口密度が高いほど日常生活サービ スが享受し やすく 、 公共サービ スのための行政コ スト も

低減でき る こ と から 、 松阪市立地適正化計画は駅周辺や都市機能が集積する 都市拠点のまわり

にコ ン パク ト に住む都市構造への再編を 目指し ている。 松阪市の市街化区域はグロ ス＊5 で 30

人/ha を 超え、 多く の日常生活施設が徒歩圏内にある。 居住誘導区域では、 こ れら の日常生活

サービ ス施設を 維持し て人々が住み続け、 ある いはこ の区域に住み替えてく る よ う に、 暮ら し

やすいまち づく り を 進める こ と が基本である 。

　 し かし 、 施設利用は必ずし も 日常生活圏＝徒歩圏内で完結し ているわけではないので、 居住

誘導地域以外の都市地域や郊外地域では、 日常生活サービ スを 選択的に利用でき る 多様な移動

手段によ る アク セスが大切である。 超高齢社会を 想定する と 、 歩行困難者や交通弱者のアク セ

シビ リ ティ を 確保する ために、 特に公共交通が維持でき る 人口密度や規模の集積を 維持すべき

である が、 それが難し い地域では移送サービ ス、 デマン ド ＊6 バス・ タ ク シーのよ う な運行形

態を 含めた多様な手段の確保を 目指すこ と が必要と なる。

　 そのためコ ミ ュ ニティ バスは、 今後一人暮ら し の高齢者を はじ めと する 単身者や障がい者も

含めた多様な人々の多様なニーズに応えつつ、 大切な財源を 効果的・ 効率的に活用し 移動手段

を 維持し ていく ための改革が必要である 。

　 現在のコ ロナ禍における 公共交通利用者の激減は、 今後10 年～ 20 年において人口減少が進

む中での公共交通の行く 末を 示し ている かも し れない。 市民の交通手段の維持は、 こ れまで以

上に大き な課題と なる が、 公的資金を 投入する ハード 的な公共施設への投資と 同様と 考え慎重

に判断する と と も に、 今後の利用者の減少と 財政負担増の状況について推計し て見せる こ と

で、 市民に理解を 得ていく 必要がある。 こ のよ う な状況においては、 市民の「 要望」を 踏まえつ

つも 、 市民側に「 確実に利用」する 計画を 考えても ら い、 その確実に利用し ても ら う と こ ろ にバ

スを 走ら せると いう 取組も 必要である 。

＊5　「 全体」を 意味し 、 人口密度においては道路や公園も 含んだ区域全体に対し て算出する 。

＊6　 利用者の事前予約に応じ る 形で運行経路や運行スケジュ ールをそれに合わせて運行する 地域公共交通のこ と 。
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　 現在A I オン デマン ド な M aaS＊7 の開発も なさ れてき ている。 こ れは、 様々な交通手段の組

み合わせと 簡単予約等と と も に、 リ アルタ イ ムに最適ルート ・ 乗り 換えポイ ン ト を 設定し て運

行効率を 上げる、 新たな取組と し て期待さ れる。 ただ、 こ のよ う なシステムに移行する 前段階

においては、 運用形態や路線形態にと ら われる こ と なく 、 小型バスやタ ク シーによ る デマン ド

方式等で需要に応えていく 取組も 必要である 。

　 また、 市内には、 企業や福祉施設、 特別支援学校など様々なバスが走っ ている こ と から 、 こ

れら の空き 時間の利用や共同運行など、 規制等の様々な課題や問題はある が、 まさ にイ ン フ ラ

と し てのバスの体系を 組み直すと いう 検討も 必要である。

　 こ のよ う な新たな取組やラ イ ド シェ アはも ち ろ ん、 自動運転時代も 視野に入れた、 様々な取

組が不可欠と なる。 たと えば、 自動運転のバスや、 高度安全制御システムと いっ た高齢者でも

安全に乗れる 車の普及は20 年後を 待たずし て訪れる が、 既成概念にと ら われた施策だけでは

なく 、 技術やテク ノ ロ ジーは急激なスピ ード で進化し ている ので、 それぞれの地域に合っ た形

でいつでも 柔軟に受け入れる こ と ができ る 素地が、 こ れから の行政には必要であり 、 様々な規

制はも ち ろ んある が、 特区等も 利用し ながら 解決し ていく こ と が必要になる。 こ のよ う な取組

を「 松阪流モビリ ティ ー革命」と 位置づけ、 早急に具体化を 検討し ていく 。

５ ． こ れから の防災対策

　 今後30 年の間に、 南海ト ラ フ 地震の発生確率は極めて高いと 予想さ れている が、 集落によ っ

ては、 人口減少や高齢化にと も なっ て平常時は「 何と か」コ ミ ュ ニティ が保たれている が、 発災

時には地域住民だけでは対応でき ないコ ミ ュ ニティ も 存在し ている。 そのため、 それぞれの集

落で災害時にも コ ミ ュ ニティ の維持が可能なのかを 行政も 一緒に考え、 地域の将来像を 話し 合

う と と も に、 災害に向けた地域力の向上を 図る 必要がある 。

　 また、 こ れまでは過去の履歴の最大値を ピ ーク と し て捉え防災計画を 策定し てき たが、 南海

ト ラ フ 地震では被害規模も 大き いこ と が予想さ れる こ と から、 自力で避難でき る よ う に、 高齢

者の健康である 人を 増やし ておく こ と や、 医療や介護を 必要と する 人を 減ら し ておく こ と が大

変重要と なり 、 それが被害者を 最小限にする こ と につながる 。

　 こ れから は、 住民協議会（ 住民自治協議会）を 中心にし ながら 、 防災対策を 自分たち の地域に

合わせた形で、 自分たち によ っ てデザイ ン し て、 オペレ ーショ ン し ていく と いう 考え方に切り

替えていき 、 持続可能な形にし ていく 必要がある。

６ ． こ れから の住民自治組織

　 現在、 松阪市には 43 の住民協議会（ 住民自治協議会）が組織さ れており 、 既に各地域で様々

な取組や活動を 行っ ている。 組織によ り 、 活動内容や組織力は様々ではある が、 こ れは他の市

町と 比べ大き な特徴であり 、 今後の超高齢社会を 乗り 越えていく 上で大き なアド バン テージで

ある と 言える。

　「 ３ ． 人口減少社会における 市街地のスポン ジ化に対応し たまち づく り を 進める」ためへの空

家や空地の利活用は、 行政だけでも 営利指向の民間企業だけでも 限界がある 。「 活力ある 超高

齢社会」を 実現する ために、 ど のよ う な機能に転換すべき かを 地域で考え、 実現に向け取り 組

むこ と が住民協議会（ 住民自治協議会）に期待さ れる が、 こ のよ う な役割を 果たせる よ う に行政

は支援策を 検討する必要がある 。

＊7　 ICT  を 活用し て交通を ク ラ ウド 化し 、 公共交通か否か、 またその運営主体にかかわら ず、 マイ カ ー以外のすべての交通手段によ る モビ

リ ティ（ 移動）を  1 つのサービ スと し てと ら え、 シームレ スにつなぐ 新たな「 移動」の概念。
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　 また、 こ れまでの考え方である地域での活動は「 ボラ ン ティ ア」で「 無償」であると の概念を 変

えていく 必要があり 、「 最低賃金の保障」や「 ペイ ワーク 」と し ていく こ と によ り 、 地域活動を ビ

ジネスにつなげる 発想や仕組みの構築を 進める こ と ができ る と 考える。 地域活動の継続性や持

続性、 個人の満足度や達成感、 生き がいも 得ら れる こ と ができ、 仕事の質の向上にも つながる

と さ れている。

　 その活動に地域住民だけではなく 商店や生産者、 企業も 巻き 込みながら 、 地域通貨制度など

にも 取り 組むこ と ができ れば、 地域で雇用を 生み出すと と も に、 地域でお金が生まれ、 回る 仕

組みも 構築する こ と ができ る。

　 さ ら に、 こ れから の住民協議会（ 住民自治協議会）は、 防災・ 災害対策や地域包括ケアシステ

ムを 進めていく 上でも 重要と なり 、中でも 地域包括ケアシステムでは、「 地域で支え合う 仕組み」

を 今から 構築し ておかないと 、 維持自体が難し く なる のは明ら かである。

　 こ れら のためにも 、 地域コ ミ ュ ニティ を き ち んと 整理・ 整備し 、 行政と 地域と が行う べき 事

の分担を し ておく こ と が必要である。

７ ． こ れから の就業対策、 企業誘致と Ｕ タ ーン Ｉ タ ーン

　 松阪市では44 歳以下の雇用実績が減少し ている こ と から 、 大学等の新卒学生等に対し て雇

用の場を 提供でき ていないと 推測でき る 。そのため、大学等の進学時に転出し た若年層のＵ タ ー

ン 就職に対応でき ていないこ と と なっ ている 。

　 こ れまで行っ てき た、 新たな工場等の誘致も 当然必要である が、Ｕ タ ーン 就職を 希望する 若

年層に対し ては、 研究部門や開発部門等が附随し ている マザー工場や研究開発施設、 本社移転

などの誘致を 視野に入れ行っ ていく 必要がある。 進学等によ り 流出し た若者を 呼び戻すには、

こ のよう な職場を 提供でき る企業が必要であり 、Ｉ タ ーン就職も 呼び込むこ と ができ る。また、

市と 企業が協力し 積極的にイ ン タ ーン シッ プ を 受け入れる 体制を 整える こ と ができ れば、 新卒

学生等に対し て効果が得ら れる と 考える 。

　 人材不足については、恒常的に医療や福祉分野で起き ている こ と から 、他業種である製造業・

建設業・ 運輸業と いっ た分野から マッ チン グや誘導を 図る、 松阪市独自の大胆な政策を 行う 必

要がある と と も に、 長期的視点に立っ て海外から の労働者の受け入れなども 考慮し ておく 必要

がある。

　 また、 人材や労働力不足を 補う 対策と し ては、 高齢者に対し ての就業対策にも 取り 組むと と

も に、 高齢者が定年後でも 個々に合っ た働き やすい環境を 整備し 提供する こ と によ り、 人材不

足を 補う こ と が可能と なる と と も に、 働く こ と によ り 自身の健康寿命の延伸にも つながる 。

　 今回の新型コ ロ ナウイ ルスによ り 、 テレ ワーク やリ モート ワーク 等によ り 多様な働き 方が多

く の企業ででき る 様になり 、 一定の業種では地方移住も 可能と なっ た。 一方で、 雇用や就業に

対する 影響を すぐ に受ける のは、 従来の雇用対策の対象者と 多く は重複し ており 、 高年齢者や

女性、 就職氷河期世代などの不安定雇用の比率が高い層だと 思われる。 そのため、 企業への事

業支援は別と し て、 こ の層に対し てこ れまで行っ てき た雇用対策を 強化する こ と で、 コ ロ ナの

影響下での雇用対策にそのままつながる と 考えら れる 。
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８ ． こ れから の健康寿命と 医療、 介護

　 健康寿命を いかに長く 保つかは、 死亡原因と なる 病気を 若いう ち から 予防でき る かど う かで

ある と 考える。 高齢になっ てから 対策を 行う のではなく 、 若いう ち から 特定健診やがん検診の

受診率を 上げる こ と で、 健康への意識づけや、 生活習慣病を はじ め様々な病気の早期発見がで

き る と と も に、 健康寿命を 長く 保つこ と につながる。 また、 住宅政策、 都市計画、 食やラ イ フ

スタ イ ル、 スポーツ 、 働き やすい環境づく り など を 通じ て、 特段の意識を し なく ても「 自然に

健康になれる」まち づく り と 、 それを 可能にする 環境づく り も 重要と なる 。

　 高齢者に対し ては、「 要支援」のレ ベルを どう やっ て維持し ていく か、 そのレ ベルを ど う やっ

て軽く する こ と ができ る かを 考えた取組が重要と なる 。

　 こ れから は、 こ れまで以上に認知症高齢者も 増加する。 松阪市の資産でも ある 自然を 取り 入

れた魅力的な認知症ケアフ ァ ームなど も 取り 入れ、 認知症と 共に生き ていく 共生社会を 実現し

ていく こ と が必要と なる。 今まで以上に医療や介護の需要は増加し 、 現状でも 人材不足である

医療や介護を 支える 体制の強化が必要と なる。 医療、 介護従事者のみなら ず、 家族介護（ イ ン

フ ォ ーマルケア）の従事者に対する、 地域でのサポート も よ り 重要になる 。 ま た、 病院や診療

所と 同等のサービ スが、 在宅でも 受けら れる 体制への要望や、 施設や在宅での看取り を 望む方

も 増える こ と が予想さ れる。 こ れら を 受け止める ためにも 、 地域包括ケアシステムを 今以上に

緻密なも のにし ていく 必要がある 。

　 併せて、 本人が望む理想的な死を 支える ためにも、 普段から 家族と 本人が話し 合う こ と が重

要であり 、 こ の点から も アド バン ス・ ケア・ プ ラ ン ニン グ（ A CP）＊8 の普及啓発を 促進し てい

く こ と も 大切である。

　 今回の新型コ ロ ナウイ ルスに対応し て開始さ れたオン ラ イ ン 診療等も 積極的に活用する と と

も に、 医師不足に対応でき る よ う に、 中山間部等においては看護師や理学療法士等が訪問し オ

ン ラ イ ン での連携を 進めていく などの、 新たな取組にチャ レ ン ジする こ と が必要である 。

　 さ ら に、 在宅診療へ向かう 車両に生活用品等も 積み訪問先で提供し たり 、 タ ブ レ ッ ト 端末等

でその場で注文でき る よ う な複数のサービ スを ワン スト ッ プで提供でき る など、 新たな視点に

立っ て高齢者向けのサービ スを 生み出し ていく こ と が必要である。

　 なお、 介護助手制度を 既に県が制度化し ている こ と から、 地域の元気な高齢者を 介護助手と

し て雇用し 、 こ れまで介護職員が行っ てき た周辺業務を 担っ ても ら う こ と によ り 、 介護職員の

業務負担の軽減や専門職化につなげる 取組を 取り 入れるべき である 。

実行推進体制について

　 今後は、こ の提言の内容を 実行するため、市長のも と に「 超高齢社会対策実行推進チーム」（ 仮称）

を 設置し 、 実現に向けたロ ード マッ プの策定を 行い、 政策や施策を 総合計画へ反映さ せていく と

と も に、 進捗を モニタ ーし つつ具現化を 図っ ていく 。

＊８ 　 人生の最終段階における 医療・ ケアについて、 前も っ て考え、 家族等と 話し 合い共有する こ と 。 政府では「 人生会議」と し て推進。
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おわり に

　 こ の委員会は、様々な分野の有識者が集い次期総合計画の策定に向けて、よ り 長期的視点に立っ

て現在の問題点や課題、 今後の方向性や将来の施策についての検討を 行っ たも のである。 各委員

は、 現行制度や組織体制にと ら われず専門的視点から、 また将来的な視点に立っ て論議し 提言を

行っ た。

　 更なる 人口減少は、 必ずやっ て来る 未来なので、 今から 十分考え準備を し ておけば必ず乗り 越

えら れると 考えます。

　 こ の提言での施策や事業が全て実行に移さ れるこ と は決し て容易ではないが、「 未来は必ず変え

ら れる 」と いう 信念と 覚悟を 持っ て歩んでいく べき である 。 今後松阪市が超高齢社会においても 持

続可能な「 まち」と なるひと つのヒ ント と なり 、 持続可能な「 まち」と なるこ と を 希望し ています。

「 松阪市超高齢社会対策検討委員会」構成員

委 員 長

副委員長

委 員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

岩崎　 恭典

川口　 　 淳

高木　 朋代

小野崎耕平

浦山　 益郎

藤田　 素弘

小林　 昭彦

志田　 幸雄

松井　 信幸

四日市大学　 学長

三重大学大学院　 工学研究科　 准教授

敬愛大学　 経済学部　 教授

一般社団法人　 サステナヘルス　 代表理事

三重大学　 名誉教授

名古屋工業大学大学院　 工学研究科　 教授

公益社団法人　 松阪地区医師会　 会長

松阪市高齢者保健福祉計画等策定委員会　 会長

松阪市地域包括ケア推進会議運営幹事会　 会長　 　 　

株式会社　 百五総合研究所　 取締役　 会員事業部長

[敬称略]

委嘱期間： 令和元年7 月25 日～令和2 年12 月31 日

※肩書は委嘱当時のも のです
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「 松阪市超高齢社会対策検討委員会 等」開催実績

第１ 回　 令和元年７ 月25 日（ 木）

（ １ ）開催趣旨およ び松阪市の概要、 現状等について

（ ２ ）今後、 松阪市において超高齢社会対策を 行う にあたり 重要と 思われる課題や問題点について

（ ３ ）その他

第2 回　 令和元年11 月3 日（ 日）

（ １ ）労働・ 雇用・ 就業について

（ ２ ）超高齢社会での地域コ ミ ュ ニティ のあり 方（ 20 年後を 見据えた）

（ ３ ）その他

 第3 回　 令和2 年1 月13 日（ 月）

（ １ ）健康寿命と 地域コ ミ ュ ニティ

（ ２ ）超高齢社会と 防災対策

（ ３ ）若者定住

（ ４ ）その他

第4 回　 令和2 年3 月28 日（ 土）

（ １ ）人口減少、 高齢化と 医療体制の維持

（ ２ ）その他

第5 回　 令和2 年6 月21 日（ 日）

（ １ ）超高齢社会対策検討委員会から の提言（ 素案）について

（ ２ ）その他

中間報告提出　 令和2 年6 月30 日（ 火）

パネルディ スカ ッ ショ ン  「 超高齢社会　 ピ ンチを チャ ン スに変えるには」　

　 　 　 　 令和2 年8 月9 日（ 日）

第6 回　 令和2 年8 月30 日（ 日）

（ １ ）超高齢社会対策検討委員会から の提言（ 案）について

（ ２ ）委員所感
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　 人口減少の要因の一つに、 転出超過によ る 社会減が挙げら れますが、 特に進学や就職を 目前に控

えた高校生世代の転出が多い状況にある こ と から、 松阪市に対する 関心や市政への参画意欲を 高め

る一つのき っ かけと なるこ と を目的に、「 松阪未来対談（ 高校生と 市長の意見交換会）」を開催し まし た。

　 松阪未来対談は、 令和5 年7 月に市長が市内5 校の高等学校を 訪問し 、 地域の未来を 担う 高校生

と 若者定住を めざ し たまち づく り を テーマに、 高校生が思い描く 松阪の未来や魅力について対談を

行いまし た。 こ こ で出た意見を 、 ワーク ショ ッ プ 等でさ ら に内容を 精査し た上で 、 令和5 年1 2 月

2 7 日に提言書と し て市長に提出さ れまし た。

　 提言書には7 項目の提言と 2 3 項目の具体的施策が記さ れており 、 一部抜粋し て紹介さ せていた

だき ます。

【 提言１ 】

教 育　  一人一人が専門性を 持ち、 更なる 高みを めざせる 教育

具体的施策

興味関心を 引き 出し 、 専門性を 持てる 教育

松阪や近隣市町への大学のキャ ン パスの設置・ 誘致

地域のリ ーダーと なる器の育成

【 提言２ 】

雇 用　  学んだこ と を 生かせる 、 ラ イ フ スタ イ ルを 守れる 職場の充実

具体的施策

企業の誘致や地元企業と の連携で雇用を 作る

バリ アフ リ ーの推進

専門知識・ スキルを 持っ た人材の働き 口の確保

育休制度の充実や柔軟な労働時間にする ための人材の確保やテレ ワーク の推進

成果主義の導入

【 提言３ 】

交 通　  公共交通の充実

具体的施策

定額の交通サービ スの導入　

電車・ バスの本数を 増やし 、 学割を 充実さ せる

電動キッ ク ボード の導入

【 提言４ 】

景 観　  住むだけになら ない、 フ ォ ト ジェ ニッ ク な景観づく り

具体的施策

SN Sに上げら れる フ ォ ト スポッ ト を 設置　

ショ ッ ピ ン グモールの誘致

松阪駅西の再開発などによ る発展

【 市長×高校生】松阪未来対談（ 高校生と 市長の意見交換会）
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【 提言５ 】

催し ・ 娯楽・ 遊び場　  心がはずむイ ベン ト ・ 遊び場の創造

具体的施策

祭り など行事へ若い世代が関わり やすく する

若い世代が関心があるミ ュ ージシャ ン のラ イ ブや有名人のイ ベント を 開催

【 提言６ 】

注目度・ 広告・ 商品　  スポッ ト や商品を PRし 、 国内外から の注目度を 向上

具体的施策

特産物を 若い世代に向けて PRする

情報が広がり やすい SN Sを 活用し た情報発信

芸能人、 配信者※１ 、 Yo u tub er、 V tub er と のコ ラ ボ

アニメ や漫画の聖地化※２

【 提言７ 】

志　  ホスピ タ リ ティ ※３ あふれる 実家のよう なまち に

具体的施策

公園の整備を し 、 子育てに優し いまち を 作る

幼少期から 地域の人々と の交流を 深める 行事やイ ベン ト を 行う

県外から 来た人がまちの人の協力や色々な方から の支援を 受けら れる よう にする

※１ 　 テレ ビ ・ ラ ジオ・ 新聞・ イ ン タ ーネッ ト 回線などの通信媒体を 使っ て情報を 配信する 人のこ と 。 YouT uber は、 YouT ube で動画を 配

信する 人。 V tuber は、 2D CG や3D CG で描画さ れたキャ ラ ク タ ー（ アバタ ー）を 用いて主に動画を 配信する 人。

※２ 　 漫画やアニメ 、 小説やド ラ マなどの作品の舞台など、 縁の深い場所をフ ァ ン が訪れる よ う になる こ と 。

※３ 　 おも てなし の心を持っ て人を迎え入れるこ と 。
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松阪市総合計画の施策と SD G s（ 持続可能な開発目標）と の関係

　 1 0 年後の将来像「 こ こ に住んで良かっ た…みんな大好き 松阪市」の実現に向け、 松阪市総合計画

の7 つの政策、 3 3 の施策に基づき 取組を 進める こ と によ り SD G s の1 7 の目標の達成に寄与する と

考える こ と から 、 以下のと おり 関係を 整理し まし た。

政　 　 策 施　 　 策

う
そ
く
な
を
困
貧

に
ロ
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飢

に
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の
て
べ
す

を
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福
と
康
健

を
育
教
い
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ん
み

う
よ
し
現
実

を
レ
イ
ト
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水
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に
中
界
世

も
い
が
き
働

も
長
成
済
経

1. 輝く こ ども たち

①こ ども ・ 子育て支援の推進 〇 〇 〇 〇

②未就学児への支援 〇 〇 〇 〇 〇 〇

③学校教育の充実 〇 〇 〇 〇 〇

2. いつまでも いき いき と

①健康づく り の推進 〇

②地域医療の推進 〇

③地域福祉・ 生活支援の充実 〇 〇 〇 〇 〇

④高齢者福祉の推進 〇

⑤障がい福祉の推進 〇 〇 〇

3. 活力ある 産業

①農業・ 水産業の振興 〇 〇 〇 〇

②林業の振興 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

③商工業の振興 〇 〇 〇

④企業誘致・ 連携の推進 〇

⑤観光・ 交流の振興 〇

⑥松阪牛・ 地域ブラ ンド の振興 〇 〇 〇

⑦雇用・ 勤労者福祉の充実 〇 〇 〇 〇 〇

4. 人も 地域も 頑張る 力

①市民活動・ 社会教育の推進 〇 〇

②中山間地域の振興 〇 〇

③文化の振興 〇

④スポーツと 連動し たまち づく り の推進 〇

⑤人権尊重・ 多様性社会の推進 〇 〇 〇 〇 〇

5. 安全・ 安心な生活

①交通安全対策の充実 〇

②防犯対策と 消費者保護の充実 〇 〇 〇

③防災・ 危機管理対策の充実

④浸水対策の充実

6. 快適な生活

①自然と 生活の環境保全 〇 〇

②資源循環型社会の推進 〇

③地域公共交通の充実 〇

④都市空間・ 住環境の整備 ○

⑤道路等の整備

⑥上下水道の整備 〇 〇

7. 市民に寄り 添う 市役所

①行政サービ スの充実 〇 〇 〇

②情報発信・ プロ モーショ ン の充実

③健全な財政運営
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施　 　 策 政　 　 策

〇 〇 〇 ①こ ども ・ 子育て支援の推進

1. 輝く こ ども たち〇 〇 ②未就学児への支援

〇 〇 〇 ③学校教育の充実

〇 ①健康づく り の推進

2. いつまでも いき いき と

〇 ②地域医療の推進

〇 〇 〇 〇 ③地域福祉・ 生活支援の充実

〇 ④高齢者福祉の推進

〇 〇 〇 〇 ⑤障がい福祉の推進

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ①農業・ 水産業の振興

3. 活力ある 産業

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ②林業の振興

〇 〇 〇 〇 ③商工業の振興

〇 〇 ④企業誘致・ 連携の推進

〇 〇 ⑤観光・ 交流の振興

〇 〇 〇 〇 〇 〇 ⑥松阪牛・ 地域ブラ ン ド の振興

〇 〇 〇 〇 〇 ⑦雇用・ 勤労者福祉の充実

〇 〇 〇 ①市民活動・ 社会教育の推進

4. 人も 地域も 頑張る 力

〇 〇 〇 〇 ②中山間地域の振興

〇 〇 ③文化の振興

〇 ④スポーツと 連動し たまちづく り の推進

〇 〇 〇 ⑤人権尊重・ 多様性社会の推進

〇 〇 ①交通安全対策の充実

5. 安全・ 安心な生活
〇 〇 〇 〇 ②防犯対策と 消費者保護の充実

〇 〇 〇 ③防災・ 危機管理対策の充実

〇 〇 〇 〇 ④浸水対策の充実

〇 〇 〇 〇 ①自然と 生活の環境保全

6. 快適な生活

〇 〇 〇 〇 ②資源循環型社会の推進

〇 〇 〇 ③地域公共交通の充実

〇 〇 〇 ④都市空間・ 住環境の整備

〇 〇 〇 〇 ⑤道路等の整備

〇 〇 〇 〇 〇 ⑥上下水道の整備

〇 〇 〇 ①行政サービ スの充実

7. 市民に寄り 添う 市役所〇 〇 〇 ②情報発信・ プロモーショ ンの充実

〇 〇 〇 ③健全な財政運営
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用　 語　 集

頭文字 用　 語 注　 　 　 釈

あ行

赤ちゃんの駅
おむつ替えや授乳ができる専用スペースを設置し 、 外出中の乳幼児を持つ保護者

が安心して利用できる施設。

空家バンク 中山間地域の空家の有効活用を通じ 、 定住と 地域の活性化を図る取組。

インフ ラ
インフ ラ スト ラク チャーの略。 都市の基盤と なる道路、 鉄道、 上下水道、 電気、

通信などの施設。

一時預かり 保育
保護者の急用やリフレッシュ、 短時間の仕事等、 理由を問わず、 日常的な保育と

は別に一時的に子ども を預けること ができる保育サービス。

一次・ 二次救急医療

緊急度や重症度に応じた医療体制の一環で、 一次救急では軽症の患者を対象とし 、

診療所や休日・ 夜間診療所が対応する。 二次救急では入院や手術が必要と なる中

等症以上の患者を対象とし 、 地域の中核病院が対応する。

入込客数
特定の観光地や地域に訪れる観光客の総数。 地域の観光動向を把握し 、 観光施

策の効果を評価するための重要指標と なる。

インバウンド
外国から 日本を訪れる旅行客や観光のこと 。 地域経済の活性化や国際交流の促進

に重要な役割を果たす。

ウェ ルビーイング

身体的・ 精神的・ 社会的に良い状態にあることをいい、 短期的な幸福のみならず、

生き がいや人生の意義など将来にわたる持続的な幸福を 含むも の。 また、 個人

のみなら ず、 個人を取り 巻く 場や地域、 社会が持続的に良い状態であること を含

む包括的な概念。

雨水排水ポンプ

大雨や台風などにより 増加し た雨水を迅速に排水するための装置。 下水道や河川

への水の流出を助け、 浸水や洪水を防ぐ 役割を 果たす。 主に低地や排水能力が

不足し ている地域で使用さ れる。

エビデンス
意思決定や政策策定の根拠と なる客観的なデータ や情報のこと 。 科学的・ 統計的

な裏付けを意味する。

エンディ ングノ ート
自分の終末期や死後に備え、 希望や情報（ 医療、 介護、 葬儀、 財産等）を記載す

るノ ート 。 家族や親し い人々に自分の意思を伝えるためのツール。

エンディ ング

サポート

人生の最期を迎える際の準備や手続きを 支援するサービ ス。 医療、 介護、 法的

手続き、 葬儀などに関する相談や情報提供を行い、 本人や家族が安心し て終末期

を過ごせるよう にする。

温室効果ガス

二酸化炭素（ CO ₂）、 メ タ ン（ CH₄）、 一酸化二窒素（ N ₂O ）など、 地球の大気中で

温室効果をも たらし 、 地表の温度を 上昇さ せる気体の総称。 気候変動や地球温

暖化の主要な原因と さ れる。

お出かけ交通

鉄道・ バスを利用しにく い地域における交通手段とし て、 既存の地域公共交通と

の競合が発生し ないよう 一定の範囲に制限し ながら 、 地域の特性や実情に応じ て

運行を確保するも の。

か行

関係人口

特定の地域に定住はし ていないが、 観光や仕事、 ボランティ アなどを通じ てその

地域と 継続的に関わりを持つ人々。 地域の活性化や支援に貢献し 、 地域社会と の

交流を深める存在とし て重要視さ れる。

カーボンニュート ラ ル

二酸化炭素（ CO ₂）などの温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにすること 。 排出

さ れた温室効果ガスを削減するだけでなく 、 植林や再生可能エネルギーの利用な

どを 通じ て、 排出さ れた量と 同等の温室効果ガスを吸収・ 除去すること で達成で

きる。
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頭文字 用　 語 注　 　 　 釈

か行

かかり つけ医

日常的な健康管理や軽度の病気の診療、 健康相談を担当する身近な医師。

患者の病歴や生活背景を理解しており 、 専門的な治療が必要な場合には適切な医

療機関への紹介も 行う 。

回復期（ 治療）
急性期治療が終了し 、 病状が安定し た後に行うリ ハビリ テーショ ンや機能回復を目的

とした治療。 患者の自立支援と 社会復帰をめざす。

介護予防

高齢者が要介護状態に陥るのを防ぐために実施さ れる、 運動や栄養、 社会参加な

どを通じ た健康維持・ 増進を目的と する取組。 元気な生活を長く 続けるための支

援活動をさ す。

間伐
森林の健全な成長を促進するために、 過密状態にある樹木を適切に間引く 作業。

これにより 光や栄養が行き渡り 、 森林の質と 防災効果が向上する。

観光消費額
観光客が旅行先で宿泊、 飲食、 土産などに支出する金額の総額。 地域経済に与

える経済効果を測る指標とし て重要。

環境負荷
人間の活動が自然環境に与える影響の総体。 資源の消費や廃棄物の排出にと も

ない、 生態系の破壊や気候変動、 大気・ 水質の汚染などを引き起こす。

書かない窓口

各種証明発行から 印鑑登録、 住民異動届に関する書類について、 窓口での聞き取

りにより 職員が申請書の作成を支援するも の。 印字さ れた内容の確認と 署名のみ

で申請ができる。

課題発見型

インタ ーンシッ プ

長期間にわたり 業務を体験し 、 様々な課題を実習員自ら が実感・ 発見すること に

より 、 働く 魅力を発見してもらう ためのインタ ーンシッ プ。

学級満足度尺度調査

（ Q -U ）

児童・ 生徒が自分の所属する学級や教室環境に対し て感じ る満足度を測定する調査。

教育の質向上と 学級運営の改善を目指し 、 児童・ 生徒の意見や感想を 収集・ 分析す

る。 児童生徒が、 自分の所属する学級や教室環境に対し て感じ る満足度を 測定する

調査のこと 。 個々の児童生徒の実態を把握するとと も に、 学級集団の課題等を明ら

かにし 、 実態に応じ た指導の充実や改善を図る。

急性期（ 治療）
病気やけがの発症直後に行う 、 症状が急速に進行する期間に行われる治療。

迅速な対応が求めら れ、 生命の危機を回避し 病状を安定さ せることを目的と する。

共助

地域社会や組織内で、 住民やメ ンバーが互いに協力し 合い、 助け合う ことにより 、

課題を 解決し 、 安心・ 安全な生活環境を 支える仕組み。 自主防災活動やボラ ン

ティ ア活動などが例として挙げら れる。

緊急輸送道路

災害直後から 、 避難・ 救助をはじ め、 物資供給等の応急活動のために、 緊急車両

の通行を確保すべき重要な路線で、 高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡

する基幹的な道路。

キャッシュレス決済

現金を使用せずに取引を行う 支払い方法のこと。 クレジット カード 、 デビット カード 、

電子マネー、 Q Rコ ード 決済などが含まれる。 利便性が高く 、 支払い手続き の簡

略化やポイント 還元と いったメリット がある。

く るみん認定
子育てサポート 企業とし て、 次世代育成支援対策推進法に基づき、 一定の基準を

満たした企業に対し て厚生労働大臣から 与えら れる認定。

グループホーム

共同生活を 送り ながら 必要な介護や支援を 受けること ができる、 小規模な施設。

特に認知症高齢者や障がい者が対象と なり 、 家庭的な 環境でのケアを 提供し 、

自立した日常生活を支援することを目的としている。

健康寿命 心身とも に健康な状態で日常生活を支障なく 過ごせる期間のこと 。
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高齢化率
総人口に占める6 5 歳以上の高齢者の割合を示す指標。 こ の割合が高く なるほど、

その地域の高齢化が進んでいることを意味する。

コミ ュニティ ・

スクール

地域住民や家庭と 連携し 、 地域全体で子ども たちの教育を支える学校のこと 。 地

域社会と 一体と なって教育活動を行い、 地域の課題解決や活性化にも 寄与する。

学校と 保護者や地域住民等がと も に知恵を出し 合い、 学校運営に意見を反映さ せ

ること で、 協働し ながら 子ども たち の豊かな成長を支え、「 地域とと も にある学校

づく り 」を進める法律に基づいた仕組みのこと 。

耕作放棄地

以前は耕作さ れていたが、 現在は何らかの理由で放棄さ れ、 作物が栽培さ れてい

ない土地。 農地の有効利用や地域の景観維持、 農業振興の観点から の対応が求

めら れる。

交流人口
松阪市を訪れる観光客やビジネス客など、 滞在時間は短いが市外から 継続的に訪

れる人々の総称。 地域の活性化と 経済発展に寄与する重要な指標。

コミ ュニティ センタ ー

住民が地域の特性に応じ た主体的な地域づく り を実践するための自主的な活動や

交流の場を提供するとと も に、 地域づく り 活動支援、 生涯学習の普及振興及び住

民の福祉増進に寄与するための地域づく り 活動の拠点施設。

国宝
重要文化財のう ち世界文化の見地から価値の高いも ので、 たぐいない国民の宝たるも

のとして、 国が指定した有形文化財のこと 。

公助

国や自治体などの公的機関が、 災害や困難な状況に直面し た市民を支援するため

に行う 援助や対策。 社会全体で支え合う 仕組みを通じ て、 市民の安全と 生活を守

ることを目的と する。

コミ ュニティ 交通

地域住民の生活を支えるために、 主に自治体や地域団体が運営する小規模な公共

交通サービ ス。 住民のニーズに対応し たき め細やかな運行が特徴で、 高齢者や

交通弱者の移動手段とし て重要な役割を果たす。

コンビニ交付
マイ ナン バーカ ード と 全国のコ ンビ ニエン ススト ア等のキオスク 端末（ マルチコ

ピ ー機）を利用し て、 市区町村が発行する各種証明書が取得できるサービス。

高付加価値化
製品やサービスに独自性や品質の高さ を加えること で、 従来より も 高い価値を提

供し 、 競争力を強化すること 。

固定的性別

役割分担意識

性別に基づき、 男性は仕事、 女性は家庭と いった特定の役割を担う べきだと する

考え方や価値観。

5 類感染症

感染症法に基づく 感染症の分類の一つ。 患者数の把握や医療提供のための調査

対象と なる感染症で、 インフ ルエンザや風疹などが含まれる。 流行状況を監視し 、

一般の予防を促進するために必要な情報を収集する。

合計特殊出生率

1 人の女性が一生の間に産む子供の平均数を 示す指標。 人口の増減や将来的な

社会構造の変化を予測するための重要なデータ で、 少子化対策や社会保障政策

の策定に活用さ れる。

さ 行

3 R

リ デュース（ 無駄なごみの量をできるだけ少なく する）、 リ ユース（ 一度使ったも の

をごみにせずに何度も 使う ）、 リ サイクル（ 使い終わったも のをもう 一度資源に戻し

て製品をつく る）。

サービスデザイン

お客様のニーズや期待に応じたサービスを設計・ 改善するプロセスのこと 。

ユーザー体験の向上や効率的なサービ ス提供を目指し 、 サービ ス全体の構造や

運営方法を検討することも 含まれる。

サブスク
サブスクリ プショ ンの略。 定期的な料金を支払うこと で、 商品やサービスを継続し

て利用できる契約方式。 音楽や映像配信など、 多様な分野で利用さ れている。
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サービス付き

高齢者向け住宅

高齢者が安心し て暮ら せるよう 、 バリ アフリ ー構造や緊急時対応サービ スなどの

生活支援サービスを備えた賃貸住宅。

産業支援センタ ー
市内の中小企業・ 小規模事業者を支援する産業支援拠点。 中小企業や小規模事

業者等の方々が抱える課題等の解決のための相談に対応する。

サプライチェ ーン

製品やサービスが原材料の調達から 最終消費者に届く までの過程で関与する企業

や組織の流れ。 各段階での生産、 加工、 輸送、 販売などが連携し 、 効率的かつ

効果的に製品を供給するための体系。

産学官金

産業界（ 企業）、 学術機関（ 大学など）、 行政機関（ 政府や自治体）、 金融機関が連

携し 、 地域や社会の発展や課題解決を めざ す協力体制。 技術革新や地域振興、

産業の競争力強化などが主な目的。

再生可能エネルギー
自然界で絶えず補充さ れるエネルギー源を利用して生成さ れるエネルギー。

太陽光、 風力、 水力、 地熱、 バイオマスなどが含まれ、 環境負荷が少ない。

3 切り 運動

食品ロス削減と 生ごみ処理の課題を解消するため、 買ったも のをすべて使い切る

「 使い切り 」、 食べ物を 残さ ず食べる「 食べ切り 」、 生ごみの水を切る「 水切り 」に取

り 組むこと 。

3 0 1 0 運動
宴会や会食での食べ残し を減ら すため、 食事の開始3 0 分と 、 終了前の1 0 分は食

べることに専念する時間をつく る運動。

サウンディ ング型

市場調査

行政機関が公共事業や施設の運営に関する計画を進める際、 事前に民間事業者

や市民の意見や提案を収集する手法。

在宅医療
患者が自宅で療養し ながら 、 医師や看護師が訪問して行う 医療サービス。

高齢者や慢性疾患患者に対し 、 診療やリ ハビリ 、 ケアを提供する。

財源確保 地方自治体が公共サービスと 行政運営に必要な資金を確保すること 。

システムエンジニア
SEと も 言う 。 コ ンピュータ システムの設計、 開発、 運用、 保守を行う 技術者。

顧客の要件を分析し 、 システムの仕様を決定して実装する役割を担う 。

新型コ ロナウイ ルス

感染症

SARS-Co V-2ウイ ルスによって引き起こさ れる感染症。 発熱、 咳、 呼吸困難など

の症状があり 、 重症化すると 肺炎を引き 起こ す。 2 0 2 0 年初頭から 世界的に流行

し 、 経済活動や日常生活に大きな影響を与えた。

指定管理者制度
自治体が設置する公共施設の管理運営を、 民間企業やN PO 等の指定管理者に委

託する制度。 施設の効率的な運営と サービス向上をめざす。

シビックプライド 地域に誇りと 愛着を持ち、 その発展や魅力向上に積極的に関わろう と する意識。

森林の収穫期

森林において、 樹木が一定の成長を遂げ、 木材とし て利用可能な大きさ や品質に

達し た時期。 適切な時期に伐採し 、 資源とし て活用すること で、 森林の健全な管

理と 次世代の育成が促進さ れる。

森林の公益的機能

森林が持つ環境保全や生活基盤の安定に寄与する役割。 具体的には、 水源涵養、

土砂流出防止、 気候緩和、 炭素吸収、 生物多様性の保全など、 多岐にわたる社

会的および環境的な価値を提供する機能をさ す。

主伐
森林資源の最終収穫を目的とし て、 成熟し た樹木を計画的に伐採する作業。 森林

の更新と 持続可能な利用を促進するための重要な管理活動。
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小規模事業者
従業員数や売上高が一定基準以下の小規模な事業を営む者で、 地域密着型の経

営を行い、 地域経済の基盤を支える存在。

省エネ最適化診断
建物や施設のエネルギー使用状況を分析し 、 無駄を減らし 効率化を図るための診断。

その結果に基づいて、 省エネ対策や改善策を提案することを目的と する。

省エネ設備
エネルギー使用量の削減や効率的な利用を目的とし た装置やシステム。

具体例とし て、 高効率照明、 断熱材、 エネルギー管理システムなどがある。

就職マッチング

支援サイト

求職者と 企業を結びつけるためのオンラ インプラット フォーム。 求人情報の提供

や応募機能を通じ て、 効率的な就職活動を支援し 、 雇用促進をめざす。 南三重地

域就労対策協議会とし て「 南三重就活ナビ 」と いう サイト をたちあげている。

就労の広場

松阪市とハローワーク松阪が共同で設置する、 就職や転職を支援するための拠点。

求人情報の提供、 キャリ ア相談、 職業訓練情報の紹介などを通じ て、 地域住民の

就労支援を行う 。

市民活動センタ ー

松阪を中心にボランティ アやN PO (非営利組織）など、 公益的な活動をする市民を

分野や領域を越えて支援することを目的に設置さ れた市民活動の拠点施設。

市民活動に関する情報収集やネット ワーク形成の場として利用できる。

集落機能

住民の生活基盤を支えるために集落が持つ基本的な機能のこと 。 これには、 住居、

社会福祉、 教育、 経済活動、 交通インフ ラ 、 防災体制などが含まれ、 地域住民

の安定した生活を維持・ 発展さ せる役割を果たす。

指定文化財

文化財保護法に掲げる文化財とし て掲げる、 有形文化財・ 無形文化財・ 民俗文化

財・ 記念物・ 伝統的建造物群・ 埋蔵文化財・ 文化財の保存技術の中で、 国や県及

び市町村にとって特に重要なも のについて、 国や県及び市町村が指定を行って指

定文化財として保護の対象としているも の。

食品ロス

まだ食べら れるのに捨てら れてし まう 食品のこと 。 生産から 消費に至る過程で発生し 、

資源の無駄遣いや環境負荷の増加を引き 起こ す社会問題。 削減は持続可能な社

会の実現に重要である。

社会福祉士

さ まざまな理由で日常生活を 営むのに支障がある方の福祉に関する相談に応じ 、

専門的知識及び技術をもって助言等を行ったり 、 福祉医療関係者と の調整等を行

う 、 法令に基づく 資格を持った方。

人口置換水準
国や地域の人口を維持するために必要な合計特殊出生率をさ す。

通常は2 .1 程度と さ れ、 こ の水準を下回ると 長期的には人口が減少する。

自治体情報システム

標準化

地方自治体が利用する情報システムの仕様や運用手続を統一化し 、 効率的かつ高

品質な行政サービスを提供するための取り 組み。 システムの互換性を高め、 コ スト

削減やデータ の共有促進が図ら れる。

重層的支援体制

整備事業

多様な福祉ニーズに対応するための包括的な支援体制の整備事業。

地域の福祉サービ スを 効率的に連携さ せ、 高齢者や障害者、 子育て世帯など、

各層の市民が必要と する支援を提供し 、 社会的課題の解決を図る。

事業承継
企業や事業の経営権を、 後継者（ 親族、 従業員、 第三者など）に引き継ぐこと 。

後継者の育成や円滑な移行を進め、 企業の持続的発展を図るために行われる。

住民自治協議会

松阪市内の各地区に設置さ れた、 住民が主体と なって地域の課題解決や活動を行

う 協議体。 地域の実情に応じ た計画の策定や実施を通じ て、 地域づく り の推進に

努める。

― 154 ―



付 属 資 料

頭文字 用　 語 注　 　 　 釈

さ 行

情報格差

デジタ ル・ デバイド（ D ig ita l D ivid e）。 インタ ーネット やコンピュータ ーなどの情報

技術へのアクセスや利用能力の違いから 生じる、 情報の入手や活用の機会の差。

こ れにより 、 教育、 経済、 社会参加などの面で格差が広がること が懸念さ れている。

重要文化財

文化財保護法に掲げる文化財のう ち、「 建造物、 絵画、 彫刻、 工芸品、 書跡、 典

籍、 古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値

の高いも の。」や「 考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料」などの有形

文化財の中で、 重要なも のとして国が指定し た有形文化財のこと 。

自助
災害や困難な状況において、 自分自身や家族の安全を確保するために主体的に行動

し 、 必要な対策を講じ ること 。 自ら の責任に基づいて準備や対応を行う 姿勢をさ す。

鈴の音バス
松阪市が運営するコミ ュニティ バス。 市内各地域を結び、 住民の利便性向上と 交通

手段の確保を目的として運行さ れている。

生産年齢人口

経済活動に従事すること が期待さ れる1 5 歳から 6 4 歳までの年齢層に属する住民

の数をさ す。 地域の労働力や経済力を 示す重要な指標であり 、 政策や計画策定

の基礎データと なる。

生成AI

人工知能の一分野で、 テキスト 、 画像、 音声などの新し いコ ンテンツを自動的に生

成する技術。 自然言語処理や創造的なタ スクに利用さ れ、 効率化や新し いサービス

の提供に寄与する。

生活習慣病

不適切な生活習慣が原因で発症する病気の総称。 主に食事、 運動、 喫煙、 飲酒

などが影響し 、 糖尿病、 高血圧、 脂質異常症などが含まれる。 予防には生活習慣

の改善が重要である。

成年後見

判断能力が不十分な成人を支援する制度。 成年後見人が法的に代理や補佐を行

い、 本人の財産管理や契約手続きをサポート すること で、 生活の安定と 権利保護

を図ることを目的と する。

ゼロカーボン

人間活動による二酸化炭素（ CO ₂）排出量を実質的にゼロにすること 。 再生可能エネ

ルギーの利用、 エネルギー効率の向上、 カ ーボンオフセット などの方法を通じ て、

温室効果ガスの排出を削減し 、 気候変動の影響を抑えることを目的と する。

全国学力･

学習状況調査

文部科学省が全国の小中学生を 対象に実施する学力テスト と 学習環境調査。 児

童・ 生徒の学力や学習状況を把握し 、 教育施策の改善に役立てること を目的とし

ている。 義務教育の機会均等と その水準の維持向上の観点から 、 全国的な児童生

徒の学力や学習状況を把握・ 分析し 、 教育施策の改善を図るとと も に、 学校にお

ける児童生徒への教育指導の充実や学習状況等に役立てることを目的としている。

素材生産量
森林から 伐採さ れる木材などの生産量を示す指標。 一般には丸太やチッ プなどの

形態で計測さ れ、 林業の生産活動や経済的な動向を把握するために用いら れる。

た行

待機児童
認可保育園や認定こども 園等の保育施設に入園申し 込みをし ているにも かかわら

ず入園ができず、 入園待ち（ 待機）している状態の児童。

タ ブレット

タッ チスクリ ーンを搭載し 、 携帯性と 操作性に優れた薄型の携帯端末。 インタ ー

ネット 閲覧、 電子書籍の読書、 動画視聴、 アプリ ケーショ ンの利用など、 多様な

用途に使用さ れる。 スマート フォンより 大きく 、 ノ ート パソコ ンより も 軽量で使い

やすい。

太陽光発電

太陽の光を 利用し て電気を 生成する発電方式。 太陽電池パネルを用いて光エネ

ルギーを直接電気エネルギーに変換するため、 再生可能エネルギーの一つと さ

れ、 環境に優し い。 また、 温室効果ガスの排出削減に寄与する。
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脱炭素

温室効果ガスの排出を大幅に削減し 、 実質的にゼロにすることをめざす取り 組み。

主に二酸化炭素（ CO ₂）の削減を 指し 、 再生可能エネルギーの利用やエネルギー

効率の向上、 持続可能なライフ スタ イルの推進などが含まれる。

ダブルケア
一人の介護者が子育てと 高齢者の介護を 同時に行う 状況。 少子高齢化の進行に

伴い、 家庭内での負担が増加し 、 社会全体での支援や対策が求めら れている。

地域包括

ケアシステム

地域の実情に応じ て、 高齢者が住み慣れた地域で安心し て生活を続けら れるよう 、

医療、 介護、 予防、 住まい、 生活支援が一体と なって提供さ れる仕組み。

超高齢社会
総人口に占める6 5 歳以上の高齢者の割合が2 1 % を超える社会のこと 。 高齢者の

増加に伴う 社会保障や医療、 福祉などの広範な課題への対応が求めら れる。

地域学校協働活動

地域住民や団体と 学校が協力し 、 教育環境の充実や地域社会の活性化を 図るた

めの活動。 地域資源を活用し 、 児童・ 生徒の学びと 成長を支援する。 地域住民、

学生、 保護者、 N PO 、 民間企業、 団体・ 機関等の幅広い地域住民等の参画を得

て、 地域全体で子ども たち の学びや成長を支えるとと も に、「 学校を核とし た地域

づく り 」をめざし て、 学校と 地域が相互にパート ナーとし て連携・ 協働し て行う 活

動のこと 。

地域共生社会

制度・ 分野ごと の『 縦割り 』や「 支え手」「 受け手」と いう 関係を超えて、 地域住民や

地域の多様な主体が参画し 、 人と 人、 人と 資源が世代や分野を超えてつながるこ

とで、 住民一人ひとり の暮らしと 生きがい、 地域をと も に創っていく 社会。

チームオレンジ
認知症の人と その家族を支えるために、 地域住民や専門家が協力し 合う サポート

チームのこと 。

中小企業
資本金や従業員数などが一定規模以下の企業で、 地域経済の活性化や雇用創出

に重要な役割を果たす事業体。

チャレンジショッ プ
起業家や新規開店をめざす事業者が一定期間、 低リ スクでビジネスを試せる実店

舗の場。

地域おこし 協力隊
松阪市が地方創生を促進するため、 他地域から の移住者を募集し 、 地域資源の活

用や地域活動への参画を通じて地域の活性化を図る取り 組み。

地区防災計画

地域住民が主体と なって策定する、 防災対策の計画。 災害発生時における被害の

軽減や迅速な対応を目的とし 、 住民同士の協力体制や避難経路、 必要な物資の

確保など、 地域に特化した具体的な防災活動を定める。

地球温暖化
温室効果ガスの増加により 、 地球全体の平均気温が上昇する現象。 気候変動や海

面上昇、 生態系への影響など、 さ まざまな環境問題を引き起こす原因とさ れる。

地区計画制度
既存の都市計画を前提に、 ある一定のまと まり を持った「 地区」を対象に、 その地

区の実情に合ったよりきめ細かい規制を行う 制度。

テレワーク

インタ ーネット などの情報通信技術を利用し 、 自宅など職場以外で仕事をする勤

務形態。 柔軟な働き 方を実現し 、 通勤時間の短縮やワークライフ バランスの向上

に寄与する。

デジ タ ル・ デ バイド

（ D ig ita l D ivid e）

インタ ーネット やコ ンピュータ ーなどの情報技術へのアク セスや利用能力に差が

あること から 生じる、 情報やサービスへのアクセスの不平等。 こ れにより 、 教育、

経済活動、 社会参加などにおいて格差が広がること が懸念さ れている。

電子図書

デジタ ル形式で提供さ れる図書や書籍のこと 。 コ ンピュータ やスマート フォン、

タ ブレット などの電子機器で閲覧すること ができ、 多く の場合はインタ ーネット を

通じ て入手する。 利便性や携帯性に優れており 、 紙の書籍と は異なる読書体験を

提供する。
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デマンド バス

乗客の需要に応じ て運行さ れる予約制のバスサービ ス。 特定のルート ではなく 、

乗客の希望する地点間を柔軟に結ぶため、 通常の路線バスより も 利便性が高い。

高齢者や交通弱者を含む市民の移動支援を目的としている。

特定健康診査

4 0 歳から 7 4 歳を 対象とし た、 生活習慣病の早期発見と 予防を目的と する健康診

査。 血圧、 血糖値、 コレステロールなどの数値を測定し 、 必要に応じ て保健指導

が行われる。 健康保険加入者が対象で、 メ タ ボリックシンド ロームの予防に重点

が置かれている。

特産松阪牛
松阪牛の中でも 、 兵庫県産の子牛を導入し 、 松阪市周辺で９００日以上の長期にわ

たり 肥育さ れた牛。 きめの細かいサシ（ 霜降り ）が特徴。

ト レイ ルラン

自然の中に設定さ れた舗装さ れていない山道や森、 小径などを走るランニング競

技。 体力と 自然環境への適応能力を競い、 観光促進や地域活性化の手段とし て

も 注目さ れている。

特殊詐欺

電話やハガキ等で親族や公共機関の職員等を名乗って被害者を信じ 込ませ、 現金

やキャッシュカ ード をだまし 取ったり 、 医療費の還付金が受け取れるなどと 言って

ATM を操作さ せ、 犯人の口座に送金さ せる等の犯罪。 具体例とし ては、 オレオレ

詐欺、 還付金詐欺などが含まれる。

特定都市河川

都市部で洪水の被害を防ぐために、 著し い浸水被害が頻発する特定の河川流域におい

て管理や整備が行われる河川。 特定都市河川浸水被害対策法の規定に基づき、 国や

地方自治体が指定し 、 防災対策や都市計画において重要な役割を担う 。

な行

ナッジ
ナッジと は、 人々の行動を自然に促すための軽い介入や提案をさ す。 強制や命令

ではなく 、 選択肢を工夫すること で、 望まし い行動を取るよう に導く 手法。

南海ト ラフ 地震
日本列島の南側に位置する南海ト ラフに沿って発生する大規模な地震の総称。

歴史的に約1 0 0 年から1 5 0 年周期で発生し 、 巨大な被害をも たらす可能性がある。

認知症高齢者等個人

賠償責任保険

認知症などにより 判断能力が低下し た高齢者が他人に損害を与えた場合、 その賠

償責任を補償する保険。

担い手
地域や産業の将来を 支える役割を 果たす主体的な人物や組織。 特に農業では、

次世代の農業経営を担う 農家や法人をさ すこと が多い。

年齢３区分人口

人口を生産年齢人口（ 1 5 歳から 6 4 歳）、 年少人口（ 0 歳から 1 4 歳）、 老年人口（ 6 5

歳以上）の3 つの年齢区分に分けたも の。 社会保障や経済政策の基礎データ とし

て用いら れる。

年少人口
0 歳から 1 4 歳までの年齢層に属する住民の数をさ す。 地域の将来を担う 子ども の

数を示す重要な指標であり 、 教育や福祉政策の基礎データと なる。

農地集積
効率的な農業経営を実現するために、 分散し た農地を一つの農家や法人に集める

こと 。 農業生産の規模拡大や経営の効率化をめざし て行われる。

は行

働き方改革

労働環境の改善や労働生産性の向上を目指し 、 多様で柔軟な働き方を推進する取

り 組み。 具体的には、 長時間労働の是正、 テレワーク の推進、 育児・ 介護と 仕事

の両立支援などが含まれる。

8 0 5 0 世帯
8 0 代の親と 自立できない事情を抱える5 0 代の子による世帯をさ す。 こうし た親子

が社会から 孤立する問題のこと 。

ハンズオン支援
専門家が企業に対し て、 実務に即し た具体的な方法やノ ウハウを直接指導する支

援。 現場での実践的なサポート を通じて、 問題解決や業務改善、 成長促進を図る。
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パーパス経営

企業等が単なる利益追求にとどまらず、 社会的使命や存在意義（ パーパス）を明確

にし 、 その実現に向けた経営を行う スタ イ ル。 持続可能な社会の実現やステーク

ホルダー（ 行政運営に関する関係者）と の共感を重視する。

非構造部材
建物の主要な荷重を 支える役割を持たない部材。 内装材や設備、 仕上げ材など

が該当し 、 建物の機能や美観を維持するための要素と なる。

ひきこもり
何ら かの生きづらさ を抱え、 家族を含む他者と の交流が限定的または希薄な状態

にある方。 社会的および精神的な支援が必要と なる場合も 多い。

樋門

大雨、 台風および津波等の異常気象時に海水や本流から の逆流を防ぎ、 増水した

内水を排除するために設置さ れた門。 水位調整や水量管理を行い、 洪水の対策と

しても 重要な役割を果たす。

病児･病後児保育
病気中または病気回復期にある乳幼児及び小学校6 年生以下の児童を、 一時的に

預かり 保育するサービス。

不登校児童･生徒
何ら かの理由で学校に登校し ないあるいはできないため、 年間3 0 日以上欠席し て

いる児童や生徒（ 病気や経済的な理由による者を除く ）。

フッ 化物洗口
虫歯予防を目的とし て、 フッ 化物を含む溶液で定期的に口をすすぐ方法。

歯のエナメ ル質を強化し 、 虫歯の発生を抑制する効果がある。

福祉まるごと 相談室

松阪市が設置する「 健康と 福祉」に関する総合相談窓口。 身近な地域（ 概ね中学校区に

1か所）において、 どのよう な困りごと でも 相談できる機関であり 、 必要な支援やサー

ビスへのつなぎを行う 。 また地域共生社会を目指し た支え合いの地域づく りを推進す

る役割も 担っている。

福祉避難所
災害時に一般の避難所での生活が困難な高齢者や障がい者など、 特別な支援が

必要な人々のために設けら れる、 専門的な支援や設備が整った避難施設。

ふるさと 納税

（ ふるさ と 応援寄附金）

納税者が応援し たい地方自治体に寄附を行う 制度。 寄附額に応じて所得税や住民

税が控除さ れ、 多く の場合、 返礼品とし て地域特産品が送ら れる。 地方公共団体

の財政支援と 地域活性化を目的と する。

不法投棄

廃棄物を適正に処理せず、 みだり に道路や山林、 空き地等（ 自分の占有地、 管理

地を含む。） に捨てる行為。 環境汚染や景観の悪化を引き 起こし 、 地域の安全や

衛生に重大な影響を与える。

ブランディ ング

企業や組織、 商品などの独自の価値やイメ ージを確立し 、 消費者や市民に一貫し

たメッ セージを 伝える活動。 信頼や共感を醸成し 、 ブランド の認識や評価を高め

るための戦略をさ す。

プロモーショ ン
商品やサービス、 あるいは地域やイ ベント などの認知度を高め、 需要や関心を喚

起するための活動や戦略。 広告、 広報活動、 キャンペーンなどを通じて行われる。

ヘルプマーク
援助や配慮を必要と する方が周囲にそのこと を知ら せるためのマークで、 妊娠初

期の女性や内部障がい、 難病のある方などが対象。

返礼品
ふるさ と 納税制度において、 寄附を行った納税者に対し て自治体が感謝の意を込

めて贈る品物。 地域の特産品や名産品が主に選ばれる。

ペアレント ・

ト レーニング

親が子育てに必要なスキルや知識を習得するための教育プログラムで、 親子のコ

ミ ュニケーショ ンや問題解決能力を向上さ せることを目的と する。

放課後児童クラブ
小学校の放課後に、 保護者が仕事などで家庭にいない児童を 対象に、 安全で健

全な居場所を提供する施設や活動のこと 。
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国が企業や自治体に対し て義務付けている、 一定割合の障がい者を雇用する基準

のこと 。 企業は従業員数に応じ て、 定めら れた割合の障がい者を雇用し なければ

ならず、 障がい者の雇用促進と 職業安定を図る目的がある。

ま行

松阪版ネウボラ

フィ ンランド 語で「 相談・ 助言の場」と いう 意味で、 フィ ンランド では子育て家族の

支援制度で地域におけるワンスト ッ プ 拠点を「 ネウボラ 」と 呼んでいる。「 松阪版ネ

ウボラ 」では、 健やかな子育てができるよう に関係各課が連携し 、 妊娠・ 出産・ 子

育て期の途切れない支援をめざす。

慢性期（ 治療）
長期間にわたり 進行する疾患に対する治療で、 患者の症状管理や生活の質を向上

さ せることを主眼とし た医療サービス。

松阪ブランド

認定制度

「 松阪」にこ だわり をもって市内で生産、 製造、 加工などを行う 方から 、 ブラ ンド 認定

申請を 受け付け、 厳正な審査を 経て「 松阪ブラ ンド 」とし て認定する。 松阪自慢の品

の拡大と 、 さら なる質の向上、 地元産業等の活性化を図ること を目的とし ている。

松阪牛個体識別管理

システム

松阪牛の生産履歴や流通経路を一元管理するシステムで、 生産者情報や飼育履歴、

出荷情報などをデータ ベース化すること で、 品質保証と 消費者への信頼提供を目

的としている。

松阪茶
松阪市は、 県内有数の深蒸し 煎茶の産地であり 、 飯南・ 飯高地域を中心とし て栽

培さ れる上質な深蒸し 煎茶を「 松阪茶」としている。

松阪市香肌

地域づく り 協同組合

松阪市の中山間地域で、 人手不足に悩む事業者に人材派遣を行う 協同組合。

生活するために必要な働く 場所を提供している。

松阪ナビ

松阪市公式のスマート フォン向けアプリ 。「 イ ベント 情報」や「 ごみ収集日の前日通

知」など、 身近な情報をプッシュ通知で受け取ったり 、 防災情報や避難所マッ プな

どが確認できる。

民生委員・ 児童委員

地域住民の福祉の向上と 支援を目的に、 厚生労働大臣から 委嘱さ れる非常勤特

別職の地方公務員。 生活困窮者、 高齢者、 障がい者、 子ども など、 様々な人々

の相談に応じ 、 関係機関と 連携し て問題解決を図る役割を担う 。

南三重就活ナビ

南三重地域就労対策協議会が立ち 上げている、 三重県南部地域の企業と 就職活

動中の求職者をつなぐための情報サイト 。 求人情報の提供、 企業紹介、 就職イベ

ント の案内などを行い、 地域の雇用促進を支援する。

三重県

宝塚一号墳出土埴輪

松阪市に所在する伊勢地域最大の前方後円墳、 国指定史跡の宝塚１ 号墳（ 全長

1 1 1ｍ）の墳丘及び造り 出し から 出土し た埴輪のう ち、2 7 8 点が令和６年８月2 7日に

「 三重県宝塚一号墳出土埴輪」とし て国宝に指定さ れた。 特に、 大形の埴輪船は、

立体的な立ち飾り をも つ他に類例のないも のであり 、 美術的にも 大変優れた造形

物で、 こ れら は、 古墳時代における首長の葬送儀礼を考えるう えで重要な意味を

持つも のとして、 学術的に極めて高い資料であると 評価さ れている。

木質バイオマス発電
木材や木く ずと いった木質資源を 燃料とし て用いた発電方法。 再生可能エネル

ギーの一種で、 森林資源の有効利用と 地球温暖化対策に寄与する。

や行

ヤングケアラ ー

本来は大人が担う べき 家族の介護や世話などを、 1 8 歳未満の子ども が日常的に

行っている状況や、 そのよう な子ども たち自体をさ す。 家族のサポート を行う こと

で学業や生活に影響が出ること が懸念さ れる。

ユニバーサル

ツーリ ズム

高齢者や障がい者を含むすべての人が快適かつ安全に旅行を楽し めるよう に、 観

光地や交通機関、 宿泊施設などをバリ アフリ ー化し 、 アクセシビリ ティ を確保する

取り 組み。
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や行

要介護者
日常生活に対する支援や介護が必要と 認定さ れた高齢者や障がい者。

介護保険制度に基づき、 介護度に応じたサービスを受けること ができる。

要約筆記者
会議や講演などで話さ れた内容を、 聴覚に障がいのある方や参加者に素早く 正確

に文字に変換し 提供する専門家。 情報のアクセスを支援する重要な役割を担う 。

要配慮者
災害時に特別な支援や配慮が必要と さ れる高齢者、 障がい者、 乳幼児、 妊婦、

外国人などの方々のこと 。

ら 行

ライフステージ

人間の一生における発達段階を示す概念。 主に出生、 幼児期、 学童期、 青年期、

成人期、 老年期の各段階に分けら れ、 それぞれの段階に特有の社会的役割や課

題が存在する。

ライド シェア

同じ 方向へ移動する複数の乗客が、 一台の車両を 共有し て目的地に向かう 交通

サービス。 利用者間で運賃を分担し 、 効率よく 移動できるため、 交通費の削減や

環境負荷の軽減に寄与する。

ライフ ライン

生活に不可欠なインフ ラ スト ラクチャー（ 経済活動や市民生活を支える基盤的な

設備・ 施設）の総称で、 主に電力、 ガス、 水道、 通信、 交通などの基幹設備をさ

す。 こ れら のサービスは市民の日常生活を支える重要な要素であり 、 災害時など

にも その復旧が最優先さ れる。

林道・ 作業道

森林の管理や木材の運搬、 保全活動を目的として森林内に設けら れる道路。

林道は広範囲の移動を支える幹線道路であり 、 作業道は作業現場へ直接アクセス

するための支線道路。

流域治水

流域全体を対象に行う 洪水対策の考え方のこと で、 河川改修による対策だけでな

く 、 都市部や農地、 森林など広範囲にわたる総合的な治水対策を地域住民や自治

体、 企業が協働して取り 組み、 洪水リスクを低減さ せる。

老年人口

（ 高齢者人口）

一般的に6 5 歳以上の年齢層に属する住民の数をさ す。 地域における高齢化の程

度を示す指標であり 、 福祉、 医療、 住宅政策などの重要な基礎データ と なる。

ロールプレイ
特定の役割を 演じること で、 実際の状況を 模擬的に体験し 、 問題解決力やコ ミ ュ

ニケーショ ン能力を向上さ せるための訓練や教育手法。

わ行
ワークライフ

バランス

仕事と 私生活の調和を図り 、 両立さ せること 。 従業員の満足度と 生産性を向上さ

せるために重要と さ れる考え方。

D D X

デジタ ルト ラ ンスフォーメ ーショ ン（ D ig ita l Transfo rm atio n）の略称。 企業や自

治体がデジタ ル技術を活用し 、 業務プロセスやサービ スを革新すること で、 住民

や顧客への利便性向上や地域社会の発展を図る取組をさ す。

E

EBPM

Evid ence-Based  Po licy M ak in gの略。 客観的なデータ や実証研究に基づいて

政策を立案、 評価する方法。 政策の効果を科学的に証明することで、 効果的で効

率的な行政運営をめざす。

EV

電気自動車。 電気を 動力源と する自動車。 内燃機関ではなく バッ テリ ーと 電動

モータ ーを搭載し ており 、 二酸化炭素排出がなく 環境に優し い。 また、 静粛性や

メ ンテナンスの簡便さ も 特徴として挙げら れる。

I ICT

情報通信技術（ In fo rm atio n  and  Co m m un ica tio n  Techno lo g y）の略称。

コ ンピュータ やイ ンタ ーネット 、 通信ネット ワークを 活用し 、 情報の収集、 処理、

共有を行う 技術をさ す。 行政サービスの効率化や住民の利便性向上に貢献する。
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J J-クレジット
日本の制度で、 温室効果ガスの削減量や吸収量を「 クレジット 」として認証するも の。

企業や自治体がこ れを活用し て温暖化対策を進めること ができる。

L LED
発光ダイオード 。 電気を流すと 光を発する半導体素子。 長寿命、 省エネルギー、

低熱量の特性があり 、 照明や表示装置、 電子機器などで広く 利用さ れている。

P PD CAサイク ル
計画（ Plan）、 実行（ D o ）、 評価（ Check）、 改善（ Act）の4 段階を繰り 返し 実施する

ことで、 業務やプロジェクト の継続的な改善を図る手法。

Q
Q -U

（ 学級満足度尺度調査）

児童・ 生徒が自分の所属する学級や教室環境に対し て感じる満足度を測定する調査。

教育の質向上と 学級運営の改善を目指し 、 児童・ 生徒の意見や感想を収集・ 分析

する。

S

SD G s

国連サミ ット で採択さ れた「 持続可能な開発のための2 0 3 0アジェンダ」にて記載さ

れた2 0 3 0 年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標で、 地球上の「 誰一

人取り 残さ ない」ことを誓っている。 SD Gｓ は発展途上国のみなら ず、 先進国自身

が取り 組む普遍的なも のであり 、 日本とし ても 積極的に取り 組んでいる。

SN S

イ ンタ ーネット 上でユーザー同士が情報や意見を 共有し 、 交流するためのオン

ラ イ ン プ ラット フ ォ ーム。 代表的な 例とし ては、 Faceb o o k、 X（ 旧Tw itte r）、

Insta g ram などがある。

U U IJタ ーン

U タ ーンは、 都市部に一度移住し た人が、 出身地である地方に戻って移住・ 就職

すること 。 Iタ ーンは、 出身地と は異なる地方に移住し 、 就職すること 。 Jタ ーンは、

都市部から 一度出身地に戻った後、 都市部と は別の地方に移住して就職すること 。

Z Z o o m

インタ ーネット を利用し たビ デオ会議やオンラインミ ーティ ングを実現するための

ソフト ウェア。 高品質な音声や映像の共有、 チャット 機能、 画面共有などが可能で、

リ モート ワークや遠隔教育に広く 活用さ れている。
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